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○ 大学の概要 

（１）現況 

  ①大学名 国立大学法人島根大学 

 

  ②所在地 本部（松江キャンパス）島根県松江市 

       （出雲キャンパス）島根県出雲市 

 

  ③役員の状況 

    学 長 本田 雄一（平成 16年４月１日～平成 21年３月 31日） 

      山本 廣基（平成 21年４月１日～平成 24年３月 31日） 

  理事数 ６名 

  監事数 ２名 

 

  ④学部等の構成 

 【学部】 

法文学部、教育学部、医学部、総合理工学部、生物資源科学部 

【研究科】 

人文社会科学研究科、教育学研究科、医学系研究科、総合理工学研究科、 

生物資源科学研究科、法務研究科 

 【学内共同教育研究施設等】 

  附属図書館、保健管理センター、教育開発センター、入試センター、キャリ

アセンター、国際交流センター、男女共同参画推進室、生涯学習教育研究セ

ンター、総合情報処理センター、汽水域研究センター、産学連携センター、

総合科学研究支援センター、外国語教育センター、島根大学・寧夏大学国際

共同研究所、ミュージアム、プロジェクト研究推進機構、工作センター 

 

  ⑤学生数及び教職員数（平成 21年５月１日現在） 

        学部・研究科等の学生数 

学部生数   ５，３８１名（うち留学生数 ４４名） 

大学院生数    ７９１名（うち留学生数 ９３名） 

      教員数（本務者）       ７８９名 

      職員数（本務者）       ９４２名 

 

 

 

（２）大学の基本的な目標等 

  島根大学の理念・目的 

大学の使命は、人類共有の財産である知的文化を継承し、さらに創造的に発

展させるとともに、大学が有する知的資産と知的創造力を活用した人材育成、

学術研究活動を行い、これらを通じて地域社会・国際社会の発展と人類の福祉

に貢献することである。 

新生大学は、このような大学の使命を果たすために、「教育重視の大学」、

「知的活力ある大学」及び「開かれた大学」として、競争的環境の中で豊かな

個性をもった大学を目指す。 

 

①学生が育ち、学生とともに育つ大学（教育環境） 

学生の多様な個性と夢を重視した教育を行い、変動する現代社会の要請に

応え得る豊かな教養と高い倫理観を備え、かつ、科学的探求心に富む人材を

養成する。 

 

②知的活力ある大学（研究活動） 

アクティブな知的集団として、常に自らを点検・評価しつつ、地域に密着

した個性的な研究及び国際水準の独創的な研究を推進する。 

 

③地域とともに歩む大学（地域との連携） 

  山陰・環日本海という地域の歴史的・地理的特性を活かし、大学が有する知

的財産を活用することにより、教育・研究・文化の拠点として地域社会の発展

に貢献する。 

 

④世界に開かれた大学（国際貢献） 

  最先端の学術や文化に関する情報を発信・受信し、加えて、研究者、技術者、

学生等の人的交流を活発に行うことにより、地域における国際学術交流の拠点

として機能する。 

   

⑤大学構成員の声が反映される大学（管理運営） 

  学長のリーダーシップと補佐体制の充実によって、企画・立案機能を向上さ

せるとともに、教職員や学生の声が反映される透明性のある管理運営を行う。 
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【島根大学憲章の制定】 

 

  島根大学では、本学の使命、管理運営上の基本方針及び養成する人材像等の

目標を示すため、平成 18年４月に「島根大学憲章」を制定・発効した。 

  

【島根大学憲章】 

 

島根大学は、学術の中心として深く真理を探究し、専門の学芸を教授研究す

るとともに、教育・研究・医療及び社会貢献を通じて、自然と共生する豊かな

社会の発展に努める。とりわけ、世界的視野を持って、平和な国際社会の発展

と社会進歩のために奉仕する人材を養成することを使命とする。 

  この使命を実現するために、島根大学は、知と文化の拠点として培った伝統

と精神を重んじ、「地域に根ざし、地域社会から世界に発信する個性輝く大学」

を目指すとともに、学生・教職員の協同のもと、学生が育ち、学生とともに育

つ大学づくりを推進する。 

 

１．豊かな人間性と高度な専門性を身につけた、自ら主体的に学ぶ人材の養成 

島根大学は、深い教養に裏づけられた高い公共性・倫理性の涵養を教育の

基礎に置き、現代社会を担う高度な専門性を身につけた人材の養成を行う。 

島根大学は、学生が、山陰の豊かな自然、歴史と文化の中で、学修や関連

する諸活動を通して積極的に社会に関わりながら、自ら主体的に学び、自律

的人格として自己研鑽に努めるための環境を提供する。 

 

２．特色ある地域課題に立脚した国際的水準の研究推進 

島根大学は、社会の多面的要請に応えうる多様な分野の研究を推進すると

ともに、分野間の融合による特色ある研究を強化し、国際的に通用する創造

性豊かな研究拠点を構築する。 

島根大学は、社会の要請に応え、地域課題に立脚した特色ある研究を推進

する。 

 

３．地域問題の解決に向けた社会貢献活動の推進 

島根大学は、教育・学修、研究、医療を通して学術研究の成果を広く社会

に還元する。 

島根大学は、市民と連携・協力して、地域社会に生起する諸課題の解決に

努め、豊かな社会の発展に寄与する。 

 

４．アジアをはじめとする諸外国との交流の推進 

島根大学は、地域における国際的な拠点大学として、アジアをはじめとす

る国際社会に広く目を向け、価値ある情報発信と学術・文化・人材の交流を

推進することによって、国際社会の平和と発展に貢献する。 

 

５．学問の自由と人権の尊重、社会の信頼に応える大学運営 

島根大学は、真理探究の精神を尊び、学問の自由と人権を尊重するととも

に、環境との調和を図り、学問の府にふさわしい基盤を整える。 

島根大学は、学内外の意見を十分に反映させつつ透明性の高い、機動的な

運営を行う。 



（３）大学の組織図
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 島根大学は、平成 15年 10月、旧島根大学と旧島根医科大学が統合し、新た

な島根大学としてスタートし、平成 16年４月の国立大学法人化を迎えた。 

平成 18年４月、島根大学憲章を制定し、「地域に根ざし、地域社会から世界

に発信する個性輝く大学」として、本学の目指すべき方向性を明確にし、広く

内外に示した。 

 学生が主体性を持って幅広い知識、広い視野、総合的な判断力を身につける

ため、教養教育のカリキュラムを再編・整備し、初年次教育をはじめとする特

色ある全学教育プログラムを導入した。専門教育では、その専門性・応用性の

高い能力を身につけ、また、地域社会や地域医療等に貢献できる高度専門職業

人の養成を目指し、大学教育改革支援プログラム事業など、特色ある取り組み

を推進した。その他、1000時間体験学修、地域医療体験学習など、地域と連携

して独自の現場体験型の教育システムを構築し、それぞれの専門分野で実践し

た。 

 多様化する現代の要請を踏まえ、基礎研究、試験研究、応用研究の各領域で、

地域に密着した個性的な研究及び国際水準の独創的な研究を推進した。また、

学部、研究科の枠を超えた研究活動を重点的に推進するための拠点（プロジェ

クト研究推進機構）を設置し、各研究分野の連携融合による研究テーマに積極

的に取り組んだ。さらに、連携融合による複合領域と地元企業との共同研究に

より、産学連携を一層推進した。これらの研究活動から学会受賞や商品の実用

化を通じて研究成果を社会へ還元した。 

 地域の知と文化の拠点として、各自治体・機関とパートナーシップを確立し、

相互の交流・連携により地域社会の発展や人材育成に寄与することを目的に、

包括的連携協定を締結し、教育、医療、文化、産業等の分野での連携事業を実

現させた。 

 医学部附属病院では、「都道府県がん連携拠点病院」及び「地域肝疾患診療連

携拠点病院」の指定を受けて、地域のニーズに応じた診療機能の充実を図った。

また、医師不足が深刻な島根県西部の医療体制を補うため、専用ヘリポートな

どの施設面を含め、救急搬送に必要な実施体制を整備した。 

 特色ある地域課題に立脚した国際的水準の研究を推進するため、海外に研究

拠点（島根大学・寧夏大学国際共同研究所）を設置し、研究員を受け入れるな

ど人的交流を積極的に実施した。また、島根県と米国テキサス州の産業技術交

流を支援するプロジェクトを立ち上げるなど、学術交流を推進する実施体制を

整備した。また、実践的地域医療研修の実績を持つ米国ＷＷＡＭＩプログラム

の見学体験研修を実施するなど、教育面でも組織的な国際交流を実践した。 

 学長のリーダーシップの下、役員体制の見直し、副学長ポストの増設、学長

特別補佐の任命により、執行体制の強化を図りつつ、常任理事・副学長懇談会

や部局連絡協議会を開催し、学内の意思疎通・合意形成を図った。また、学長

ミーティング、地元経済団体との懇談会等、在学生や学外からの意見を運営に

反映させる取り組みを通じて、大学運営の透明性の確保に努めた。その他、「環

境マネジメントシステム（ISO14001 準拠）」、「働きやすい病院評価」等の認証

取得により、学生の修学環境及び教職員の職場環境の改善・向上を図った。 

 

 以下、本実績報告書の項目順にしたがって、平成 21年度における全体的な状

況(主要な取組)を記述する。 

 

 

Ⅰ．業務運営・財務内容等の状況 

 

１．業務運営の改善及び効率化に関する目標 

○ 戦略的な法人経営体制の確立 

・ 新役員体制の下、地域貢献を推進し、また、学生教育、学生支援をさら

に充実するため、新たに社会連携担当の理事、医学教育・研究担当の副学

長及び学生支援担当の副学長を置き、より戦略的な運営と運用を図る体制

を整備した。 

 

○ 機動的、効率的な大学運営 

 ・ これまでの事務機構改革を踏まえ、更なる業務の改善を担当する学長特

別補佐を、また、教員の個人評価に係る教員情報入力データベースシステ

ムの改善を担当する学長特別補佐をそれぞれ任命した。 

 

○ 業務運営の効率化 

 ・ 地域貢献推進室を設置し、社会連携・地域連携関連の事務処理を一元化

し、業務の効率化を図った。 

 

○ 男女共同参画の推進 

 ・ 育児と仕事又は勉学の両立を支援するため、看護師又は保育士資格をも

つ「病後児保育サポーター」が、保護者（職員、学生）の自宅又は病後児

保育サポーターの自宅で保育を提供する派遣型病後児保育サポートを開始

した。 

 

 

全 体 的 な 状 況 
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○ 事務組織の活性化 

 ・ 大学運営など管理職員等の職務に対し、意欲のある者の中から早期に管

理職員等に登用するための制度を設け、候補者の選考試験を実施した。 

 

２．財務内容の改善に関する目標 

○ 外部資金獲得の強化 

・ 外部研究資金の受入額は、1,214百万円に達し、法人化前（平成 15年度）

の受入額 1,057百万円との比較では 157百万円増（14％増）となった。 

 

３．自己点検・評価及び情報提供に関する目標 

○ 情報発信の取組 

・ 同窓生との交流を目的に、島根大学同窓会連合会との共催で「島根大学

ホームカミングデー」を開催し、開学記念 60周年記念大会として、歓迎式

典、パネル上映、キャンパスツアー等を実施した。 

・ 「島根県の高等教育の未来を考える」と題するシンポジウム「大学教育

合同フォーラム in 島根 2009」を開催し、基調講演、ＧＰ等の先進事例の

報告、パネルディスカッション、フロアディスカッションを行った。 

 

４．その他の業務運営に関する目標 

○ 施設の整備及びその有効活用 

・ 医師不足が深刻な島根県西部の医療体制を補うため、県西部の病院から

患者を救急搬送するため、ヘリコプターが離着陸できる専用ヘリポートを

附属病院敷地内に完成させた。 

・ 登録有形文化財に登録された旧制松江高等学校外国人宿舎を修復し、サ

テライト施設:島根大学ミュージアムとして、常設展示及び市民講座や体験

教室などの開放事業に活用した。 

 

Ⅱ．教育研究等の質の向上の状況 

 

１．教育に関する目標 

○ Ｗｅｂを用いたクリニカルクラークシップ評価の実施 

・ 医学部医学科では、Ｗｅｂを用いて臨床実習であるクリニカルクラーク

シップ(ＣＣ)の評価を実施した(ＣＣ-Ｗｅｂ)。Ｗｅｂによる評価システム

は、学生と指導医双方による評価のフィードバックに有効であり、また、

実習記録等をＷｅｂに蓄積することでポートフォリオとしても活用できた。

この評価システムは、極めて先進的であり全学生及び全診療科での活用実

績は、国内でも他に例をみないものである。 

○ ＦＤ活動の推進(文部科学省特別教育研究経費(教育改革)採択事業) 

・ 教育の質保証及び質の向上を図るため、学士課程及び大学院課程におけ

る優れた取組み(Good Practice)に対し重点的な財政支援を行う「教育改革

推進事業《島大ＧＰ》」を創設した(「学生の学びを中心に据えた教職員ネ

ットワークの構築とＦＤの組織化 ～ 山陰地域のＦＤ拠点化に向けて 

～ 」(平成 21年度文部科学省特別教育研究経費(教育改革)事業採択))。 

 

○ 初年次教育プログラムの構築 

・ 「初年次教育プログラムガイドライン」(平成 20年度策定)に基づき、全

学において 24の初年次授業を設置し、すべての入学者が受講する初年次教

育プログラムを構築した。 

 

 ○ 新英語教育プログラムの構築 

 ・ 教養教育における英語教育の改革に取組み、習熟度別コース制による英

語力に応じた学びやすいカリキュラムや e-learning 導入による主体的か

つ意欲的に英語を学べる環境を提供する、新しい英語教育プログラムを構

築した(平成 22年度より実施)。 

 

○ 学生支援体制の充実 

・ 法務研究科において、島根・鳥取両県弁護士会に所属する若手弁護士に、

日常的な学習支援や学習相談等を仰げる「アカデミックアドバイザー制度」

を創設した。 

・ 先輩学生が新入生をサポートする「メンター制度」の導入に向け、教育

開発センターがコーディネートに取組み、総合理工学部においてメンター

の組織化や試行運用を行った(平成 22年度から本格実施)。 

 

２．研究に関する目標 

○ 特色ある研究プロジェクトの推進 

 ・ 昨年度開発した酸化亜鉛蛍光標識剤に改良を加え、それを用いて標識し

た細胞をマウスの肺臓内で観察することに成功し、酸化亜鉛によるがん検

診など臨床応用への展望を開くことができた(第２期重点研究プロジェク

ト「Ｓ-匠ナノメディシンプロジェクト」)。 

・ ドラッグデリバリー(薬物輸送)システムの構築のためにナノ粒子の作製

が望まれていたが、本プロジェクト独自の方法で 10％ＫＦ添加 BaTiO3ナノ

粒子の合成に成功し(特願 2009-63809)、この粒子を用いてスパークプラズ

マ(SPS)焼成で緻密セラミックスを作製した(第２期重点研究プロジェクト

「Ｓ-匠ナノメディシンプロジェクト」)。 
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３．社会連携・国際交流に関する目標 

○ 地域産業や地域社会の活性化に向けた取組 

 ・ 島根県商工会議所連合会、島根県商工会連合会、島根県中小企業団体中

央会及び島根経済同友会との間で「島根大学博士研究員等派遣研究事業に

関する協定書」を締結し、共同研究を前提としたポストドクトラルフェロ

ーの地域企業等への派遣制度を確立した。 

 ・ 島根県の地域産業や地域社会を活性化させる意欲のある社会人を受入対

象とした「地域人材育成リカレント特別コース(非修士１年)」を生物資源

科学研究科に設置した。 

 

４．附属病院に関する目標 

 ○ 社会的・地域的なニーズへの対応 

 ・ 出雲市から寄附講座として受け入れた腫瘍センター内の「腫瘍臨床研究

部門」が中心となり、がん登録データ等の解析を基に、消化器内科、腫瘍

生物学講座及び公衆衛生学講座と共同で「プロジェクト」を立ち上げ、島

根県東部に多いことが判明した膵臓がん発生要因の解明及び新規治療薬開

発等の研究を開始した。 

 ・ 本院敷地内にヘリポートを新設し、島根県西部地域医療機関を中心に防

災ヘリコプターによる救急患者搬送を開始した。 

 ・ 災害時などを想定し、救急対応施設にも利用できる機能を付加した外来

患者用立体駐車場を新設した。 

 

○ 質の高い医療人育成や臨床研究の推進等、教育・研究機能の向上のため

の取組 

 ・ 大学病院連携型高度医療人養成推進事業において、海外短期地域医療研

修を開始し、アメリカ、中国、ベトナムの３か国の大学病院等 10施設に総

勢 25名の若手医師及び指導者を派遣した。 

 ・ 本院の医療従事者及び医学生・看護学生を対象に、医療技術の習得、向

上を図ることを目的として「クリニカルスキルアップセンター」を新設し、

全国に先駆けて専任の講師１名を採用し、臨床シミュレーター教育の向上

を図った。 

 

○ 質の高い医療の提供のための取組 

 ・ 本院の小児科が全国の検査実施機関の中心となって、新生児マス・スク

リーニング検査の全国実施に向けて、体制整備を図った。 

 ・ 放射線治療科において大型医療機器を導入し、強度変調放射線治療(ＩＭ

ＲＴ)及び温熱療法ハイパーサミアの治療を開始した。 

○ 継続的・安定的な病院運営のための取組 

 ・ 医薬品費削減に係る取組として、中四国地区の４大学病院(島根大学、岡

山大学、愛媛大学、高知大学)が共同で、外部専門業者の支援を受け、後発

医薬品への切り換えや安価な医薬品への切り替えを行った。 

 

５．附属学校に関する目標 

 ・ 地域の学校教育をリードする実践的な取組みとしての「幼・小・中一貫

教育」に関して、その取組みの成果をまとめた附属学校園全体の研究紀要

を作成した。 

   また、文部科学省主催の学校体育研究会の研究発表校として８つの分科

会を担当し、幼小中の一貫教育の視点から、体育の授業公開ならびに研究

発表を行った。 
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さ 

 

 

 

 

 

中期計画 平成 21年度計画 

進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

ｳｪｲﾄ 

中

期 

年

度 

中

期 

年

度 

【１４３】 

学長は、法人の運営体制の点検を

平成１８年度末までに行い、必要な

改善を行う。 

  

Ⅳ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

 

 

 

 

【１４３】 

(19年度に実施済みのため、21年度

は年度計画なし) 

 （平成 21年度の実施状況） 

新役員体制の下、地域貢献を推進し、また、学生教育、学生支援

をさらに充実するため、新たに社会連携担当の理事、医学教育・研

究担当の副学長及び学生支援担当の副学長を置き、より戦略的な運

営と運用を図る体制を整備した。 

これまでの事務機構改革を踏まえ、更なる業務の改善を担当する

学長特別補佐を、また、平成 19年度から本格実施した教員の個人評

価に係る教員情報入力データベースシステムの改善を担当する学長

特別補佐をそれぞれ任命した。 

なお、定例的に開催している「常任理事懇談会」を改組し、新た

に置いた副学長２名を加えた「常任理事・副学長懇談会」を設置し、

執行部間の意思疎通を一層図る体制を整備した。 

 

【１４４】 

 統合後間もない状況をふまえつ

つ、医学部と他学部の関連組織の調

整、再編をさらに進め、全学一体と

  

Ⅳ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

 

  

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

（１）業務運営の改善及び効率化 

① 運営体制の改善に関する目標 

中
期
目
標 

① 学長がリーダーシップを発揮しつつ、全学的な支持と創意工夫を結集して、総合大学としての自立的かつ機動的な大学運営を行う。 

② 教員と事務職員等が一体となり、共同して業務運営が行える体制を整備、強化する。 

③ 法人の持つ学内資源（資産、財源、人員等）を、全学的な視点に立って戦略的に運用し、法人全体の個性ある魅力的な大学を創造する。 

④ 学部等の運営について機動性と戦略的な視点から効率化を図る。 

項 目 別 の 状 況 
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なって、合理的かつ機動的運営を可

能にする環境を整備する。 

【１４４】 

(18年度に実施済みのため、21年度

は年度計画なし) 

 （平成 21年度の実施状況） 

 

 

【１４５】 

 企画戦略部門を担当する副学長

のもとで、中期計画執行の総括的管

理体制を確立し、情報収集・伝達体

制を整備するとともに、計画遂行に

向けて、教員・職員の資質の向上及

び学内諸組織の活性化を図る｡ 

 

  

Ⅳ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

法人評価における自己点検・評価の内容を基に達成状況を検証し、

おおむね目標を達成していることを確認した。平成 20年度の進捗状

況の調査結果をあわせ、中期目標の達成に向け最終年度計画の策定

に取り組んだ。 

教員の個人評価では、教育、学術・研究、社会貢献、組織運営及

び医療(医学部のみ)の「領域評価」ごとに経年比較するなどの検証

を行い、この評価制度が学部の運営改善や教員の諸活動に成果が現

れつつあることを確認した。 

  

【１４５】 

○ 第１期中期目標期間における

目標の達成状況を検証し、それを

第２期中期目標・中期計画の策定

に活用する。 

○ 引き続き教職員の個人評価を

実施し、教職員の諸活動の資質向

上を図る。 

 

Ⅲ 

（平成 21年度の実施状況） 

○ 教育研究評議会の評議員及び教育研究等の達成状況及び水準を

分析するワーキンググループの各座長で構成する中期目標・中期

計画策定委員会において達成状況の検証を行った。そのうえで、

学部長を加えた拡大策定委員会において目指す方向性を検討し、

第２期は、教育の質保証を踏まえた学生の満足度の向上及び地域

貢献という方向性を相対的に重視した中期目標・計画案を策定し

た。 

○ 教職員の資質向上に資する目的で個人評価を引き続き実施し

た。教員に対する個人評価は同制度の導入から４年目に入り、評

価体制、評価手順等の基本的な制度設計は概ね完成した。なお、

この評価制度を総括した結果を踏まえ、今後、評価作業の負担軽

減に向け検討していく。 

 

【１４６】 

 業務の適切な執行を点検するた

めに、監査室を設置し、自主的な内

部監査機能を充実させる。 

  

Ⅲ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

公的研究費等の不正使用の防止に関する管理体制について、諸規

則等の整備状況、旅費・謝金等の会計処理及び納品検査体制を監査

し、被監査部局に対して検討課題を提示した。 

毎事業年度の期末監査とは別に、第１期中期目標期間(平成 19 年

度まで)において実施した監事監査・内部監査の結果を踏まえ、被監

査部局の対処方策、改善策の進捗状況を追跡調査した。 

  



島根大学 

10 

【１４６】 

○ 監査の実効を高めるため、第１

期中期目標期間における監査結

果に対する措置状況を取りまと

める。 

 

Ⅲ 

（平成 21年度の実施状況） 

第１期中期目標期間において提示した監査結果に対して、被監査

部局の対処方策、改善策の進捗状況を引続き追跡調査し、報告書を

作成した。対応措置の改善が長期化している事項については、新た

に検討課題を提示するとともに、今後も継続して措置状況を検証し

ていく。 

 

【１４７】 

 平成１６年度末までに企画室を

設置し、戦略的・全学的企画機能を

充実させる。 

  

Ⅳ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

「島根大学憲章を推進するためのアクションプラン」を具体化する

ための実施計画(ロードマップ)を策定した。 

 この実施計画の検討にあたり、総合企画室において問題提起を行

うとともに、取り組むべき課題についての提案を行い、大学憲章を

軸とした機動的な運営の推進を図った。 

  

【１４７】 

(20年度に実施済みのため、21年度

は計画なし) 

 （平成 21年度の実施状況） 

 

 

【１４８】 

 執行体制の明確化と効率的・機能

的運営能力の向上のために、従来の

委員会方式から、全学的視野に立っ

て計画・実施に責任を負うセンター

方式に計画的に移行させ、理事の業

務分掌による執行責任体制を確立

する｡ 

 

  

Ⅲ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

 

  

【１４８】 

(18年度に実施済みのため、21年度

は年度計画なし) 

 （平成 21年度の実施状況） 

 

 

【１４９】 

 大学構成員のすべての力量を法

人の運営に活かすために、必要に応

じて、教員と事務職員等が一体とな

って委員会を構成する等、計画立

案・執行に参画する場を広げる。 

  

Ⅳ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

教員と事務職員で構成する検討部会等において、教職員の意識改

革、ＳＤ活動の推進、職員研修の強化を柱としたアクションプラン

実施計画書を策定した。 

  

【１４９】 

○ 事務職員の能力開発を積極的

に推進し、教員と事務職員が一体

となって計画立案・執行に参画す

る場を引き続き広げる。 

 

Ⅳ 

（平成 21年度の実施状況） 

ＳＤ活動の推進に重点を置き、特に、コミュニケーション能力の

向上等を目的に、管理職員（課長級：受講者 22 名）、リーダー職員

（補佐級：受講者 21名）、サブ・リーダー職員（専門職員、係長級：

受講者 20 名）及び中堅職員（受講者 20 名）に対し、職階別にそれ

ぞれの学内研修を新たに実施した。 
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また、企業会計の原則に基づいた国立大学法人会計の制度を踏ま

え、企業会計に関する知識及び法人特有の会計処理を習得し、会計

業務に関する資質のさらなる向上等を目的に、公認会計士を講師に

迎え、企業会計・国立大学法人会計研修を開催し、70名が受講した。 

【１５０】 

 学内環境整備、図書館業務、福利

厚生施設の運営等に、学生が参画で

きる制度を整備する。 

  

Ⅳ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

従来からの図書館業務、福利厚生施設の運営等への参画のほかに、

入学時から卒業時までの学生生活を支援する「学生サポートスタッ

フ制度」を活用して、これにスタッフ登録した学生による新入生に

対する学生生活上の相談・アドバイス、入学式の案内・新入生オリ

エンテーションのサポート及び履修登録の指導・相談等の大学事業

への参画を図った。 

  

【１５０】 

○ 新入生等に対する大学生活支

援活動を、学生支援ＧＰの実施に

伴い組織した「学生サポートスタ

ッフ」により実施する。 

 

Ⅲ 

（平成 21年度の実施状況） 

「学生サポートスタッフ制度」により、登録した学生が、本学の

指導の下、新入生に対する入学前相談、履修登録の指導・アドバイ

ス等のサポートを行った。また、卒業式、入学式、新入生オリエン

テーションにおいても職員の業務を支援した。 

その他、学生の健康管理システムの機能改善に資するため、モニ

ターとして協力するなど、延べ 100 名以上の学生が本学の運営等に

参画しており、この制度が学生の自主的な活動を促す仕組みとして

機能している。 

 

【１５１】 

 法人の中長期的な経営戦略や中

期目標・計画の遂行のために、学長

のリーダーシップのもとで、評価を

ふまえた学内資源の有効活用を行

う。 

  

Ⅲ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

評価(競争的)配分経費について、引き続き教育、研究に係る評価

項目についてその活動実績に評価係数を乗じてポイント化し、各部

局への予算配分を行った。 

平成 19年度に別枠として設けた、学長の裁量において直接執行可

能な経費枠(学長裁量経費)について、資金運用益に相当する額をこ

の経費枠に充て、対前年度比で２千万円を増額した。 

  

【１５１】 

○ 「島根大学における大学評価に

関する基本方針」を踏まえ、引き

続き評価結果に基づき予算配分

を行う。 

 

Ⅲ 

（平成 21年度の実施状況） 

「評価（競争的）配分経費」について、引き続き教育、研究に係

る評価項目についてその活動実績に評価係数を乗じてポイント化

し、各部局への予算配分を行った。 

女性教員及び外国人教員の比率を高めるために、平成 22年度から

在職率、採用率に基づくインセンティブを各部局へ新たに付与する

よう、評価係数を見直した予算を編成した。 

組織の見直しに向けた取組みに対して所要の措置を行うため、平
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成 22年度から学長の裁量において直接執行が可能な「大学運営改善

経費」を設けることとした。 

【１５２】 

 予算配分については、全体の基盤

となる教育・研究を対象とした「基

盤的配分」に加えて、評価システム

に基づく「評価（競争的）配分」及

び教育・研究・社会貢献等の計画的

な育成のための「政策的配分」を行

う。 

  

Ⅲ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

学長のリーダーシップの下、長期的視点に立った戦略的な資源配

分及び社会的ニーズの変化等に機動的に対応する経費として「政策

的配分経費」の配分を行った。本経費のうち「社会・国際連携推進

経費」については、地域貢献、国際交流の重要性に鑑み、その取組

の一層の促進を図るため対前年度比で５百万円を増額した。 

「評価（競争的）配分経費」については、年度計画【１５１】の

『判断理由（計画の実施状況等）』を参照。 

  

【１５２】 

○ 引き続き評価に基づく「評価

（競争的）経費」及び「政策的経

費」の配分を行う。 

 

Ⅲ 

（平成 21年度の実施状況） 

学長のリーダーシップの下、長期的視点に立った戦略的な資源配

分及び社会的ニーズの変化等に機動的に対応する経費として「政策

的配分経費」の配分を行った。配分に当っては、既定経費の見直し

や目的積立金の活用により前年度同額を確保した。 

「評価（競争的）配分経費」については、年度計画【１５１】の

『判断理由（計画の実施状況等）』を参照。 

 

【１５３】 

 全学的人件費枠を使って、教育・

研究の活性化のために人的資源の

流動化を進める。 

  

Ⅳ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

 

  

【１５３】 

(18年度に実施済みのため、21年度

は年度計画なし) 

 （平成 21年度の実施状況） 
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【１５４】 

 平成１７年度末までに、学部の意

思決定の迅速化を図るための組織

（代議制［教員会議］（仮称）・企画 

委員会・副学部長の設置等）及び実

施方法について検討を行い、可能な 

ところから実行する。 

 

  

Ⅳ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

 

  

【１５４】 

(18年度に実施済みのため、21年度

は年度計画なし) 

 （平成 21年度の実施状況） 

 

 

 ウェイト小計   
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(１) 業務運営の改善及び効率化 

② 教育研究組織の見直しに関する目標 

 

中
期
目
標 

① 組織の改組転換を含め、教育機能、研究機能を再検討し、教育研究の進展や社会的要請に柔軟に対応する。 

 

中期計画 平成 21年度計画 

進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

ｳｪｲﾄ 

中

期 

年

度 

中

期 

年

度 

【１５５】 

 平成１６年度に設置された山陰

地域に根ざす法律家を養成するた

めの法科大学院を定着させ、平成１

９年度にその再点検を行い充実を

図る。また、平成１６年度に改組し

た法文学部及び大学院人文社会科

学研究科をそれぞれ平成２０年度

及び平成１８年度に再点検し、これ

らの一層の充実を図る。 

  

Ⅳ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

（法務研究科） 

法務研究科は、作成した自己点検・評価報告書を認証評価機関に

提出し、認証評価を受審し、平成 21年３月に専門職大学院として適

合の評価を受けた。 

  

【１５５】 

（法務研究科） 

○ 認証評価結果に対応する改善

を行うとともに、山陰地域の法

曹養成機関としての役割を果た

すため、他地域法科大学院との

連携協議を行う。 

 

Ⅳ 

（平成 21年度の実施状況） 

（法務研究科） 

法務研究科では、前年度に受審した法科大学院認証評価の結果を

踏まえ、特に教育改善に資するため、新たにアカデミック・アドバ

イザー制度を創設し、島根、鳥取両県の地元弁護士の協力を得て 13

名のアドバイザーを登録し、授業、自主勉強会、学習・進路等に関

する学生相談を開始した。また、地域の実情を反映しつつ、法曹養

成教育をより効果的、体系的に推進するため「法曹養成教育研究会」

を設立した。 

中四国地域の法科大学院（岡山・香川）との間で相互に授業参観

を実施して、授業方法、カリキュラム、教材作成等の改善に取り組

むとともに、３大学共同で授業内容の改善に向けたシンポジウムを

開催した。その取組・成果等を遠隔講義システムを活用する授業（平

成 22年度後期開講予定）に反映させることとした。 
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Ⅲ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

（法文学部） 

人文社会科学研究科では、研究科担当教員の再審査及び修士論文

発表会を実施するとともに、法経専攻で推薦入試を、また、言語社

会文化専攻の言語文化コース及び社会文化コースでは入試方法を見

直した（平成 21年度から実施）。さらに、「山陰地域プロジェクト演

習」を制度化し、講義科目の充実を図った。 

法文学部では、社会文化学科福祉社会コースの教員を１名増員及

び社会福祉士国家試験指定科目の改訂に伴うカリキュラムを大幅に

改訂した。また、学生アンケート結果や中教審答申（「学士課程教育

の構築に向けて」）を踏まえ、改組後の総括及び次期中期目標・中期

計画の検討を開始した。 

  

（法文学部） 

○ 人文社会科学研究科では、引

き続き、修論発表会の充実を図

るなど平成 16年度以降の制度改

革の実体化を推進するととも

に、優れた学生を安定的に確保

するために、入試方法を検討す

る。 

○ 法文学部では、社会福祉士制

度の改正に伴って、社会文化学

科福祉社会コースのカリキュラ

ムを改正し、実施する。また、

改組後の総括を進め、次期中期

目標・中期計画の検討を開始す

る。 

 

Ⅲ 

（平成 21年度の実施状況） 

（法文学部） 

○ 人文社会科学研究科では、昨年度の総括に基づき、修士論文発

表会と教員の意見交換会を開催し、修士論文発表会の総括を行う

とともに、学生指導等についての意見交換を開催した。また、社

会文化コースにおいて卒業論文と口述試験による入試（一般入試

Ｂ）を設け、実施した。 

○ 法文学部では、改組後の総括に基づき次期中期目標・中期計画

案を策定した。また、社会文化学科社会福祉コースでは、社会福

祉士制度の改正に伴い、社会福祉士国家試験の受験資格基準に適

合するようソーシャルワーク論、保健医療サービス論等、計 32科

目に及ぶカリキュラムを改正し、平成 21年度から実施した。 
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【１５６】 

 教育学部は、山陰地域における唯

一の教員養成専門学部として、「１

０００時間教育体験学修」等を柱と

する斬新な教育課程を編成して、２

１世紀の教育改革を担う高度専門

職業人としての義務教育教員の養

成を行う。 

  

Ⅳ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

（教育学部） 

教育学部では、特色ＧＰを中核とした「教師力」育成プログラム

の改善・充実を図るとともに平成 20年度に採択された「教育ＧＰ」

事業に着手した。また、教師教育研究センターにおいて全学的な教

員養成のあり方について検討を開始した。 

教育学研究科では、改善計画に基づき大学院の組織・教育内容・

方法の整備・充実を行った。 

  

【１５６】 

（教育学部） 

○ 「特色ＧＰ」、「教育ＧＰ」

について、引き続き充実を図る。 

○ 全学的な観点から教員養成の

あり方について引き続き検討す

るとともに、実施される教員免

許更新講習の円滑な実施に努め

る。 

○ 大学院組織・教育内容・方法

に関する点検・評価を行い、引

き続き整備・改善を行う。 

 

Ⅲ 

（平成 21年度の実施状況） 

（教育学部） 

○ 教育学部では、「特色ＧＰ」事業の最終年度を迎え、学内資格認

定制度の充実、学部教育システム活用マニュアル(ワークブック)

の改訂、教育実習前の外部からの学生教育評価の継続実施、教育

成果を集約した総括フォーラムの開催等、実施計画に基づく事業

を展開するとともに、事業全体の総括的検証を行って、成果報告

書をとりまとめた。また、「教育ＧＰ」事業については、２年目を

迎え、環境寺子屋：環境・理科教育推進室の本格運用、理科好き

教員養成塾の開講、学内外との連携によるカリキュラムの構築等、

計画どおり実施した。 

○ 学部附属教師教育研究センターでは、全学の教職課程を改善す

るとともに、平成 22 年度入学生から新設される必修科目(教職実

践演習)の実施計画を策定した。また、平成 21 年度から本格実施

された「教員免許更新制度」に対応する更新講習を円滑に実施し

た。 

○ 大学院教育学研究科の「現職短期１年コース」の教育組織とし

て「現職教員支援センター」を立ち上げるとともに、現職教員学

生専用のスペースを確保する等、教育研究環境を整備した。 
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【１５７】 

 医学部は、医療人養成教育システ

ムの改革を図り、最先端医療・地域

医療・難病医療等に貢献する国際的

な研究拠点の構築を図るための教

育・研究組織の改組を推進する。 

  

Ⅳ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

（医学部） 

がんプロフェッショナル養成プランに参画している鳥取大学、広

島大学との間でコンソーシアム体制を確立し、３大学合同の国際シ

ンポジウム、連絡協議会、３大学のコーディネータ会議を開催した。 

医科学専攻博士課程に医理工連携プログラムを開設し、総合理工

学研究科と連携した授業科目を開設した。医科学専攻修士課程では、

医療従事者が抱える行政、法律、生活環境に係る諸問題をサポート

する専門のコーディネータ養成を目的とした「地域医療支援コーデ

ィネータ養成コース」を設置した。 

医学部附属病院に地域医療教育研修センターを開設し、地域医療

の活性化と地域に貢献できる医師を養成するため、県内病院の初期

臨床研修医の意見交換会、若手医師ステップアップ研修会、島根県

臨床研修指導医講習会を開催した。 

  

【１５７】 

（医学部） 

○ 平成 20年度に設置を決定した

大学院修士課程の「地域医療人

支援コーディネータ養成コー

ス」を平成 21年度から開設する。 

○ これと連動して、地域医療の

担い手となる総合医の育成を目

指す「地域総合医養成コース」

を大学院博士課程に設置するた

めの検討を行う。 

 

Ⅲ 

（平成 21年度の実施状況） 

（医学部） 

○ 医学系研究科の医科学専攻修士課程に平成 21年度から「地域医

療支援コーディネータ養成コース」を設け、県及び各市町村にお

いて地域の医師定着支援と地域で働く医師・看護師等の支援を業

務とする「地域医療支援コーディネータ」の育成を目指す教育を

開始した。 

○ 総合医の育成を目指す「地域総合医養成コース」の設置につい

ては、医学部内において検討を重ねてきたが、関連する日本家庭

医療学会、日本プライマリ・ケア学会及び日本総合診療医学会の

３学会が、平成 22年４月に統合し「日本プライマリ・ケア連合学

会」となることが承認された。この統合に伴って家庭医療専門医

（家庭医）の認定は、認定後期研修プログラムに引き継がれるこ

ととなったが、「総合医」に関しては、学会でもプログラムが確立

していない状況であるため、今後、新学会の動向を睨みながら、

引き続き検討を進めることとした。 
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【１５８】 

 総合理工学部及び生物資源科学

部は、学科・講座の設置理念・目標

を点検し、教育組織・研究組織のあ

り方を検討する。 

  

Ⅲ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

（総合理工学部） 

 各学科・分野で整備してきたＪＡＢＥＥ対応教育プログラムにつ

いて、それぞれの審査結果又は中間審査を踏まえ、教育の改善を図

った。なお、材料プロセス工学科は、外部評価等に基づいて教育プ

ログラムの改善を行い、ＪＡＢＥＥを受審した。 

  

【１５８】 

（総合理工学部） 

○ 各学科・分野で整備してきた

ＪＡＢＥＥ対応教育プログラム

について、ＪＡＢＥＥ審査の結

果を踏まえた点検・改善を実施

するとともに、物質科学科物理

分野及び化学分野は中間審査

を、数理・情報システム学科情

報分野は継続審査を受審する。 

 

Ⅲ 

（平成 21年度の実施状況） 

（総合理工学部） 

各学科・分野のＪＡＢＥＥ対応教育プログラムについて、ＪＡＢ

ＥＥ審査の結果を踏まえた点検・改善を実施した。具体的には、学

習・教育目標の再点検、カリキュラムの再編、教員間連絡ネットワ

ークの強化、教育開発センターと連携した初年次教育体制の強化、

授業公開制度・教育表彰制度のさらなる充実、授業改善計画書・改

善報告書の提出による授業改善の試み、面接基準・オリエンテーシ

ョンマニュアルの策定、入試形態（ＡＯ、推薦、前期、後期）別の

入学後の成績調査、等を行った。 

また、物質科学科物理分野及び化学分野ではＪＡＢＥＥ中間審査

を、数理・情報システム学科情報分野ではＪＡＢＥＥ継続審査をそ

れぞれ受審し、年度計画に沿ってＪＡＢＥＥ関係の事業を着実に実

施した。 

 

  

Ⅲ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

（生物資源科学部） 

生物資源科学研究科では、大学院教育の実質化を図る中で、研究

科の組織、教育内容、教育方法等について学部との整合性を検討し

た。特に、全教員、全学生参加による修論中間発表を実施すること

により、各修論研究の軌跡や研究間の相関を明らかにし、専攻内外

および専攻‐学部間の教育、研究の整合性を検討するために必要な

基礎データとして研究科全体で共有した。 

附属生物資源教育研究センターの中長期計画に関しては、その第

一次案を作成した。 
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 （生物資源科学部） 

○ 生物資源科学研究科改組完成

年度にあたり、組織、教育内容、

教育方法等の設置理念について

学部との整合性を再検証する。

また、附属生物資源教育研究セ

ンターにおける教育・研究及び

事業のあり方についての中長期

的な計画を策定する。 

  

Ⅲ 

（平成 21年度の実施状況） 

（生物資源科学部） 

学部と大学院との整合性を検証するため、学部教員と大学院生へ

アンケートを実施し、学科と専攻との目的・目標、修士までの６年

間の一貫教育等に関する課題について検証を行った。これに基づき、

学部改組を含む将来構想を検討するため、学部改組・再編検討委員

会を立ち上げた。同委員会は、学内外のニーズを反映した学部個性

の明確化を目指し、平成 22年度前期を目途に原案を取りまとめるこ

ととした。 

また、附属生物資源教育研究センターでは、同センターの設立理

念をより具体化するため、既設３部門の連携を図る専門部署を新た

に設立し、その機能を充実・発展させる中長期計画を策定した。 

  

【１５９】 

 各種センターについては、法人へ

の移行期から「外国語教育センタ

ー」をスタートさせるのをはじめと

して、「大学教育開発センター」、「国

際交流センター」、「企画室」、「評価

室」、「入試センター」、「就職支援セ

ンター」、「産学連携・支援センター」

等を順次設置する。各センターの主

な機能は以下のとおり。 

【１５９】 
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・「外国語教育センター」；学生の外

国語運用能力向上のための教育プ

ログラムの開発実施、外国語教育に

関する学部間の調整、外国語教育を

通した地域貢献・国際貢献等 

  

Ⅳ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

外国語教育センター(平成 16年４月設置) 

現代的ニーズに応える外国語教育を推進するため、各学部の要望

調査に基づき、２年次前期の英語カリキュラムを改正し、専門教育

と有機的関係をもつ文系及び理系のアカデミックリーディングＡ、

Ｂを導入した。 

「島根大学憲章を推進するためのアクションプラン」に盛り込ま

れた外国語教育の課題に関し、「英語教育の高度化の推進」を最優先

課題のひとつとして位置づけ、そのアクションプラン実施計画書を

策定した。 

さらに、英語教育については、習熟度別コース制の採用、専門教

育との有機的な関連をもつカリキュラムの設定、上級者を対象とし

た高度英語教育プログラムの設定を含む英語教育改革案の骨子を策

定し、これに基づき、外国語教育の充実・高度化を第二期中期目標・

中期計画に盛り込み、実施することとした。なお、外国語教育の改

革案を策定するにあたっては、他大学(国立大学４、私立大学５)へ

の訪問調査を実施した。 

  

（外国語教育センター） 

○ センター長のリーダーシップ

のもと、第２期中期目標・中期

計画を視野に入れながら、特に、

平成 20年度に答申した「英語教

育高度化の推進」のためのアク

ションプランについて、新しい

カリキュラムの策定等、各項目

の具体的な検討を行う。 

 

Ⅳ 

（平成 21年度の実施状況） 

アクションプランの具体的な実現に向けて、外国語教育センター

が責任母体となる教養養育における英語教育改革に取り組み、さら

に「学生に優しい(student-friendly)カリキュラム」の構築を行い、

平成 22年度から実施する新英語教育プログラムを策定した。 

新英語教育プログラムでは、①従来の習熟度別クラス編成を発展

させ、新たに習熟度別コース制とし、コースごとに異なる教育内容

を提供し、習熟度に応じて、より学びやすい教育環境を作る。②共

通科目として、１年次後期にレベル別の e-learning を導入し、学生

が主体的に英語を学ぶ姿勢も育成する。③対面授業では、メニュー

方式を採用し、学生の興味関心に沿って選択できる授業を提供する、

等々の工夫を行った。 

その他、今後、アクションプランに沿って「英語教育の高度化の

推進」を行っていく上で必要な「高度英語教育プログラム」の検討

を開始した。 
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・「大学教育開発センター」；ファカ

ルティ・ディベロップメント（ＦＤ）

の計画・実施、教育の成果・効果の

検証及び全学の共通教育の企画・調

整等 

  

Ⅳ 

 

 

（平成 20年度の実施状況概略） 

教育開発センター(平成 16年 12月設置) 

新たに学生主体の「We cam プロジェクト」企画による学生参加型

ＦＤの開催、また、「初年次教育相互研修会 2008」の開催や「島根大

学初年次教育プログラム・ガイドライン」の策定を経て、平成 21年

度から全学部・学科等における初年次教育の一斉展開、「山陰地区Ｆ

Ｄ連絡協議会」の立ち上げなど、ＦＤ等に関する事業の企画・実施

に取り組んだ。 

教育の成果・効果の検証では、卒業時・修了時における「島根大

学の教育成果の検証に関する調査」、2003－2007年度卒業生調査結果

について新たに「学士課程ダイジェスト版」を作成・公表し、教育

成果と課題に関する検証情報の共有に努め、「新たな社会的ニーズに

対応した学生支援プログラム」（学生支援ＧＰ）の本格実施１年目を

終えるに当たって、正課外の自主的活動の評価と教育効果の向上と

の関連に注目した2008年度１年生に対する教育の質向上に関するア

ンケート調査を実施した。 

その他、現代的教育課題等に対応した科目群の編成と再編による

教養教育等の改善・充実を図るとともに、島根大学初年次教育プロ

グラム・ガイドラインや島根大学ＦＤポリシーの制定など、教育に

関する制度の整備を進めた。 

  

（教育開発センター） 

○ センターを中心に部局等との

連携を強化し、大学教育の企

画・実施・評価、ファカルティ・

ディベロップメント(ＦＤ)の計

画・実施、教育の成果・効果の

検証・評価等を引き続き推進す

る。 

○ 教育の質保証システムの体系

的構築に向けた取り組みを開始

する。 

 

Ⅳ 

（平成 21年度の実施状況） 

○ 卒業生・在学生の教育満足度調査や授業評価アンケート等の分

析結果を各部局に提供し、ＦＤ活動に反映させた。また、ＦＤ活

動や教育改善への新たな試みを活発化させるため、学内の学士課

程及び大学院課程における優れた取組みを選定して重点的な支援

を行う学内ＧＰ制度「島大ＧＰ」を創設した。 

○ 山陰地域における教育の質保証及び質向上を図ることを目的

に、本学及び島根県立大学とで山陰地区ＦＤ連絡協議会を設立し、

両大学の共同事業としてＦＤ合同研修会を開催した。 

また、地域の人材育成の拠点としての役割を果たすうえで、高

等教育機関として必要な情報の共有や公開を行うため、「島根県の

高等教育の未来を考える」と題するシンポジウム「大学教育合同

フォーラム in島根 2009」を開催し、基調講演、本学及び島根県立

大学におけるＧＰ等先進事例の報告、パネルディスカッション、

フロアディスカッションを行った。 
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その他、先輩学生が１年生をサポートする「メンター制度」の

導入に向けて、コーディネート、メンターの組織化及び試行運用

等の支援を行った。 

・「国際交流センター」；国際学術交

流に関する事業の企画・推進と留学

生受入・支援・派遣体制の整備等 

  

Ⅲ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

国際交流センター（平成 18年４月設置） 

「島根大学国際交流戦略」に基づき、本学の国際交流の重点分野

として「人材育成」、「環境」、「ナノテク」を選定し、各分野のプロ

ジェクトに関する体制を整え、さらにそれぞれのプロジェクト推進

にあたっての重点協定校群の候補を絞った。 

島根大学アクションプランの一つとして国際交流戦略に基づく

「アジアをはじめとする諸外国との交流の推進」の実施プランを作

成したほか、在籍留学生と学内外の関係者が相互理解と国際交流の

深化を目的とした「島根大学留学生交流会」の開催、留学生確保や

共同研究の更なる推進の拠点作りのため、インドネシアに帰国した

留学生の同窓会設立などの事業を実施した。 

また、海外派遣留学の促進を図るため、留学説明会の開催や島根

大学留学生後援会からの奨学金支給の予算措置を行った。 

  

（国際交流センター） 

○ 「国際交流戦略」に基づいた

諸活動を引き続き推進する。 

 

Ⅲ  

（平成 21年度の実施状況） 

平成 20年度に重点領域として選定した分野ごとに、重点プロジェ

クトを立上げ、以下のとおり具体的な教育研究活動を開始した。 

・人材育成分野 :「国際的視野に立った教師育成」 

「国際連携に基づく地域医療人の育成」 

「英語による地球教育」 

 ・環境分野 :  「廃棄物処理」 

「水管理・水質浄化・土壌汚染」 

「アジアにおける保健衛生」 

 ・ナノテク分野 :「酸化亜鉛プロジェクト」 

「ハイドロジェルプロジェクト」 

「新規材料開発プロジェクト」 

また、「アジアをはじめとする諸外国との交流の推進」の実施プラ

ンに基づき、平成 20年度までの取組みに加え、新たに以下の事業を

実施した。 

・留学生数の受入増に向けて、米国の協定校（２校）において本
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学への留学オリエンテーションを実施。 

・「日本留学フェア（ベトナム）」が、ハノイ市、ホーチミン市で

開催され、これに参加して両市で経済学、工学、日本語・日本

文化等の分野への進学相談を実施。 

・学生の語学力向上と国際情勢への理解を深めたるため、総合演

習において「今の日本の力」の講義を実施。 

・「企画室」；中期目標・計画、年次

計画の全学調整、法人運営に関する

重要事項の調査・研究・企画、大学

改革の推進等 

  

Ⅳ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

総合企画室（平成 16年 10月設置） 

年度計画【１４７】の『判断理由（計画の実施状況等）』を参照。 

  

（総合企画室） 

○ 大学の運営に係る戦略的取組

みを推進するため、全学的な企

画・立案を行う。 

 

Ⅲ 

（平成 21年度の実施状況） 

学長からの諮問に基づき、広報・広聴委員会と総合企画室の下に

合同ワーキンググループを設置して、これまでの広報の効果、広報

媒体等の現状について全学的な見地での検証を行い、今後の広報・

広聴活動案を取りまとめた。 

 

・「評価室」；大学評価にかかる情報

収集、評価システムの開発、分析評

価、評価の活用に対するサポート等 

  

Ⅲ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

評価室（平成 16年 10月設置） 

教員の活動データの入力及び組織データの収集を引き続き実施

し、収集したデータを活用して評価結果のグラフ化による経年比較

を行うほか、大学評価評議会において教員個人評価結果を総括した。 

教員情報入力データベースへの入力をこれまで３回実施してきた

ことを踏まえ、システムの検証・改善を重ねてきたが、さらに改善

要求への迅速かつ的確な対応を図るため、入力項目を精選し、教員

が行う入力の負担軽減が可能なシステムへ更新することとした。 

  

（評価室） 

○ 蓄積した教員の活動データ及

び大学情報基礎データ(組織デ

ータ)を自己点検・評価に活用し

やすくするため、大学評価情報

データベースシステムの改善を

行う。 

 

Ⅲ 

（平成 21年度の実施状況） 

大学評価情報データベースシステムへの入力項目を精選した新シ

ステムに更新した。導入に伴って旧システムからのデータの移行及

び施行テストを実施した。 

システムの改善点については、年度計画【１９５】の『判断理由

（計画の実施状況等）』を参照。 
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・「入試センター」；入学試験の企画、

広報、実施、評価、改善等 

  

Ⅲ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

入試センター（平成 16年 12月設置） 

入試の企画、広報、実施、評価・改善等について、下記のとおり

取り組んだ。その結果、オープンキャンパスの参加者は 1,453名(昨

年度 1,149名)になり、また、学部入試における志願者総数も 5,801

名(昨年度 4,988名)になるなど、ともに増加となった。 

(1)高校訪問の実施（34校） 

(2)進学講話の実施（26校） 

(3)他大学と連携した入試説明会（大阪・岡山・高松・名古屋）及び

推薦入試説明会（松江・岡山・出雲・鳥取・米子） 

(4)入試関連説明会・相談会への参加（28回） 

(5)学生の力を活かした入試広報（オープンキャンパス企画、ＤＶＤ

制作） 

(6)入試広報宣伝媒体の活用（ホームページの制作と運用） 

(7)入試改善・入試広報に関する情報収集と提供（「入試データブッ

ク」、入試研修会、学部への助言 

(8)入学者選抜方法の改善（推薦入試合格者対象意識調査及び入学前

セミナーの実施） 

(9)高大接続事業（フォーラムの実施、「高大接続研究第１集」発行） 

  

（入試センター） 

○ 平成 21 年度事業計画に基づ

き、入学試験の企画、広報、実

施、評価・改善に関するセンタ

ー機能を充実させる。 

○ 教育開発センター、外国語教

育センターと連携し、入試から

大学初年次教育までを見通した

高大接続教育に着手する。 

○ 入試情報・データを調査・分

析・評価し、入試の改善に取り

組む。 

 

Ⅲ 

（平成 21年度の実施状況） 

○ 全学部の入試改善や入試広報について専門的見地から、志願者

の得点状況や出身高校分析などの検証を行い、入試広報活動の重

点化や選抜方法の改善などについて学部との連携を強化した。 

○ 入学前指導・教育の体制を構築し、ＡＯ入試・推薦入試Ⅰの合

格者に対して「入学前セミナー」を開催し、合格者の 94％にあた

る 181 人を対象に、入学までの学習のあり方等を２日間の日程で

指導した。また、高大接続フォーラムを開催し、本学の初年次教

育の取組みを紹介するとともに、高校時代の学習態度と大学入学

後の学習成果や進学満足度との関連性について高等学校関係者と

意見交換を行った。 

○ 入試データブックの作成・活用及び入試情報等研修会の開催に

より入試動向の把握と分析を行った。その結果、多様な選抜方法

の導入によって優秀な学生の獲得に向けた事案に着手し、教育学

部においてはＡＯ入試を導入することとなった。 
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・「就職支援センター」；就職の開拓、

就職相談、就職教育の企画･実施、

就職情報の整理･活用等 

  

Ⅲ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

キャリアセンター（平成 17年 10月設置） 

 新設の学生支援センター(平成 21年４月オープン)内への「キャリ

アカフェ」設置に伴い、相談コーナー、閲覧コーナー設置・充実に

よる施設環境の改善・整備を図った。 

就職ガイダンス、合同会社説明会、キャリアガイダンス等の開催

回数を増やし、併せて一斉メール配信システムを活用し告知の改善

を図った結果、就職ガイダンス参加者は昨年の 50％増となった。ま

た、就職相談も昨年を上回る学生の来談数（延べ約 700 人）となっ

た。 

  

（キャリアセンター） 

○ 新設する学生支援センター内

への移設に伴って「キャリアカ

フェ」を設ける等、学生の就職

支援環境を整備する。 

○ 各学部と連携し、求人企業の

開拓、求人・就職状況の迅速な

情報収集・提供に取り組む。 

○ キャリアガイダンス、就職ガ

イダンス、キャリア教育の企

画・実施、及び就職相談を充実

させる。 

 

Ⅲ 

（平成 21年度の実施状況） 

○ 平成 21年 4月から学生支援センター内に「就職情報相談コーナ

ー（キャリアカフェ）」を設置し、就職相談を含む就職支援の拠点

とした。就職相談は、週４日「相談員」により実施してきたが、

よりきめ細やかな支援をするため、５月から毎日相談に応じるよ

うに改善し、延べ 725人の相談に対応した。 

○ 各学部兼任教員とキャリアセンターとの定例会（毎月）の開催、

各学部就職委員会への出席及び各学部就職委員長・委員に新たな

求人情報をメール配信するなど、学生に必要な情報の収集と共有

する体制を整備した。 

○ キャリア教育では、教養科目に「人と職業：履修者 230人」、「キ

ャリアデザイン：履修者 92人」を開講した。キャリアガイダンス

は、学部１・２年生を対象として実施しているが、低年次からの

インターンシップへの動機付けの観点から、キャリアガイダンス

の中で説明会を行い、インターンシップへの参加率の向上を図っ

た。 

また、就職ガイダンスの一環である合同会社説明会では、企業

の申込み、学生のエントリー等のシステム化を図り、参加企業及

び学生への利便性を向上させるとともに、事務処理の効率化を図

った。 
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・「産学連携・支援センター」；産学

連携活動支援、リエゾン機能強化、

知的財産創出・管理・活用等 

  

Ⅲ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

産学連携センター（平成 16年 10月設置） 

新技術説明会開催プロジェクトを企画立案し、「山陰（鳥取・島根）

発新技術説明会」、「山陰発技術シーズ発表会 in島根」を開催した。 

山陰合同銀行との連携企画「ビジネスサイエンスサロン」を企画

運営するとともに、財団法人しまね産業振興財団とも連携し、「産学

官情報交換会」を開催した。 

産学連携センターの活動協議会及び各部門の運営委員会におい

て、社会的要請への柔軟な対応ができているか検証し、それを踏ま

え、知財教育を含めた大学院でのＭＯＴ教育、ＭＯＴセミナー実施

による啓発活動、地域社会との連携事業としての新技術説明会開催

など、各種リエゾン活動や知財活動に連携して取り組んだ。 

  

（産学連携センター） 

○ 産学連携センターに整備した

連携企画推進部門のリエゾン機

能を活用し引き続き共同研究を

推進するとともに、知的財産の

創出を図る。 

 

Ⅲ 

（平成 21年度の実施状況） 

平成 20 年度に引き続き、「山陰（鳥取・島根）発新技術説明会」、

「山陰発技術シーズ発表会 in島根」、「ビジネスサイエンスサロン」、

「産学官情報交換会」を通じて、本学の研究成果、活用・実用化が

期待される技術シーズを紹介した。 

「産学官連携推進会議（会場:国立京都国際会館）」に産学連携セ

ンターとプロジェクト研究推進機構が出展し、ＺｎＯのナノ材料や

水質浄化技術を中心とした研究成果や産学連携活動を紹介した。ま

た、「出雲産業見本市 2009（会場:出雲ドーム）」に出展し、地元産業

界に新しい医療技術などの研究シーズを紹介した。 

産学連携センターの４部門がそれぞれの産学連携の観点からセミ

ナーを企画し、「研究者向け医薬・バイオ分野特許セミナー」及び「新

製品新技術開発セミナー/製造業における新製品・新技術開発の心構

え」を開催した。 

 

【１６０】 

 センター方式に移行するまでの

間は、当該業務担当の副学長の責任

を明確にした上で、関係する既存の

委員会で上記機能を担うこととし、

学内合意と創意工夫により条件が

整ったところから速やかにセンタ

ーへ移行する。 

  

Ⅲ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

 

  

【１６０】 

(18年度に実施済みのため、21年度

は年度計画なし) 

 （平成 21年度の実施状況） 
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 ウェイト小計   
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中期計画 平成 21年度計画 

進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

ｳｪｲﾄ 

中

期 

年

度 

中

期 

年

度 

【１６１】 

 「評価室」は、教員の教育、研究、

社会貢献、国際貢献、管理運営等に

おける諸活動を考慮し、多面的に評

価するための評価基準を策定する。 

 

  

Ⅲ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

試行実施及び本実施の結果を踏まえ、一部改正した評価基準骨子

を「教員個人評価基準」として成文化するとともに、学部長等及び

センター等の長の評価基準についても「学部長等の評価基準」及び

「センター等の長の評価基準」としてそれぞれ成文化した。 

 また、「毎年度」に加え「３年ごとの評価」の実施を規定していた

教員個人評価に関する規則についても、給与への反映の問題及び２

種類の評価実施に伴う教員の負担増を考慮して、当該規定を評価対

象年度１年間の実績では客観的な評価が困難な場合に限って適用す

る規則に改正した。 

 

 

 

 

【１６１】 

(20年度に実施済みのため、21年度

は年度計画なし) 

 （平成 21年度の実施状況）  

【１６２】 

 教育・研究活動の活性化を図るた

め、全学的に運用できる人件費枠を

確保し、流動化を促進させる。 

  

Ⅳ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

 

  

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(１) 業務運営の改善及び効率化 

③ 人事の適正化に関する目標 

中
期
目
標 

① 教員の活動に対する一元的に管理された多面的評価システムを構築する。 

② 教育研究を一層活性化させるために、教員の流動性を向上させるとともに、有能で多様な人材の登用を推進する。 

③ 事務職員の専門性等の向上のため、必要な研修機会を確保するとともに、他大学等との人事交流に配慮する。 

④ 教職員の処遇に本人の業績を適切に反映させる。 

⑤ 教職員の人権意識、職場倫理及び社会的信頼をより一層向上させる。 

⑥ 教職員が働く環境を改善する。 



島根大学 

29 

 【１６２】 

(18年度に実施済みのため、21年度

は年度計画なし) 

  （平成 21年度の実施状況）   

【１６３】 

 教員採用は公募によることを原則

とする。公募は可能な限り外国へも

行う基準を確立する。 

  

Ⅳ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

 

  

【１６３】 

(19年度に実施済みのため、21年度

は年度計画なし) 

 （平成 21年度の実施状況）  

【１６４】 

 特定の専門的職能が求められる分

野においては、公募に限定すること

なく、最良の人材が得られる方策を

講じる。 

  

Ⅳ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

 

  

【１６４】 

(18年度に実施済みのため、21年度

は年度計画なし) 

 （平成 21年度の実施状況）  

【１６５】 

 選考基準・選考結果の公開を進め

る。 

  

Ⅳ 

 （平成 20年度の実施状況概略）   

【１６５】 

(19年度に実施済みのため、21年度

は年度計画なし) 

 （平成 21年度の実施状況）  



島根大学 

30 

【１６６】 

 教育研究を活性化させるために、

大学全体として、任期付き任用制度

の導入を検討する。 

  

Ⅲ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

「国立大学法人島根大学教育職員の任期に関する規程」を一部改正

し、任期制の適用範囲をプロジェクト研究推進機構の特定研究部門

だけでなく、全部門に拡大し、さらに男女共同参画推進室を加えた。 

  

【１６６】 

(20年度に実施済みのため、21年度

は年度計画なし) 

 （平成 21年度の実施状況）  

【１６７】 

適正な能力評価をふまえて、教員

総数に占める女性や外国人教員の比

率を法人化以前よりも高める。 

  

Ⅲ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

専任講師を配置した男女共同参画推進室を設置し、既に活動して

いた医学部女性スタッフ支援室と連携して、女性研究者支援対策と

しての女性研究者支援員制度を構築し、研究支援員、女性支援カウ

ンセラーを配置し、相談業務を開始する等の取り組みを行った。 

外国人教員、女性教員等の比率を高める方策として、インセンテ

ィブを付与する仕組みについて検討を行った。 

  

【１６７】 

○ 女性研究者、外国人教員の比率

を高めるために、採用部局に対し

人件費等についてインセンティ

ブを付与し、受け入れやすい制度

を構築する。 

 

Ⅳ 

（平成 21年度の実施状況） 

女性教員及び外国人教員の比率を高めるために、「評価（競争的）

配分経費」において、前年度の採用実績等（女性教員及び外国人教

員の増員の状況）をその配分に反映することとした。 

「評価（競争的）配分経費」については、年度計画【１５１】の

『判断理由（計画の実施状況等）』を参照。 

 女性研究者が学外でも研究活動の一部を行うことができるよう、

大学の研究室と同じ環境で利用できるモバイルＰＣを貸与する制度

（両立支援のためのＰＣ端末等貸与制度）の構築に向けて学内モニ

ターを募り、試行実験を行った。 

女性研究者の研究の補助業務を研究支援員が担う「研究支援員制

度」では、利用者の意見を受け、文系の研究者の申請も可能にした。

研究支援員の配置数は、平成 20 年度の延べ６人から 13 人に倍増し

た。その他、子育て支援に関する全学アンケート調査を実施し、こ

れを踏まえ、「派遣型病後児保育サポートシステム」を構築した。 

「派遣型病後児保育サポートシステム」については、年度計画【１

７６】の『判断理由（計画の実施状況等）』を参照。 

○女性教員比率の推移 

 法人化前      （16.03.31現在） 74人／696人 10.6％ 

 平成 20年度末（21.03.01現在） 89人／696人 12.8％ 
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 平成 21年度末（22.03.01現在） 95人／697人 13.6％ 

○外国人教員比率の推移 

 法人化前    （16.03.31現在） 6人／696人  0.9％ 

 平成 20年度末（21.03.01現在）  7人／696人  1.0％ 

 平成 21年度末（22.03.01現在）  9人／697人  1.3％ 

【１６８】 

 職員のコスト意識の涵養と企画・

財務・労務管理・経営能力養成のた

め、定期的に財務会計業務、人事労

務管理業務等に関する専門的な研修

を実施する。 

  

Ⅲ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

学外の組織で実施している専門性の高い研修に積極的に派遣し、

受講させた。平成 20年度の専門的研修の受講状況は次のとおり。 

[学生関係] メンタルヘルス研究協議会 外 11件 

[企画・経営関係] 知的財産戦略セミナー著作権講座 外２件 

[国際交流関係] 英語能力の向上・国際関連業務研修(夏期カナダ研

修、春期アメリカ研修) 

[図書情報関係] ILLシステム地域講習会 外５件 

[病院マネジメント系] 国公私立大学附属病院リスクマネージャー

研修 外 10件 

[専門技術系] 衛生管理者免許試験受験準備講習会 外６件 

[その他] OHSAS18001労働安全衛生審査員研修コース 外６件 

  

【１６８】 

○ 職員の専門性の向上のため、引

き続き業務体系別の専門性の高

い研修に派遣し、受講させる。 

 

Ⅲ 

（平成 21年度の実施状況） 

学外の組織で実施している専門性の高い研修に積極的に派遣し、

受講させた。平成 21年度の受講状況は以下のとおり。 

「学生関係」 就職・キャリア支援研修会 外４件 

「企画・経営関係」 戦略的思考力強化セミナー  外７件 

「国際交流関係」 留学生担当者研修会  外１件 

「図書情報関係」 情報リテラシー教育担当者研修会  外７件 

「病院マネジメント関係」 医療情報システム安全管理評価制度研

修会 外 15件 

「専門技術系」 エネルギー管理資質向上講習  外 13件 

「その他」 労働安全衛生審査員コース研修 13件 

財務会計業務に関する専門研修の実施については、年度計画【１

４９】の『判断理由（計画の実施状況等）』を参照。 
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【１６９】 

 学内異動人事との調整を図りつ

つ、他大学等との交流人事を定期的

に行う。 

  

Ⅲ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

島根地区における定期的・計画的人事交流を実施したことに加え、

日本学術振興会、放送大学学園、大学評価・学位授与機構との人事

交流を実施した。 

  

【１６９】 

○ 山陰地区、島根地区については

交流協定に基づきこれまでどお

り定期的・計画的人事交流を推進

する。また、交流の範囲を中国地

区内及びその他の地域まで広げ

た人事交流を計画的に推進する。 

○ 民間や地方公共団体との人事

交流について、検討する。 

 

Ⅲ 

（平成 21年度の実施状況） 

○ 島根地区における定期的・計画的人事交流を実施したことに加

え、日本学術振興会、政策研究大学院大学との人事交流を実施し

た。 

○ 地方公共団体の職員を受け入れることについて検討し、今後そ

の実施に向け体制を整えて行くこととした。 

 

【１７０】 

教職員の能力・業績評価を当該教

職員の処遇に適切に反映させるシス

テムを検討する。 

  

Ⅳ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

「大学教員以外の職員個人評価処遇反映のためのガイドライン」を

制定し、このガイドラインに沿って、一般職員、医療職員及び附属

学校教員について個人評価結果を給与等の処遇へ反映させた。 

  

【１７０】 

(20年度に実施済みのため、21年度

は年度計画なし) 

 （平成 21年度の実施状況） 

 

 

【１７１】 

 国際的に競争力のある多様な教員

構成を実現するために、年俸制等の

導入等、多様な給与体系を検討する。 

  

Ⅲ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

特定の分野に突出した能力や実績を有する人材の確保を目的とし

て、寄附講座等に所属する教員及び特定の教育研究に従事する教員

に年俸制を適用するための学内規程を整備した。 

  

【１７１】 

(20年度に実施済みのため、21年度

は年度計画なし) 

 （平成 21年度の実施状況） 
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【１７２】 

事務職員等については、専門的な

資格・能力の申告（申出）制による

人材開発を実施し、適切な処遇・配

置を行う。 

  

Ⅲ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

推薦制による学内登用試験制度を始めとする事務職員のキャリア

プラン（原案）を作成した。 

本学で雇用する有期雇用職員の中から有為な人材を常勤の事務職

員へ登用し、その有する能力をより一層有効に発揮させることを目

的とした「事務職員登用試験」制度を設け、第１回目の試験を実施

し、採用を決定した。 

  

【１７２】 

○ 事務職員等に対するキャリア

モデルを提示するとともに、昇任

試験制度を設けることにより適

切な処遇・配置を行う。 

 

Ⅲ 

（平成 21年度の実施状況） 

事務職員に標準的なキャリアモデルを示し、大学運営など管理職

員等の職務に対し、意欲のある者の中から早期に管理職員等に登用

するための制度を設け、候補者の選考試験を実施した。 

 

【１７３】 

平成１６年度末までに倫理委員会

を設置し、教職員のモラルの向上を

図る。 

  

Ⅳ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

平成 19年度に引き続き、教職員のモラル向上及び法令順守のため、

ハラスメント防止の研修、会計経理の適正な執行に関する説明会、

核燃料物質等の適切な管理・使用のための研修等を実施した。 

  

【１７３】 

○ 本学職員のモラル向上と法令

順守のための研修、講演等を引き

続き実施する。 

 

Ⅳ 

（平成 21年度の実施状況） 

平成 20年度に引き続き、職員のモラル向上と法令順守のため、ハ

ラスメント防止の研修会、核燃料物質等の適切な管理・使用のため

の研修会等を実施した。 

会計経理の適正な執行を行うための「発注者綱紀保持マニュアル」

を作成し、関係職員に周知するとともに、「契約事務マニュアル」の

改訂を行い、順守すべき事項を教員に改めて周知した。そのうえで、

現状を点検・評価するため、全教職員に対し規則・制度等の理解度

等について意識調査アンケートを実施することとした。 

 

【１７４】 

平成１６年度末までに、あらゆる

ハラスメントの防止を含め、教職員

が守らなければならないガイドライ

ンを定める。 

  

Ⅲ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

 

  

【１７４】 

(16年度に実施済みのため、21年度

は年度計画なし） 

 （平成 21年度の実施状況） 
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【１７５】 

平成１６年度末までに、あらゆる

ハラスメントに対する苦情に関し

て、迅速かつ公正中立に対応するた

めの学外者を含めた体制を構築す

る。 

  

Ⅳ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

 

  

【１７５】 

(16年度に実施済みのため、21年度

は年度計画なし） 

 （平成 21年度の実施状況） 

 

 

【１７６】 

平成１８年度末までに、子供を持

つ教職員のために学内保育環境を整

える。 

  

Ⅲ 

 

 

（平成 20年度の実施状況概略） 

 

  

【１７６】 

(19年度に実施済みのため、21年度

は年度計画なし) 

 （平成 21年度の実施状況） 

本学に勤務する職員、在学する学生等の育児と仕事又は勉学の両

立を支援するため、看護師又は保育士資格をもつ「病後児保育サポ

ーター」が、保護者（職員、学生）の自宅又は病後児保育サポータ

ーの自宅で保育を提供する派遣型病後児保育サポートを 11月から開

始した。 

 

【１７７】 

 常勤カウンセラーを配置し、機能

を充実させることにより、教職員の

メンタルヘルスケア体制を整備す

る。 

  

Ⅲ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

 

  

【１７７】 

(17年度に実施済みのため、21年度

は年度計画なし) 

 （平成 21年度の実施状況） 

新規採用者に対し、配属先の上司とは別に指導・相談役となる先

輩職員がサポートする制度を導入するにあたり、その指導・助言者

としての役割を果たすため、「一般職員メンター研修」を開催した。

この研修には、メンターに関する基本的な知識及びコミュニケーシ

ョンスキルの習得を目的に 20名が受講し、受講者をメンターに正式

登録した。平成 22年度からこの制度を本格運用する。 

 

 ウェイト小計   
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中
期
目
標 

① 各種事務の集中化･電算化等により、事務処理の簡素化･迅速化を図るとともに、事務組織･職員配置の再編、合理化を進める。 

 

中期計画 平成 21年度計画 

進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

ｳｪｲﾄ 

中

期 

年

度 

中

期 

年

度 

【１７８】 

 平成１８年度末までに、教職員、

学生の諸手続、申請等の受理を行う

ための学内 LAN の活用状況を点検

し、処理の迅速化と効率化の一層の

充実を図る。 

  

Ⅲ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

授業料・入学料免除事務システム及び授業料債権管理事務システ

ムの更新によって機能強化と他の業務システムとの連携強化を図っ

た。また、グループウェアを更新して情報の共有、電子決裁を推進

した。 

教職員、学生を対象とした各種研修、講習、説明会等を効率的、

効果的に実施するため、コンテンツが容易に作成でき、学内ＬＡＮ、

インターネットを利用する e‐ラーニングシステムを導入した。 

また、次期財務会計システム検討グループにおいてシステムの更

新に向けた検討を行い、検討結果報告書を取りまとめた。 

 

 

 

 

【１７８】 

○ 引き続き業務処理方法の見直

しを行い、学内ＬＡＮを利用し

た業務の効率化・迅速化を推進

する。 

 

Ⅲ 

（平成 21年度の実施状況） 

財務会計システムを更新し、教員から要望が多かった物品請求シ

ステムの Windows Vistaへの対応、ブラウザソフトウェアの Internet 

Explorer Ver.７以降への対応を実現するなどして、その利便性を高

めた。また、科学研究費補助金の経理事務についても、科学研究費

管理オプションを導入することにより、財務会計システムに直接デ

ータを入力させることで、迅速かつ効率良く運用できるようになっ

た。  
グループウェアシステム（サイボウズ）を大規模ユーザ向けのシ

ステムに更新し、事務系職員に対し、個人ごとにアカウントを付与

することで、よりきめ細やかな情報共有ができるよう改善した。 

 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(１) 業務運営の改善及び効率化 

④ 事務等の効率化・合理化に関する目標 
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【１７９】 

平成１６年度末までに、全学の事

務について、業務量と処理方法の調

査・点検を実施し、業務処理の効率

化、簡素化、一元化の観点に立った

機能的な組織の構築と人員の再配

置を行う。 

  

Ⅳ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

事務機構改革３ヶ年計画（18年度～20年度）に基づき、これまで

の事務改善の流れ、残されている懸案事項を整理するとともに、実

施してきた事務組織の再編を踏まえて、現在の事務組織の体制等に

ついて学内アンケートを実施した。 

これらの検証結果及び大学憲章を推進するためのアクションプラ

ンを踏まえ、同窓会連合会との連携強化を図るための人員配置、地

域連携業務を図るための事務組織・職員配置の見直しを行った。 

  

【１７９】 

(20年度に実施済みのため、21年度

は年度計画なし) 

 （平成 21年度の実施状況） 

学術国際部研究協力課に地域貢献推進室を設置し、専任の職員を

配置して、研究協力課と社会・国際連携課でそれぞれ行っていた社

会連携・地域連携関連の事務処理を一元化し、業務の効率化を図っ

た。 

 

【１８０】 

 全ての事務組織を役員が分担す

る業務に対応する専門職能集団と

して再編する。 

  

Ⅳ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

 

  

【１８０】 

(18年度に実施済みのため、21年度

は年度計画なし) 

 （平成 21年度の実施状況） 

 

 

【１８１】 

 物品調達の効率化を図るため、他

大学法人との共同購入等を検討す

る。 

  

Ⅲ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

物品の共同購入について鳥取大学と共同して用紙類の調達契約を

行った。また、両大学の合意に基づき、平成 21年度からさらに１品

目追加することとした。 

業務請負契約、保守契約の契約方式の見直しを行い、新たに 14件

の契約について複数年契約に移行した。 

  

【１８１】 

○ 複数年契約において、契約開

始時期・契約方法等の見直しを

行い、契約金額の低減及び契約

事務の簡素化を引き続き推進す

る。 

 

Ⅲ 

（平成 21年度の実施状況） 

平成 20年度から開始した鳥取大学との物品の共同購入についてＰ

ＰＣ用紙の調達契約を追加した。また、契約方法を見直して全学の

複写サービス業務や附属病院の輸液ポンプのリースの契約期間を５

年間に延長するなど、13 件の契約を複数年契約に移行し、契約事務

の簡素化を図った。 
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【１８２】 

 可能なものから外部委託を拡大

実施する｡（例：給与計算、儀式・

行事、郵便物収受・発送、自動車運

転、守衛業務、健康管理、研修、旅

費計算業務、ボイラー業務、大学構

内環境保持業務（ゴミ集積場の管理

や運搬、草刈、芝、樹木等の管理）

等） 

  

Ⅳ 

 （平成 20年度の実施状況概略） 

業務改善及び外部委託等に関する検討を行い、今年度新たに４項

目を加え、これまでに 81項目の業務改善を実施した。また、事務の

効率化・合理化を一層推進するため、役員・教職員全員に「事務の

改善が可能と考えられる業務」についてアイデアを募集し、その中

から優秀な意見に対して学長表彰を行った。 

  

【１８２】 

○ コア業務以外の業務のアウト

ソーシングについて、コストパ

フォーマンス、法人業務の重点

化・合理化・効率化等の観点か

ら検討し、可能なものから実施

する。 

 

Ⅲ 

（平成 21年度の実施状況） 

業務改善及び外部委託等に関する検討ワーキンググループによる

検討結果を踏まえ、附属病院の外来・入院業務を完全外注化した。 

 

 

 ウェイト小計   

ウェイト総計   

 〔ウェイト付けの理由〕 
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Ⅰ-（１）業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等  

【共通事項に係る取組状況】 

 

１.業務運営の改善及び効率化の観点 

 

（１）戦略的な法人経営体制の確立と効果的運用 

戦略的な大学運営 

【平成 16～20事業年度】 

① 国立大学法人としての存在意義を鮮明にし、本学の目指すべき方向を明

確に示した「島根大学憲章」を制定した。 

② 「島根大学憲章」に掲げる使命の実現に向けた取組みを具体化するとと

もに、第２期中期目標・中期計画を見据えた「島根大学憲章を推進するた

めのアクションプラン」を策定した。 

③ 役員会の下に教育、研究、地域貢献、国際交流及び大学運営に関する５

つの大学憲章部会を設置し、「島根大学憲章を推進するためのアクションプ

ラン」を具体化する実施計画（ロードマップ）を策定した。 

④ 役員体制を再編し、附属病院長が医療担当理事として、また、事務局長

が総務担当理事として大学運営に参画し、先進医療が調和する大学病院の

経営、財務基盤の強化及び事務組織改革を推進した。 

⑤ 学長室を設置し、学長のリーダーシップの下、戦略的企画の策定・実施、

マネジメントを推進するため、その機能を強化・充実させる総合企画室を

整備した。 

【平成 21事業年度】 

① 新役員体制の下、地域貢献を推進し、また、学生教育、学生支援をさら

に充実するため、新たに社会連携担当の理事、医学教育・研究担当の副学

長及び学生支援担当の副学長を置き、より戦略的な運営と運用を図る体制

を整備した。 

 

機動的、効率的な大学運営 

【平成 16～20事業年度】 

① 迅速な意思決定を図るため、執行体制を全学委員会方式から、副学長を責

任者とする組織のセンター方式に移行した。 

② 幹部職員（各部長）が同席する「常任理事懇談会」を定例的に開催し、理

事間の業務連携を円滑に進めた。 

③ 役員、学部長等で構成する「部局連絡協議会」を定例的に開催し、執行部

と部局間との総合調整及び学内の合意形成を図った。 

④ 学長が、学内構成員から意見を広く聴く機会を設け、大学運営に反映さ

せるため、教員、事務職員、学生に対するキャンパスミーティングを実施

した。 

【平成 21事業年度】 

① 定例的に開催している「常任理事懇談会」を改組し、新たに置いた副学長

２名を加えた「常任理事・副学長懇談会」を設置し、執行部間の意思疎通を

一層図る体制を整備した。 

② これまでの事務機構改革を踏まえ、更なる業務の改善を担当する学長特別

補佐を、また、平成 19 年度から本格実施した教員の個人評価に係る教員情

報入力データベースシステムの改善を担当する学長特別補佐をそれぞれ任

命した。 

 

（２）法人としての総合的な観点からみた戦略的・効果的な資源配分 

法人の裁量による柔軟な人事 

【平成 16～20事業年度】 

① 各部局の退職教員の人件費の３分の１を全学管理枠として確保する独自

の制度「３分の１ルール」を適用し、学長裁量ポストとして戦略的な教員配

置を行った。 

② 新センター構想に基づき設置した室・センター、新産業創出プログラムを

推進するために設置した寄附研究部門、プロジェクト研究推進機構の教員に

「任期制」を導入した。 

③ 医員に対して全国大学病院で初の年俸制常勤化及びフレキシブル勤務シ

ステム（診療職員の新設）を実施し、待遇改善を図った。 

④ 特定の分野に突出した能力や実績を有する人材の確保のため、特定の教育

研究に従事する教員に「年俸制」を適用するための学内規程を整備した。 

 

戦略的・効果的な予算配分 

【平成 16～20事業年度】 

① 長期的視点に基づく戦略的な資源配分及び社会的ニーズの変化等に機動

的に対応する経費として「政策的配分経費」を創設した。 

② 教育研究のインセンティブを高めるため、評価システムによる評価結果の

データを用いて資源配分を行う「評価（競争的）配分経費」を創設した。 

③ 学長のリーダーシップの下、その裁量において直接執行可能な経費枠（学

長裁量経費）を設けた。 

【平成 21事業年度】 

① 組織の見直しに向けた取組みに対して所要の措置を行うため、平成 22年

度から学長の裁量において直接執行が可能な「大学運営改善経費」を設ける
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こととした。 

 

（３）業務運営の効率化 

【平成 16～20事業年度】 

① 「事務機構改革３ヵ年（18～20 年度）計画」を策定し、業務の整理・合

理化を含め運営体制の見直しを行った。 

② 業務改善及び外部委託に関する検討作業グループを設置し、業務の改善

を図り、特に優れた業務改善の取組みを選考し、学長表彰を行った。 

③ 機動的・横断的な業務に迅速に対応できるよう、柔軟な事務組織のあり

方を検討し、グループ制を導入した。 

④ 高齢者継続雇用制度に基づき再雇用職員の経験と知識を生かし、全学の

業務の集約化と効率化を図るため「全学業務支援室」を設置した。 

【平成 21事業年度】 

 ① 地域貢献推進室を設置し、社会連携・地域連携関連の事務処理を一元化

し、業務の効率化を図った。 

 

（４）収容定員を適切に充足した教育活動 

【平成 16～20事業年度】 

① 入学者の増加を焦点に広報活動を行い、定員充足率の確保に努めた。各

年度の定員充足率は、以下のとおり。 

         学士課程 修士課程 博士課程 専門職学位課程 

 平成 16年度    110％    95％    82％   110％ 

 平成 17年度    110％    90％    81％   103％ 

 平成 18年度    110％    93％    90％   100％ 

 平成 19年度    110％   106％    99％    92％ 

 平成 20年度    110％   107％   108％   100％ 

【平成 21事業年度】 

① 平成 21年度の定員充足率は、学士課程 110％、修士課程 105％、博士課程

115％、専門職学位課程 92％であり、いずれも収容定員の 90％以上を確保

した。 

② 専門職学位課程において入学者選抜における競争性の確保及び教育の質

の維持向上の観点から総合的に検討した結果、平成 22年度入学からその定

員を見直した。 

 

（５）外部有識者の積極的活用 

【平成 16～20事業年度】 

① 「島根大学が目指す人材像」や「島根大学の財政基盤の確立」などの重

要テーマについて、外部有識者が半数以上を占める経営協議会を活用し、

外部有識者からの意見を大学運営に反映し、その活性化に努めた。 

② プロジェクト研究推進機構が推進する研究の進捗状況、今後の展望、成

果の活用等を判定するため、学外の専門家（外部専門委員、外部委員）を

含む研究プロジェクト評価委員により、毎年度、事業の評価を実施した。 

③ 附属病院において、より一層の経営改善を図るため、外部有識者を加え

た「附属病院経営懇談会」を開催した。 

④ 専門的職能が求められる総合企画室、キャリアセンター、国際交流セン

ターの専任教員を民間から採用した。 

 

（６）監査機能の充実・強化 

【平成 16～20事業年度】 

① 内部監査の独立性を担保するため、監査室を事務局から独立させ、学長

直属とした。 

② 監事監査等において指摘された事項は、役員会に報告するとともに、指

摘事項の改善に努めた。 

③ 監事会を定期的に開催し、常勤監事、非常勤監事及び監査室との情報の

共有化を進め、内部監査についても十分な協議を行った。 

④ 監事監査等で実施した監査結果をデータベース化し、学内ホームページ

に掲載して情報の共有化を図った。 

 

（７）男女共同参画の推進 

【平成 16～20事業年度】 

① 女性教員の割合を高める方策等を具体的重要課題として位置づけて、男

女共同参画における「基本理念」、「基本方針」及び「当面の重要課題」を

定めた。 

② 男女共同参画推進室を設置し、女性研究者を増やすための方策に関する

講演会やアンケートの実施、研究の補助業務を担う研究支援員の配置など、

女性研究者支援モデル育成事業を推進した。 

③ 子育て支援・女性のための職場づくりの一環として、附属病院内に保育

施設を開設した。また、附属病院女性スタッフ支援室を設置し、病児・病

後児保育のほか、遠隔診断や e-learning等による復帰支援プログラム、メ

ンター制度等を整備した。 

【平成 21事業年度】 

① 本学に勤務する職員、在学する学生等の育児と仕事又は勉学の両立を支

援するため、看護師又は保育士資格をもつ「病後児保育サポーター」が、

保護者（職員、学生）の自宅又は病後児保育サポーターの自宅で保育を提
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供する派遣型病後児保育サポートを開始した。 

② 「評価（競争的）配分経費」において、採用実績等（女性教員及び外国

人教員の増員の状況）をその配分に反映することとした。 

 

（８）教育研究組織の編制・見直し 

【平成 16～20事業年度】 

① 社会的要請、中央教育審議会の答申を踏まえ、各部局の組織再編計画に

基づき、企画・財務担当理事を中心に常任理事懇談会で全学的な立場から

検討を加え、その方向性を整理したうえで、役員会の審議を経て以下の教

育研究組織の再編・改組を行った。 

・高度な教員養成教育を目指した教育学研究科の改組（平成 20年度） 

・医科学研究の融合・総合化のニーズに対応した医学系研究科博士課程の

単一専攻への再編（平成 20年度） 

・高度な専門知識と関連する基礎的素養を兼ね備えた人材養成を目指した

生物資源科学研究科の改組（平成 20年度） 

 

（９）学術研究活動の戦略的取組み 

【平成 16～20事業年度】 

① 本学が有する知的資産と知的創造力を活用し、地域に密着した個性的研究

及び国際的な水準の独創的な研究を集中的かつ戦略的に推進するため、学

部、研究科の枠を超えた組織として「プロジェクト研究推進機構」を設置

した。 

② プロジェクト研究推進機構では、重点的に取り組む研究プロジェクトを、

それぞれの目的ごとに重点研究、特定研究、萌芽研究、特別研究及び寄附

研究の各部門に区分し、研究期限と目標を明確にして集中的に推進した。 

③ 上記研究プロジェクトの研究経費は、政策的配分経費の重点プロジェクト

経費の中に、重点研究推進経費枠を設け、研究戦略会議の審査及び役員会

の審議を踏まえ、学長が決定し配分した。 

 

【その他特記事項】 

 

１. 個人評価制度の導入 

 

（１）大学教員の個人評価の実施 

【平成 16～20事業年度】 

① 「教員個人評価に関する規則」を制定し、評価基準に基づき常勤の大学

教員を対象にした個人評価を実施した。 

② 教員個人の評価結果を昇給、賞与等の処遇に反映させる「教員個人評価

処遇反映のためのガイドライン」を制定し、昇給査定に適用した。 

 

 （２）大学教員以外の個人評価 

【平成 16～20事業年度】 

① 「一般職員及び医療職員の個人評価に関する規則」を制定し、職員の職

務行動、役割達成度について個人評価を実施した。また、「附属学校教員の

個人評価に関する規則」を制定し、業績評価及び能力評価で構成する勤務

評価を実施した。 

② 「大学教員以外の職員個人評価処遇反映のためのガイドライン」を制定

し、一般職員、医療職員及び附属学校教員の個人評価結果を給与等の処遇

へ反映させた。 

 

２. 事務組織の活性化 

【平成 16～20事業年度】 

①  有期雇用職員の中から有為な人材を常勤の事務職員に登用するための制

度を設け、登用試験を実施した。 

【平成 21事業年度】 

① 大学運営など管理職員等の職務に対し、意欲のある者の中から早期に管理

職員等に登用するための制度を設け、候補者の選考試験を実施した。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(２) 財務内容の改善 

① 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標 

 

中
期
目
標 

① 科学研究費補助金等外部研究資金その他の自己収入を積極的に増やし、活用するための組織的な取り組みを行う。 

② 収入を伴う事業の実施により、自己収入の拡充に努める。 

 

 

中期計画 平成 21 年度計画 

進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

ｳｪｲﾄ 

中

期 

年

度 

中

期 

年

度 

【１８３】 

 科学研究費補助金、受託研究、共

同研究、奨学寄付金等外部研究資金

を法人化前より１０％増加させる。 

  

Ⅲ 

 （平成 20 年度の実施状況概略） 

科学研究費補助金獲得向上のための取扱いに関する基本方針に沿

って科学研究費補助金の増加に向け次の取組みを行った。 

１．インセンティブ制度の導入・実施 

(1) 研究代表者として複数申請した者には、その件数に応じて

一定額の研究経費を加算 

(2) 研究代表者として申請した者のうち、結果が不採択ながら

「Ａ評価」であった者に今後のさらなる取組みを期待して一

定額の研究経費を加算 

２．ペナルティ制度の導入・実施 

(1) 申請しない者に理由書の提出を義務付け、必要に応じて個

別のヒアリング等を実施 

３．アドバイザー制度（個別指導）の導入・実施 

(1) 「科研費申請アドバイザー実施要項（学長決裁）」に基づい

た助言制度の実効性を上げる個別指導を実施 

(2) 各学部に「申請アドバイザー（99 名登録）」を置き、指導

を希望する者からの相談等に対応 

なお、科学研究費補助金の申請件数の増加については、年度計画 

【１８４】の『判断理由（計画の実施状況等）』を参照。 
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 【１８３】 

○ 「科学研究費補助金獲得向上の

ための取扱いに関する基本方針」

により、制定したインセンティブ

及びペナルティ制度並びにアド

バイザー制度を活用し、引き続き

科学研究費補助金の増加を図る。 

○ 外部資金導入啓発活動による

説明会を引き続き実施し、外部資

金の増加を図る。 

  

Ⅲ 

（平成 21 年度の実施状況） 

科学研究費補助金の申請に対するインセンティブ・ペナルティ制

度を適用するとともに、アドバイザー（個別指導）制度を活用して

申請者の支援を行った。その結果、他の外部研究資金を含めた受入

額は、1,214 百万円に達し、法人化前（平成 15 年度）の受入額 1,057

百万円との比較では 157 百万円増（14％増）となり、中期計画に掲

げた数値目標を達成した。  

科学研究費補助金の交付額については、年度計画【１８４】、また、

外部資金導入の啓発活動については、年度計画【１８５】の『判断

理由（計画の実施状況等）』を参照。 

  

【１８４】 

 科学研究費補助金等への申請件

数を法人化前より２０％増加させ

る。 

  

Ⅲ 

 （平成 20 年度の実施状況概略） 

各学部に「申請アドバイザー（99 名登録）」を置き、個別指導を

希望する者からの相談等に対応した。このことにより、平成 21 年度

科学研究費補助金の申請件数（平成 20 年度申請分）は 692 件に達し、

法人化前との比較では 151 件増（28％増）となった。 

  

【１８４】 

○ 平成 19 年度に確立した申請ア

ドバイザー制度を引き続き活用

し、申請者からの相談に適切に対

応する。 

 

Ⅲ 

（平成 21 年度の実施状況） 

科学研究費補助金に関するアドバイザー（個別指導）制度のほか

に、同補助金申請・獲得支援のための学内セミナーの開催、応募に

向けた学内向けマニュアルに基づく学部説明会の実施など、組織的

な支援を充実させた。 

平成 22 年度の申請件数（平成 21 年度申請手続分）は 673 件で、

法人化前（平成 15 年度）の 541 件との比較では 132件増（24％増）

となり、中期計画に掲げた数値目標を達成した。 

なお、平成 21 年度の交付額 404 百万円は、第１期中期目標期間に

おける各年度の交付額の中では最高額で、法人化前（平成 15 年度）

の 365 百万円との比較では 39 百万円増（11％増）となった。 
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【１８５】 

 平成１７年度末までに、大学とし

て外部資金担当部門を充実し、外部

資金獲得・拡大のための組織と実務

的な支援体制を整備する。 

  

Ⅲ 

 

 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

外部資金の増加を図るため、産学連携センターと研究協力課が連

携し、受託研究・共同研究受入れに関しての手続や制度上の問題点

(注意事項)等を医学部、総合理工学部及び生物資源科学部において

説明・周知した。 

  

【１８５】 

○ 外部資金獲得のため啓発活動

を引き続き行う。 

 

Ⅲ 

（平成 21 年度の実施状況） 

各省庁から公募される競争的研究資金制度等及び各助成機関から

公募される研究助成等の公募状況一覧をそれぞれ学内専用サイトで

情報提供しているが、これらの内容を見直し、また、最新の情報に

更新するごとに、全学の教職員に周知するよう改善した。 

 

【１８６】 

平成１７年度末までに、学内外の

協力により、教育支援、研究支援、

留学生支援のために、財源を確保す

る組織を整備する。 

  

Ⅲ 

 （平成 20 年度の実施状況概略） 

島根大学支援基金への寄附募集を引き続き、学内、職員ＯＢ、卒

業生、在学生の保護者等を対象に行うとともに、基金の一部を活用

し、修学・研究意欲の向上を図ることを目的として、大学院生 29

人に対し、学会発表や研修会出席のための奨学金 100 万円を支援し

た。また、下記の整備事業、修復事業に着手することを決定した。 

(1)学生の修学環境整備事業（授業、キャリア・就職ガイダンス、セ

ミナー、研修会、研究会等を開催できる島根大学ホールの整備） 

(2)国の登録有形文化財となった旧制松江高等学校外国人宿舎の修

復活用事業（ミュージアムやミニサテライト教室等、集いの場と

して本学学生のみならず地域社会の交流の場としても活用するた

めの修復整備） 

  

【１８６】 

(20 年度に実施済みのため、21 年度

は年度計画なし) 

 （平成 21 年度の実施状況） 

平成 20 年度に決定した島根大学支援基金の一部を活用する整備

事業計画に基づいて、省エネ対策、環境アメニティ対策を施した島

根大学ホールを竣工し、可動式ステージやＬＡＮ接続対応机、大型

プロジェクター等の最新の視聴覚機器を整備した。 

また、旧制松江高等学校外国人宿舎を修復して、本学のサテライ

ト施設（ミュージアム）として整備した。 

 

【１８７】 

 大学の人的・知的資源の活用及び

社会貢献・地域連携事業を組織的に

推進し、収入を伴う事業を拡充する

ための支援体制を強化する。 

  

Ⅲ 

 （平成 20 年度の実施状況概略） 

一般市民の学習意欲に応えるための公開講座は例年規模で開催

し、公開授業は昨年比で４件増加した。 

松江市民大学との連携では 10 講座を開設するとともに、学部を横

断した講師陣による講座を開設した。 
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また、包括連携協定締結先の島根県を始めとした地方自治体等と

の各種共同事業やＪＳＴからの地域再生人材創出拠点形成プログラ

ムによる人材育成事業、中国地方整備局からの受託研究５件を実施

した。 

【１８７】 

○ 公開講座と公開授業の開講数

の増加を図るとともに、その一部

を近隣市町村の市民大学などの

連携講座として実施する。また、

国・地方自治体、民間教育関係団

体からの地方における地域再

生・人材育成に係る委託研究事業

を積極的に受け入れ、収入事業の

拡充を図る。 

 

Ⅲ 

（平成 21 年度の実施状況） 

公開講座の開講数は、前年度の 28講座から 37講座と 32％増加し、

それに伴って受講者数も 620 人から 874 人と 41％増加した。開講し

た 37 講座の 30％に相当する 11 講座を松江市民大学、出雲科学アカ

デミー等の学外機関と連携講座として実施した。 

一方、公開授業は、103 科目から 95 科目と８％減尐したものの、

受講者数は、197 人から 209 人と６％増加している。その結果、公

開講座・公開授業の講習料収入は 349 万円に達し、第１期中期目標

期間における各年度の収入額の中では最高額となった。 

また、人材育成、地域再生、男女共同参画をテーマとする公募型

の事業にも積極的に取組み、「社会人の学び直しニーズ対応教育推進

事業」、「地域再生人材創出拠点の形成」、「女性研究者支援モデル育

成」の各事業の採択を受けた結果、平成 21 年度においてこれらの事

業に係る助成額は、9,558 万円に達した。 

 

 ウェイト小計   



島根大学 

45 

 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

（２）財務内容の改善 

② 経費の抑制に関する目標 

 

中
期
目
標 

① 管理的経費の抑制を図る。 

② 「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）において示された総人件費改革の実行計画を踏まえ、人件費削減の取組みを行う。 

 

中期計画 平成 21 年度計画 

進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

ｳｪｲﾄ 

中

期 

年

度 

中

期 

年

度 

【１８８】 

 管理的経費は、毎年１％ずつ削減

し、事務等の効率化・合理化により

計画的な削減に努める。 

 総人件費改革の実行計画を踏ま

え、平成２１年度までに概ね４％の

人件費の削減を図る。 

  

Ⅳ 

 

 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

（管理的経費） 

平成 21 年度計画予算において、「共通経費」の総額を対前年度比

で 1.1％減とした。 

（総人件費） 

平成 17 年度計画予算における「総人件費改革」に係る削減の対

象となる人件費総額 11,899 百万円に対して、平成 20 年度決算額は

11,113 百万円であり、786 百万円（6.61％）の削減となった。 

（教育の質を確保する取組） 

外国語教育センターにおいて、ネイティブスピーカーを特別嘱託

講師として契約し、個別の会話指導や共通のテキストを作成させる

とともに、医学部では学外の医療人に臨床教授の称号を付与し臨床

実習の指導をさせる等の教育の質を確保する工夫を行った。 

 

 

 

 

【１８８】 

○ 予算配分において引き続き管

理的経費を１％削減する。 

○ 総人件費改革の実行計画を踏

まえ、引き続き平成 17 年度人件費

予算相当額の概ね１％の人件費の

削減を図る。 

 

Ⅲ 

（平成 21 年度の実施状況） 

（管理的経費） 

平成 22 年度計画予算において、「共通経費」の総額を対前年度比

で１％減とした。また、全学の複写機に係る契約方法を見直し、賃

貸借契約と保守契約を統一して複写サービス契約とし、単価契約を

締結する役務調達に変更することにより、19 百万円の経費を削減し

た。 
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（総人件費） 

平成 17 年度計画予算における「総人件費改革」に係る削減の対

象となる人件費総額 11,899 百万円に対して、平成 21 年度決算額は

10,804 百万円であり、1,095 百万円（ 9.2％）の削減となった。 

また、人事院勧告を踏まえた官民の給与格差に基づく給与改定分

を除いた（削減率を補正した）場合、その削減率は 7.5％で、中期

計画に掲げた数値目標を達成した。 

なお、教育の質を確保するため、引き続き総人件費抑制の対象と

ならない特任教員制度の活用を図った。 

 ウェイト小計   
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

（２）財務内容の改善 

③ 資産の運用管理の改善に関する目標 

 

中
期
目
標 

① 資産の効率的活用を図る。 

 

中期計画 平成 21 年度計画 

進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

ｳｪｲﾄ 

中

期 

年

度 

中

期 

年

度 

【１８９】 

 平成１７年度末までに、資産の適

切かつ効率的な運用を図るための

組織体制の整備を行い、資産運用管

理計画を策定する。 

  

Ⅲ 

 （平成 20 年度の実施状況概略） 

引き続き「資金管理方針」に基づき安全性を第一に、流動性、効

率性を確保する資金運用計画を作成し、国債による中期運用と定期

預金による短期運用の結果、45 百万円の運用益を得た。 

 

 

 

 

【１８９】 

○ 引き続き資産の適切かつ効率

的な運用を図る。 

 

Ⅲ 

（平成 21 年度の実施状況） 

引き続き「資金管理方針」に基づき、安全性を第一に、流動性、

効率性を確保する資金管理計画を作成し、国債による中期運用と定

期預金による短期運用の結果、26 百万円の運用益を得た。平成 17

年度末から開始した資金運用により、その収益（運用益）の累計は、

132 百万円に達した。 

なお、国債で運用中の資金のうち償還される一部について、運用

期間を見直して長期運用（10 年間）に転換して再投資した。 

 

【１９０】 

適切な利用目的を有する学外者

に対する学内施設・教室の有料貸与

を行う。 

  

Ⅲ 

 （平成 20 年度の実施状況概略） 

 

  

【１９０】 

(17 年度に実施済みのため、21 年度

は年度計画なし) 

 （平成 21 年度の実施状況） 
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 ウェイト小計   

ウェイト総計   

 〔ウェイト付けの理由〕 
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Ⅰ-（２）財務内容の改善に関する特記事項等  

【共通事項に係る取組状況】 

 

１．財務内容の改善・充実  

 

（１）外部資金の獲得 

【平成 16～20事業年度】 

① 学長の下に「外部資金獲得支援チーム」を設置し、各部局の外部資金獲

得状況を分析するとともに、公募型補助金の獲得増に取り組んだ。 

② 各省庁から公募される競争的研究資金制度等及び各助成機関から公募さ

れる研究助成等の公募状況一覧をそれぞれ学内ホームページで学内関係者

に情報提供した。 

③ 財政基盤を強化するため、「島根大学支援基金」を創設し、学内外に対し

て募金活動を展開した。 

④ 科学研究費補助金への申請を義務化するとともに、教員へのインセンテ

ィブ及びペナルティを制度として導入し、また、学内アドバイザーを配置

し、申請の支援を継続実施した。 

⑤ 臨床研究費の受入れ方法の見直し、また、一般の受託研究・共同研究の

受入れに関する説明会等を通じて外部資金の増加を図り、外部資金比率の

改善に努めた。 

⑥ 出雲市から寄附金（平成 20年２月から５年間）により、附属病院腫瘍セ

ンターに「腫瘍臨床研究部門」を設置し、がん診療に専門性を有する医療

人の育成や臨床研究機能の充実に取り組んだ。 

【平成 21事業年度】 

① 平成 22年度科学研究費補助金の申請件数（平成 21年度申請手続分）は

673件で、法人化前（平成 15年度）の 541件との比較では 132件増（24％

増）となり、中期計画に掲げた数値目標を達成した。 

② 外部研究資金の受入額は、1,214百万円に達し、法人化前（平成 15年度）

の受入額 1,057百万円との比較では 157百万円増（14％増）となり、中期

計画に掲げた数値目標を達成した。 

 

（２）資産の運用 

【平成 16～20事業年度】 

① 島根大学資金管理方針に基づいて安全性を第一に流動性、効率性を確保

する運用計画を策定し、余裕資金を運用している。運用益は予算に計上し、

教育・研究経費等に充て、効果的に使用した。 

【平成 21事業年度】 

① 国債による中期運用と定期預金による短期運用の結果、26 百万円の運用

益を得た。平成 17年度末から開始した資金運用により、その収益（運用益）

の累計は、132百万円に達した。 

 

（３）財務データの分析・活用 

【平成 16～20事業年度】 

① 毎年度、財務諸表を基に「財務の安全性(健全性)、効率性、収益性、成

長性(発展性)、活動性」の５つの視点から分析した。 

② 分析指標毎に対前年度との推移及び他大学（同規模大学）との相対順位

の変動を調査し、外部資金比率などの指標の改善に向けて取り組んだ。 

 

（４）管理経費の抑制 

【平成 16～20事業年度】 

① 複数年度契約により、電気供給契約、電子計算機のメンテナンスリース

契約等において経費を抑制した。 

② オンラインにより、業務の一部を外注化した「法人向け航空券手配サー

ビス」を導入し、また、ＪＲ利用における往復割引きっぷ料金を運賃に適

用し、それぞれの旅費交通費を節減した。 

【平成 21事業年度】 

① 全学の複写機に係る契約方法を見直し、賃貸借契約と保守契約を統一し

て複写サービス契約とし、単価契約を締結する役務調達に変更することに

より、19百万円の経費を削減した。 

 

２．人件費等の必要額を見通した財政計画の策定、適切な人員管理計画の策定等

を通じた人件費削減に向けた取組  

 

（１）人件費の削減 

【平成 16～20事業年度】 

① 人件費削減目標を確実にするため、財政改革検討会議の下に人事・給与

制度ワーキング・グループを設け、人件費シミュレーションを行い、この

結果を基に各セグメントで策定した人事計画を検証した。 

② 役員給与について平成 18年度から給与改定による下げ幅を上回る（対平

成 17年４月比で 10％）減額を行った。 

③ 特任教員制度や特別嘱託講師制度を導入し、教育研究の質の確保に配慮
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しつつ、教員の総人件費を抑制した。 

④ 事務職員の総人件費を抑制するため、定年退職後の再雇用職員を配置す

る場合は、常勤職員のポストを不補充とした。 

⑤ 事務職員採用計画に基づき、単純作業業務や直接雇用職員が担当する必

要がない業務等の洗い出しを行い、非常勤職員や派遣職員等に転換した。 

【平成 21事業年度】 

① 平成 17年度計画予算における「総人件費改革」に係る削減の対象となる

人件費総額 11,899百万円に対して、平成 21年度決算額は 10,804百万円で

あり、1,095百万円（ 9.2％）の削減となった。人事院勧告を踏まえた官民

の給与格差に基づく給与改定分を除いた（削減率を補正した）場合、その

削減率は 7.5％で、中期計画に掲げた数値目標を達成した。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

（３）自己点検・評価及び情報提供 

① 評価の充実に関する目標 

  

中
期
目
標 

① 評価の効率性・適切性・透明性の向上、評価手法の改善に努める。 

② 自己点検・評価を積極的に行うとともに、第三者評価を厳正に受けとめ、評価結果を大学運営の改善に十分に反映させる。 

 

中期計画 平成 21 年度計画 

進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

ｳｪｲﾄ 

中

期 

年

度 

中

期 

年

度 

【１９１】 

 平成１６年度末までに新設を計

画している「評価室」で、研究・教

育・経営に関する情報を収集し、評

価手法の開発・改善を図る。 

  

Ⅲ 

 （平成 20 年度の実施状況概略） 

引き続き教員の活動データ及び大学情報基礎データ(組織デー

タ)の収集に取り組んだ。収集したデータの活用ならびに本データ

ベースシステムの改善に関しては、年度計画【１５９】(評価室)

の『判断理由（計画の実施状況等）』を参照。 

大学評価システム(評価制度)に関する改善に関しては、年度計画

【１６１】の『判断理由（計画の実施状況等）』を参照。 

 

 

 

 

【１９１】 

(20 年度に実施済みのため、21 年度

は年度計画なし) 

 （平成 21 年度の実施状況） 

 

 

【１９２】 

 「評価室」は点検・評価及びその

ための情報分析を行い、その結果を

全学に公開するとともに学長はこ

れを大学運営に反映させる。 

  

Ⅲ 

 （平成 20 年度の実施状況概略） 

大学機関別認証評価の受審に向け、評価基準に沿った自己点検・

評価に取り組んだ。また、そこでの点検・評価の内容を学部・研究

科とともに検証し、教育活動に関する優れた点・改善点等の掘り起

こしを行った。 

次期中期目標・中期計画の立案に向け、役員会の下に設置した法

人評価部門のＷＧ座長を次期中期目標・中期計画策定委員会の構成

員に加え、法人評価における自己点検・評価の結果を検討に活かす

体制を整えて策定を開始した。 
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 【１９２】 

○ 「大学機関別認証評価」を受審

するとともに、そこでの点検・評

価の結果及び法人評価委員会に

よる中期目標期間の業務実績評

価の結果を次期中期目標・中期計

画の策定に反映させる。 

  

Ⅲ 

（平成 21 年度の実施状況） 

学校教育法の規定に基づき、独立行政法人大学評価・学位授与機

構が実施する大学機関別認証評価（書面調査及び訪問調査）を受審

した結果、「大学設置基準をはじめ関係法令に適合し、大学評価・

学位授与機構が定める大学評価基準を満たしている。」と認定され

た。認証評価に係る自己評価書の現状分析を踏まえつつ、教育の質

の保証に係る中期目標・計画案を策定した。 

 次期中期目標・計画については、年度計画【１４５】の『判断理

由（計画の実施状況等）』を参照。 

  

 ウェイト小計   
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

（３）自己点検・評価及び情報提供 

② 情報公開等の推進に関する目標 

 

中
期
目
標 

① 教育研究活動の状況等大学に関する情報提供の充実を図る。 

 

中期計画 平成 21 年度計画 

進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

ｳｪｲﾄ 

中

期 

年

度 

中

期 

年

度 

【１９３】 

 平成１６年度に、学外者も参加す

る広報委員会を発足させ、既存のホ

ームページ・広報誌等の点検見直し

を行うとともに、マスコミ等への情

報の提供も含め、平成１７年度末ま

でに新たに島根大学広報プランを

策定する。 

 

  

Ⅳ 

 （平成 20 年度の実施状況概略） 

平成 20 年度の広報・広聴計画に基づき、次のとおり広報・広聴

活動に取り組んだ。 

・平成 19 年度に引き続き、月１回の定例記者会見を実施。 

・７月に経済４団体との懇談会、12 月に記者との懇談会を実施。 

・大学概要、大学案内、ニューズレター、広報「しまだい」及び

学生向け広報誌「ｂｅ」を発行。広報「しまだい」は地域住民・

企業・地方公共団体等に配布。 

大学歌を収録したＣＤを作成するとともに、本学ＨＰに掲載し

た。 

 

 

 

 

【１９３】 

○ 策定した広報プランに基づき、

引き続き広報・広聴活動を展開す

る。 

 

Ⅲ 

（平成 21 年度の実施状況） 

平成 21 年度の広報・広聴計画に基づき、引き続き定例記者会見、

記者との懇談会、島根県経済４団体との懇談会を実施した。また、

大学概要、大学案内、ニューズレター、広報しまだい及び学生向け

広報誌「ｂｅ」を発行した。 

大学案内は、入試センターと連携を図り、高校生や高校教員の目

線に立った内容に一新した。また、学外からの意見を収集し、寄せ

られた意見を誌面の編集に反映し、内容をさらに充実することを目

的に、大学案内及び広報しまだいに対する読者アンケートを実施し

た。 
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【１９４】 

平成１７年度から、学生等の参画

を得て、広報部門を強化するための

プロジェクトを開始する。 

  

Ⅲ 

 （平成 20 年度の実施状況概略） 

学生生活、サークル、授業、教員など、本学の魅力を学生の視点

に立って紹介した、学生向け広報誌「ｂｅ」を、引き続き学生と協

働して発行した(平成 17 年度から発行)。 

  

【１９４】 

(20 年度に実施済みのため、21 年度

は年度計画なし) 

 （平成 21 年度の実施状況） 

 

 

【１９５】 

 大学の持つ知的情報を一元的に

把握し、データベース化を推進し、

社会の求めに応じて情報を提供す

る。 

  

Ⅳ 

 

 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

教員の活動データの入力を引き続き実施した。 

データベースシステムに係る改善の取組に関しては、年度計画

【１５９】（評価室）の『判断理由（計画の実施状況等）』を参照。 

なお、新システム導入にあたり、島根大学学術情報リポジトリと

の連携を継続するとともに、研究開発支援総合ディレクトリー

「ReaD」との連携も可能となるシステムを構築することとした。 

  

【１９５】 

○ 学術情報リポジトリ等の知的

情報データとの連携を充実させ

るため、大学評価情報データベー

スシステムの必要な改善を図る。 

 

Ⅳ 

（平成 21 年度の実施状況） 

大学評価情報データベースシステムに、学内外のシステムとの連

携や利用者の利便性の向上に向けた改善を図り、以下の環境を整備

した。なお、本システムは、オープンソース「ＧＰＬ（GNU General 

Public License）」として公開する。 

【システム連携の拡充】 

①ReaＤ（ＪＳＴ研究開発支援総合ディレクトリ）へのデータ提供

が可能 

②島根大学学術情報リポジトリＳＷＡＮと双方向のデータ連携を

実現 

③学内の生涯学習、産学連携データベースとの統合、学務情報や人

事システム等とのデータ連携など、他システムとの共生に配慮 

【利用者の利便性の向上】 

①多目的利用を念頭に汎用性を高めるため、データの出し入れ（イ

ンポート、エクスポート）の機能を設定 

②希望年度データのコピー機能、豊富なＱ＆Ａなど、支援ツールの

充実 
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【１９６】 

 役員会・教育研究評議会・経営協

議会等の議事要旨をホームページ

等で学内外に公開する。 

  

Ⅲ 

 （平成 20 年度の実施状況概略）   

【１９６】 

(16 年度に実施済みのため、21 年度

は年度計画なし) 

 （平成 21 年度の実施状況） 

 

 

 ウェイト小計   

ウェイト総計   

 〔ウェイト付けの理由〕 
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Ⅰ-（３）自己点検・評価及び情報提供に関する特記事項等  

【共通事項に係る取組状況】 

 

１．中期計画・年度計画の進捗管理や自己点検・評価作業の効率化 

【平成 16～20事業年度】 

① 年度計画の進捗状況について、中間報告としてとりまとめていたものを

見直し、状況の確認方法を簡素化し、課題点・問題点を中心に整理するこ

とで、業務の効率化を図った。 

  

２．情報公開・情報発信の取組み 

 

（１）情報公開の取組 

【平成 16～20事業年度】 

① 本学ホームページの「組織に関する情報欄」に法人の目的・組織の概要

等を、「業務に関する情報欄」に法人の中期目標、中期計画、年度計画、業

務の実績報告等を、「財務に関する情報欄」に財務諸表及び決算報告書等を、

「評価・監査に関する情報欄」に評価結果及び監査報告書等をそれぞれ掲

載し、学内外に公開した。 

② 透明性の高い大学運営を行うため、役員会、経営協議会、教育研究評議

会の議事要録にまとめ、本学ホームページに掲載し、その内容を学内外に

公開した。 

③ 教員の公募のための選考基準を本学ホームページに掲載し、選考結果の

公表に関する申し合わせに沿って選考結果をホームページに掲載した。 

 

（２）情報発信の促進 

【平成 16～20事業年度】 

① 地域社会への情報発信として、地域向け広報誌「広報しまだい」を作成

し、本学の諸活動のアピールに活用した。 

② 定例の記者会見を実施し、教育・研究・医療に関する話題、学生の活動

状況等の情報発信を行うとともに、その発表内容を別途、本学ホームペー

ジに掲載し公表した。 

③ 研究活動に関する情報提供の一環として、実績のある研究を学外にわか

り易く紹介した「島根大学のお宝研究（特色ある島根大学の研究紹介）」を

発刊するとともに、本学ホームページに掲載した。 

④ 「島根県経済４団体との懇談会」を開催し、本学の諸活動を紹介すると

ともに、本学の取組みに対する意見や要望を聴く機会を継続して設けた。 

⑤ 本学所蔵の絵画、書簡、古文書、図録等の貴重資料を高精細画像でデジ

タル化する「デジタルアーカイブシステム」を構築し、学内外に提供した。 

⑥ 島根大学憲章の精神を一言で表すキャッチフレーズ「人とともに 地域

とともに 島根大学」と学章を組み込んだロゴマーク等を用いた広報活動

が、地域とともに発展することを目指す本学のコンセプトが伝わるものと

して評価され、第 32回島根広告賞「ＣＩ（Corporate Identity）部門」で

金賞を受賞した。 

【平成 21事業年度】 

① 同窓生との交流を目的に、島根大学同窓会連合会との共催で「島根大学ホ

ームカミングデー」を開催し、開学記念 60周年記念大会として、歓迎式典、

パネル上映、キャンパスツアー等を実施した。 

② 「島根県の高等教育の未来を考える」と題するシンポジウム「大学教育合

同フォーラム in島根 2009」を開催し、基調講演、ＧＰ等の先進事例の報告、

パネルディスカッション、フロアディスカッションを行った。 

③ 「産学官連携推進会議（会場:国立京都国際会館）」に出展し、ZnOのナノ

材料や水質浄化技術を中心とした研究成果や産学連携活動を紹介した。ま

た、「出雲産業見本市 2009（会場:出雲ドーム）」に出展し、地元産業界に新

しい医療技術などの研究シーズを紹介した。 

 

【その他の特記事項】 

 

１．大学評価体制の充実 

【平成 16～20事業年度】 

① 大学評価評議会を設置し、大学評価の基本方針を定め、評価結果の共有や

活用について全学的に対応する体制を構築した。 

② 個人評価及び第三者評価機関等による評価に関する全学的な基本方針を

策定した。 

③ 役員会の下に法人評価部門を設置し、中期計画・年度計画の進捗状況を検

証し、最終的な実施状況を自己評価する体制を整備した。 

④ 法人評価部門の下に５つのワーキング・グループを設置し、業務実績の総

括及び教育研究等の達成状況及び水準の分析を行った。 

⑤ 評価室に認証評価部門を設置し、学校教育法に基づく教育研究に係る第三

者評価を受審する体制を整備した。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

（４） その他の業務運営に関する重要事項 

① 施設設備の整備・活用等に関する目標 

 

中
期
目
標 

① 施設・校地の点検・評価に基づき、教育研究スペースの適正化・活性化を図り、長期的な施設整備の構想を立案し、計画的な整備と管理を行う。 

② キャンパスアメニティの向上、エコロジーキャンパス、キャンパス緑化等を推進し、豊かなキャンパスづくりを図る。 

③ ユニバーサルデザイン、環境保全等の社会的要請に十分配慮する。 

④ 民間資金等の導入による施設整備やその管理運営等を含め、特色ある施設整備や施設管理の推進を図る。 

 

中期計画 平成 21 年度計画 

進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

ｳｪｲﾄ 

中

期 

年

度 

中

期 

年

度 

【１９７】 

平成１７年度末までに、全学的な

施設の整備･利用状況に関する点

検・評価を実施し、それに基づいて

施設整備の長期構想を見直す。 

  

Ⅲ 

 （平成 20 年度の実施状況概略） 

施設の有効活用を図るため、各学部の施設検討委員会等の規程に、

整備実施後のスペース等について評価する規定を整備した。また、

施設整備委員会において全学的な評価方法（共用スペース使用者選

定審査シートによる評価）を決定した。 

総合理工学部２号館に全学共用スペースを確保し、生涯学習教育

研究センター、島根大学・寧夏大学国際共同研究所島根大学分室、

男女共同参画推進室、産学連携センター及びその他新規プロジェク

ト用としての活用を決定した。 

病院再開発計画と整合した出雲キャンパスマスタープランを作成

した。 

 

 

 

 

【１９７】 

○ 各学部の施設検討委員会にお

いて、施設整備事業の計画及び整

備実施後のスペースについて、評

価を実施し、全学共用スペースの

有効活用を図る。 

○ 出雲キャンパスについては、病

院再開発計画及び「（出雲）キャ

ンパスマスタープラン」を整合さ

せながら施設の有効活用を図る。 

 

Ⅲ 

（平成 21 年度の実施状況） 

○ 松江キャンパスでは、平成 20 年度に耐震改修工事が完了した教

育学部棟、総合理工学部棟について、研究室・学部共用室等の配

置を見直し、総合理工学部２号館内に全学共用スペースを設け、

平成21年４月から全学共用スペースとして利用を開始した。また、

施設マネジメント評価の基礎データを収集するため、全学の施設

利用状況調査を実施し、平成 22 年度中にまとめることとした。 

○ 出雲キャンパスについては「（出雲）キャンパスマスタープラン」

と整合させた病院再開発を引き続き計画どおり実施するととも

に、臨床研究棟改修において、設備更新等により設備スペースの
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集約を行い、教育研究スペースを拡充する等の有効活用を図った。 

病院再開発については、年度計画【２０２】の『判断理由（計

画の実施状況等）』を参照。 

【１９８】 

教室の全学管理による効率的運

用を図る。 

  

Ⅲ 

 （平成 20 年度の実施状況概略） 

総合理工学部棟及び教養講義室棟１号館の改修に伴い、教室の全

学管理による効率的な運用により、講義を円滑に実施した。教室現

代化年次計画に沿って平成 20 年度整備計画を完了した。 

  

【１９８】 

○ 「教室現代化年次計画」に沿っ

て、平成 21 年度教室整備計画を

実施するとともに、引き続き全学

管理のもと効率的に運用する。 

 

Ⅲ 

（平成 21 年度の実施状況） 

教養講義室棟１号館（100 教室）を改築し、講義、講演会、研究会、

研修会、ミニコンサート等、多目的利用が可能な 380 人収容の島根

大学ホール（大規模講義室）を竣工し、教室現代化年次計画に沿っ

た整備を完了した。 

大学ホール設備の整備状況については、年度計画【１８６】の『判

断理由（計画の実施状況等）』を参照。 

 

【１９９】 

 設備・機器の共同利用による有効

活用を推進する。 

  

Ⅲ 

 （平成 20 年度の実施状況概略） 

共同利用機器の整備にあたっては、研究設備整備委員会で審査・

審議のうえ、高額共同利用機器の更新及び新規導入を継続的に進め

た。また、導入した共同利用機器に関する利用講習会を開催するな

ど研究設備の有効利用促進に取り組むとともに、現有設備リストや

利用講習会案内等の Web 公開を推進した。 

  

【１９９】 

○ 研究設備の有効利用について

一層推進するとともに、引き続き

共同利用機器の整備を進める。 

 

Ⅲ 

（平成 21 年度の実施状況） 

学内共同教育研究施設である総合科学研究支援センターの遺伝子

機能解析、物質機能分析、実験動物及び生体情報・ＲＩ実験の各分

野に計 35 品目の高額共同利用機器を整備するとともに、これらを学

内Ｗｅｂサイトのリストに追加した。また、利用者講習会を昨年度

に引き続き開催し、機器の共同利用の促進を図った。 

 

【２００】 

 平成２１年度末までに校地の利

用に関する点検・評価を実施し、校

地利用計画を策定し計画的・重点的

整備を行う。 

  

Ⅲ 

 （平成 20 年度の実施状況概略） 

松江キャンパスでは、松江キャンパスマスタープランの「ゾーニ

ング計画」に基づき、総合理工学部２号館南側に駐輪場を整備した。 

出雲キャンパスでは、病院再開発計画及び出雲キャンパスマスタ

ープランに基づき、外来駐車場の拡張を行うとともに、立体駐車場

の整備計画を立案した。 
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 【２００】 

○ 松江キャンパスについては、

(松江)キャンパスマスタープラ

ンの「ゾーニング計画」に基づき、

道路、歩道、駐輪場、駐車場等の

整備を引き続き実施する。 

○ 出雲キャンパスについては、病

院再開発計画及びキャンパスマ

スタープランに整合した道路、駐

車場等の整備を引き続き実施す

る。 

  

Ⅳ 

（平成 21 年度の実施状況） 

○ 松江キャンパスでは、大学前バス停付近歩道の拡張工事に伴う

補償工事に併せ南側生垣を整備するとともに、南側生垣に隣接す

る駐車場を整備した。また、既存自転車駐輪場の老朽化した屋根

の撤去計画をまとめ、平成 22 年度に実施することとした。 

○ 出雲キャンパスでは、附属病院において災害時の被災者避難場

所、また、応急処置対応の大型テント代わりになるよう、支柱に

電源及び水道の設備を完備した外来患者用立体駐車場（２階

建:458 台収容）を整備した。 

駐輪場等の整備状況については、年度計画【２０３・２０４】の

『判断理由（計画の実施状況等）』を参照。 

  

【２０１】 

学生の教育や福利厚生に関する

環境整備については、キャンパス間

及び部局間のバランスに配慮して

整備を進める。 

  

Ⅲ 

 （平成 20 年度の実施状況概略） 

松江キャンパスでは、学生サービスの充実・向上を図るため、進

路・就職の相談、支援等を行うキャリアセンターをはじめ、学生支

援に関する業務を集約した学生支援センター（延面積 656 ㎡）を新

築した。また、総合理工学部１号館及び教養講義室棟１号館の耐震・

機能改修を実施した。 

出雲キャンパスでは、医学部共同研究棟の耐震・機能改修を実施

するとともに、大学院生研究スペースを確保し、生活環境整備を図

った。 

  

【２０１】 

○ 松江キャンパスについては、

(仮称)大学ホール、教養講義室棟

及び旧奧谷宿舎の環境整備を順

次実施する。 

○ 出雲キャンパスについては、医

学部臨床研究棟耐震改修時に研

究室等の環境整備を実施する。 

 

Ⅲ 

（平成 21 年度の実施状況） 

○ 松江キャンパスでは、島根大学ホールの新築（教養講義室１号

館 100 番教室改修）工事に併せ、教養講義室棟１号館の耐震改修

工事を行い、また、旧制松江高等学校外国人宿舎（旧奥谷宿舎）

を修復して、ミュージアムへの改修工事を完了した。 

○ 出雲キャンパスでは、医学部臨床研究棟耐震改修工事に伴い、

講座配置を見直し、集約が可能となり教育研究活動の活性化を図

った。また、間仕切り壁等の変更を実施し教育研究に柔軟に対応

できる仕様とした。その他、空調設備及び給排水設備の改修によ

り、研究室等の省エネルギーを図ると共に環境改善を実施した。 

 

【２０２】 

附属病院の施設・設備計画を策定

し、計画的に推進する。 

  

Ⅲ 

 （平成 20 年度の実施状況概略） 

病院再開発に関し、病棟増築工事に着手した。既存病院建物の改

修計画・移行計画等を作成し、平成 22 年度施設整備概算要求に向け

た準備を行った。 
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 【２０２】 

○ 病院再開発に関し基本計画を踏

まえ新病棟の建設(平成 23 年６月

完成)を行うとともに、既存建物の

改修について準備を進める。 

  

Ⅳ 

（平成 21 年度の実施状況） 

新病棟の建設（平成 23 年６月完成）を引き続き計画どおり実施す

るとともに、平成 22 年度から始まる既存病棟の改修について、公募

型プロポーザル方式により設計業者を決定した。 

 また、島根県西部の医療体制を補うため、病院敷地内に救急搬送

用ヘリコプターが離着陸できる専用ヘリポートを完成させた。 

  

【２０３】 

平成１９年度末までにキャンパ

ス環境を見直し、歩車道、駐車・駐

輪場、緑化等の屋外環境の見直しと

ともに、省エネルギー、廃棄物対策

等の環境マネージメント計画を策

定する。 

  

Ⅳ 

 

 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

松江キャンパスでは、松江キャンパスマスタープランの「ゾーニ

ング計画」と整合した駐輪場及びアメニティースペースを整備する

とともに、西川津地区構内車両交通規則の見直しを行い、入構規制

を強化するとともに、守衛・外注警備員による駐輪指導を５月及び

10 月に実施し、学内交通ルールの周知・徹底を図った。 

出雲キャンパスでは、駐輪場整備及び病院再開発に伴う駐車場整

備を行い、あわせて外注警備員による入構指導を行うなど、学内交

通ルールの周知・徹底を図った。 

  

【２０４】 

平成２０年度末までに環境管理

システムを確立する。 

【２０３、２０４】 

○ 松江・出雲両キャンパスにおい

て、環境マネジメントシステムの

ＰＤＣＡサイクルにより、安全で

快適なキャンパス環境の向上を

目指し、学内交通ルールの周知・

徹底を図る。 

 

Ⅲ 

（平成 21 年度の実施状況） 

松江キャンパスでは、駐輪指導を（年２回）実施し、学内での交

通ルールについて周知・徹底を図った。また、本部棟周辺の交通ル

ールを見直し、自動車の通行方向を変更した。 

出雲キャンパスでは、構内の自動車通行に関し、車両速度の減速

に有効なハンプ（緩衝帯）を設置し構内交通の安全を確保した。ま

た、キャンパス環境向上のため、看護学科棟周辺に新たに駐輪場を

設置するとともに、指定場所以外の駐輪を防止するため、駐輪防止

バリカーを設置した。 

 

【２０５】 

広く開かれた大学として身体障

害者や高齢者等に配慮した施設を

整備する。 

  

Ⅲ 

 

 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

松江キャンパスでは、教育学部棟に身障者エレベーターの整備を、

また、総合理工学部１号館の身障者エレベーターの改修を実施した。 

出雲キャンパスでは、医学部共同研究棟改修に伴い身障者対応ト

イレ及びスロープを、また、共同研究棟に自動扉を、基礎研究棟に

身障者エレベーターをそれぞれ整備した。 

  

【２０５】 

○ 松江キャンパスについては、附

属図書館(本館)エレベーターの

整備を検討する。 

 

Ⅲ 

（平成 21 年度の実施状況） 

○ 松江キャンパスでは、附属図書館（本館）エレベーターの整備

について検討した結果、「附属図書館（本館）改修事業（施設整備

費補助金概算要求）」による整備として進めることを決定した。ま
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○ 出雲キャンパスについては、医

学部臨床研究棟及び事務棟の耐

震改修時にスロープおよびエレ

ベーターを順次整備する。 

た、島根大学ホールの新築（教養講義室１号館 100 番教室改修）

に伴い、同ホールに身障者用リフトを新たに整備した。 

○ 出雲キャンパスでは、医学部臨床研究棟及び事務棟の耐震改修

時にスロープ及びエレベーターを整備した。 

【２０６】 

 学生寄宿舎、福利厚生施設、保育

施設、駐車場等の整備方法や管理方

法の見直しを実施する。 

  

Ⅲ 

 

 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

市場調査アンケートの検証を踏まえ、学生寄宿舎の整備にあたり、

民間事業者に委ねる事業手法の方向性が認められたため、外部資金

導入による整備を進めることとし、整備の検討を行った。 

その他、松江キャンパスの空調設備更新に関し、外部資金導入に

よる整備を検討していたが、空調設備更新を必要とする対象建物が

小規模となり、外部資金導入によるメリットが無くなったため、建

物の改修及び基幹整備事業による整備（中央熱源を撤去し個別ヒー

トポンプ方式を採用）を決定した。 

  

【２０６】 

○ 学生寄宿舎の整備について、民

間資金の調達方法等引き続き検

討を行い、その整備に取り組む。 

 

Ⅳ 

（平成 21 年度の実施状況） 

学生寄宿舎について、平成 22 年度から民間資金の借入により整備

する方向で具体的な整備計画の検討を行い、収容人数は現状と同規

模程度で、留学生の増を考慮した留学生宿舎を確保する新築及び改

修による整備事業計画をとりまとめた。 

 

 ウェイト小計   
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

（４）その他の業務運営に関する重要事項 

② 安全管理に関する目標 

 

中
期
目
標 

① 研究・実験施設、教室、附属病院等における、安全衛生管理を徹底して、教職員の健康と安全を守る環境整備と、学内での事故防止に努める。 

② 化学物質、ＲＩ、実験廃液及び廃棄物処理等の安全管理を図り、安全で快適な教育研究環境の確保を図る。 

③ 自然災害や人的災害及び原発事故等に対する安全性の確保に努める。 

④ 高度情報化を推進するため、情報資産のセキュリティ対策の充実を図る。 

 

中期計画 年度計画 

進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

ｳｪｲﾄ 

中

期 

年

度 

中

期 

年

度 

【２０７】 

 労働安全衛生法を踏まえた安全

衛生管理体制を整備し、毎年度点検

を行うとともに、必要な事項につい

ては建物の改修、設備等の改善を含

めた適切な対策を講ずる。また、要

員の研修・教職員・学生の意識啓発

活動を強化する。 

  

Ⅲ 

 （平成 20 年度の実施状況概略） 

衛生管理者等による職場巡視結果等を踏まえた「実験室等改善対

策事業」として、局所排気装置設備の整備計画（平成 19 年度から平

成 21 年度まで）における年次計画に沿った整備を実施した。また、

衛生管理者としての資格を取得させた。（第１種７名、第２種２名）。

なお、資格取得者の累計数は次のとおり。 

  第１種衛生管理者   34 名（松江地区 24 名、出雲地区 10 名） 

  第２種衛生管理者   15 名（松江地区 11 名、出雲地区 ４名） 

  衛生工学衛生管理者   ２名（松江地区） 

特定化学物質及び有機溶剤を使用する教職員及び実験に携わる学

生を対象に、ビデオ教材等を使用した安全衛生教育を実施した。 

労働安全衛生マネジメントシステムの構築に向けて、要員養成の

ためリスク管理に関する研修会に担当職員を参加させた。また、組

織体制に関し、労働安全衛生委員会とＥＭＳ実施委員会の一部（安

全衛生、リスク管理）を統合したマネジメントシステム構築の検討

を行った。 
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 【２０７】 

○ 産業医、衛生管理者及び衛生工

学衛生管理者による職場巡視結

果を踏まえ、改善を要する事項に

ついては、引き続き、施設及び設

備の適切な改善策を講ずる。 

○ 安全衛生管理体制をさらに充

実させるため、引き続き、衛生管

理者等の養成を実施する。 

○ 特定化学物質及び有機溶剤を

使用する教職員及び学生に対し、

安全衛生教育を引き続き実施す

る。 

○ 労働安全衛生マネジメントシ

ステムの構築に向けて、引き続

き、組織体制、リスク管理等の検

討を行う。 

  

Ⅲ 

（平成 21 年度の実施状況） 

○ 衛生管理者等による職場巡視結果に基づく職場環境（施設及び

設備等）改善指摘事項に対し、大学会館避難口の整備、附属図書

館書架等の転倒防止対策、実験系産業廃棄物置場の改修等を実施

し改善を図った。 

○ 衛生管理者等を養成するため、第１種９名（松江事業場５名、

出雲事業場４名）、第２種３名（松江事業場３名）に資格を取得さ

せた。 

○ 特定化学物質及び有機溶剤を使用する教職員及び実験に携わる

学生を対象とした安全衛生教育については、当該教職員・学生の

所属部局の安全衛生委員会委員による集合研修会を開催した。 

○ 労働安全衛生マネジメントシステムの構築に向け、準備体制の

検討を重ね、労働安全衛生コンサルタントによる安全衛生診断の

実施及びリスク管理の整理等を順次行うこととした。 

  

【２０８】 

 ＰＲＴＲ法（「特定化学物質の環

境への排出量の把握等及び管理の

改善の促進に関する法律」）等の法

律に従い化学物質（ＲＩを含む）の

消費、貯蔵、実験廃液及び廃棄物処

理の安全管理に努め、これらを一元

的に管理するシステムを構築する。 

  

Ⅲ 

 

 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

本学の薬品管理の現状として、化学物質の消費、貯蔵管理に関し

ては各実験系研究室で従来からの台帳管理が浸透していること、ま

た、学内関係諸規則等で薬品管理に関し規定し適正かつ迅速な管理

体制を整備していることなど、ＰＲＴＲ法の求める基準を充分に満

たす状況にあり、学内ＬＡＮを用いた薬品管理システムの運用によ

らず、現状の管理方法を徹底することとした。 

本学における薬品管理体制の基盤の検討による有害物質の安全管

理体制については、上記のとおり中期目標・中期計画に掲げた事項

を充分に確保できる体制を整備した。 

  

【２０８】 

○ 実験廃液処理等に関するマニ

ュアルの見直しを行い、引き続き

安全管理に努める。 

 

Ⅲ 

（平成 21 年度の実施状況） 

実験系廃棄物・廃液管理手引きについて見直しを行い、実験系廃

液等の搬出区分及び搬出表の細分化等を図り、廃液等の中身を明確

にし、廃液処理等がより安全に行えるよう改訂版（第４版）を発行

し、実験に携わる教職員・学生に周知した。 
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【２０９】 

 平成１７年度末までに全学的な

廃棄物処理規程を制定するととも

に集積場所を整備する。 

  

Ⅲ 

 （平成 20 年度の実施状況概略） 

 

  

【２０９】 

(18 年度に実施済みのため、21 年度

は年度計画なし) 

 （平成 21 年度の実施状況） 

 

 

【２１０】 

 各種防災設備の設置状況、避難動

線の確保について点検し、エネルギ

ー供給等インフラ整備の防災性能

上の検証を行う。 

  

Ⅲ 

 （平成 20 年度の実施状況概略） 

防災設備の点検及び施設パトロールを実施するとともに、防災設

備の機能強化に向け、緊急放送設備等の改善を行った。最新防災設

備等の導入に関し、インターネットによる地震警報装置のデモンス

トレーションを受け、費用対効果等の総合的な見地から検討したが、

現時点においては期待する効果は薄いと判断し、同装置の導入は見

送ることとした。 

平成 21 年６月１日施行の消防法の一部改正(平成 19 年６月 22 日

公布(平成 19年法律第 93号))に伴う自衛消防組織の整備計画の立案

及び地震（震度６強）による被災状況を想定し、その対応策等を明

記した消防計画策定の調査に着手した。 

松江キャンパス内全体を網羅する無線塔の設置、無線局の開設及

び救護・避難誘導用品等の整備を行い、これら新規の装備品等を使

用した防災訓練の実施により、その有効性を確認した。 

  

【２１０】 

○ 防災設備の点検及び施設パト

ロールによる防災設備の機能点

検結果等に基づき、防災設備の整

備を行う。 

 

Ⅲ 

（平成 21 年度の実施状況） 

防災設備の点検及び施設パトロールによる防災設備の機能点検結

果に基づき、松江キャンパスでは、第一体育館の屋内消火栓配管の

漏洩改修工事を実施した。また、出雲キャンパスでは、附属病院の

基幹・環境整備事業において老朽化した屋外消火栓配管を取り替え

た。 

 

【２１１】 

 防災、防犯管理、建物の入退室管

理及びビル管理等を適切に実施し、

キャンパスの安全性を確保するた 

  

Ⅳ 

 （平成 20 年度の実施状況概略） 

教職員・学生を対象とした学内防火・防災訓練、及び島根県・松

江市と連携した防災伝達訓練等を実施した。教職員・学生に対し、

島根県作成の「原子力防災のしおり」を配布するとともに、島根県 
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めのセキュリティマニュアルを制

定して、教育・訓練を実施する。 

【２１１】 

○ 危機管理マニュアル及び災害

対策マニュアルの見直し検討結

果に基づき、引き続き、島根県・

松江市と連携した防災訓練(原子

力、地震、風水害、火災等)及び

教職員、学生を対象とした防災教

育を実施する。 

  原子力防災課が主催する原子力防災教育見学会に参加した。また、

教育学部附属中学校において、緊急通報・連絡訓練及び避難訓練等

の原子力防災訓練を実施した。 

事務組織の集約化に対応した島根大学自衛消防隊に再編成すると

ともに、防火・防災訓練及び火災発生時における初期対応手順につ

いて、通報手順、初期消火手順及び避難誘導手順の改善を行った。 

また、環境安全施設硫化水素発生事故の原因等を検証し、再発防

止に向けた実験系廃液処理手順の見直し・改正を行った。併せて危

機管理・災害対策マニュアルの見直しの検討を行った。 

  

 

Ⅲ 

（平成 21 年度の実施状況） 

消防法の一部改正（平成 21 年６月施行）により設置が義務付けら

れた自衛消防組織の要員を養成するため、防災管理者・統括管理者

等の資格を取得させる（資格取得者：防災管理者８名、自衛消防業

務講習 24 名）とともに、自衛消防組織の活動内容と本学危機管理マ

ニュアル及び災害対策マニュアルとの整合性について検討し、見直

し結果を防災・防火訓練時に反映させた。 

防災・防火訓練では、大規模地震（震度６）を想定した訓練を実

施し、当該訓練において教職員・学生を対象に消防機関による防災・

防火教育を実施した。 

また、島根県・松江市と連携した原子力防災訓練を実施し、当該

訓練時には原子力防災のしおりを配布し防災に関する意識の啓発を

図った。 

 

【２１２】 

附属学校の幼児・児童・生徒の安

全な学校生活を保障するため十分

な安全対策を講ずる。 

  

Ⅲ 

 （平成 20 年度の実施状況概略） 

 

  

【２１２】 

(17 年度に実施済みのため、21 年度

は年度計画なし) 

 （平成 21 年度の実施状況） 
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【２１３】 

 高度のセキュリティ水準を確保

するため情報セキュリティ研修を

実施する。 

  

Ⅲ 

 （平成 20 年度の実施状況概略） 

情報副読本「学術情報リテラシー」を改訂し、新入生に配布し、

授業にも活用した。教職員・学生を対象とした情報セキュリティ講

習会を２回開催した。また、民間企業等と共同で情報セキュリティ

セミナー2008 を開催した。 

学内構成員の意識啓発のため、情報セキュリティ委員会のホーム

ページを開設し、情報セキュリティに関する情報等を掲載した。 

  

【２１３】 

○ 引き続き情報セキュリティ講

習会・セミナーを実施し、学生・

教職員に対して情報セキュリテ

ィに関する啓発、情報セキュリテ

ィポリシーの周知を図る。 

 

Ⅲ 

（平成 21 年度の実施状況） 

情報セキュリティ講習を従来の集合研修方式からｅ-ラーニング

システムによる個別研修方式を採用して教職員に対し実施した。学

生にもこの講習を受講させるとともに、新入生には、改訂した情報

副読本「学術情報リテラシー」を配布し、授業での活用を通じて意

識の啓発を図った。 

また、情報セキュリティの管理面・技術面からの対策に関する

「2009 年度情報セキュリティセミナー」を２日間の日程で開催し、

独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）の専門家を講師に迎え、

管理者や経営者を対象とするマネジメントコース（入門編、実践編）、

技術者対象の技術コース（標準編、専門編）の４コースを開講し延

べ 184 人が参加した。 

 

【２１４】 

 情報セキュリティ対策マニュア

ルの評価・見直しを行い、適切な措

置を講ずる。 

  

Ⅲ 

 （平成 20 年度の実施状況概略） 

情報セキュリティ対策実施相談・支援窓口を設置し、各部局にお

ける実施手順書の策定の促進及び実施手順書の運用状況の点検、指

導を実施した。 

また、オンラインセキュリティ技術管理形態検討ワーキンググル

ープを設置し、本学のネットワーク形態に応じた情報セキュリティ

強化策案を取りまとめた。 

  

【２１４】 

○ 情報セキュリティマニュアル

の評価・見直しを引き続き行い、Ｐ

ＤＣＡサイクルにより適切な措置

をとる。 

 

Ⅲ 

（平成 21 年度の実施状況） 

情報セキュリティマネジメントの一環として、各部局の実施手順

書の運用状況に関する調査を実施し、見直し状況を確認した。 

 情報セキュリティに関する事故発生時には、当該部局を情報セキ

ュリティ対策実施相談・支援窓口が支援し、情報セキュリティ対策

基準・実施手順書に沿って適切に対処した。 

また、ネットワークセキュリティの技術的な対策を検討し、強化

策を講ずることとした。 
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 ウェイト小計   

ウェイト総計   

 〔ウェイト付けの理由〕 
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Ⅰ-（４）その他の業務運営に関する重要事項に関する特記事項等  

【共通事項に係る取組状況】 

 

１．適切な施設マネジメント 

 

（１）施設の整備計画及び有効活用 

【平成 16～20事業年度】 

① 施設に関する目標、基本方針、整備方針及び施設マネジメント方針を定

め、松江キャンパスでは、ゆとりの空間を創出する「学内交流ゾーン」、自

然を生かした「緑化ゾーン」など、環境との調和を図ったキャンパスマス

タープランを作成した。また、出雲キャンパスでは、附属病院の再開発計

画を踏まえ、計画と整合したキャンパスマスタープランを作成した。 

② 施設の点検・評価を行い、建物の耐震改修を進めるとともに、高齢者や

身体障害者等に配慮した施設整備計画に沿って学内の各施設に専用トイ

レ、エレベータ、進入スロープ、自動扉等を順次整備した。 

③ 全学的な見地から教育研究のニーズに応じた施設の有効活用のため、全

学共用スペースを確保し、運用要領を定め、全学の共通施設や複数の研究

者が利用する研究スペース等に提供した。 

【平成 21事業年度】 

① 松江キャンパスでは、大学周辺の景観との調和を図るため、周辺の整備

（歩道の拡張、電線の地中化）に伴い、これに隣接する本学敷地南側の生

垣を整備した。 

② 出雲キャンパスでは、附属病院に災害時の災害緊急避難場所として、ま

た、救急処置対応の大型テント代わりになるよう、支柱に電源及び水道設

備を完備した外来患者用の立体駐車場を整備した。 

③ 医師不足が深刻な島根県西部の医療体制を補うため、県西部の病院から

患者を救急搬送するため、ヘリコプターが離着陸できる専用ヘリポートを

附属病院敷地内に完成させた。 

④ 登録有形文化財に登録された旧制松江高等学校外国人宿舎を修復し、サ

テライト施設:島根大学ミュージアムとして、常設展示及び市民講座や体験

教室などの開放事業に活用した。 

 

（２）省エネルギー対策 

【平成 16～20事業年度】 

① 「島根大学環境方針」に省資源、省エネルギー、廃棄物の減量化等を図

る基本方針を定め、環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）実施委員会を中

心に省エネルギー対策を実施した。 

② 電気使用量の削減、都市ガスの熱量変換等により、松江キャンパスの温

室効果ガス（CO2）の排出量を削減した。 

③ 省エネルギー計画に基づき、出雲キャンパスの冷熱源設備の改修をＥＳ

ＣＯ(Energy Service Company)事業で実施し、温室効果ガスの排出量を削

減した。 

④ 節水対策の一環として、出雲キャンパスの水中タンクの増設、節水ゴマ

の設置により、上下水道の使用量を減少させた。 

⑤ 一般廃棄物のリサイクル、紙資源の減量化、実験系廃液・廃棄物の分別

の徹底により、教育、研究、診療の環境負荷を低減した。 

 

２．危機管理への対応 

 

（１）危機管理体制の推進 

【平成 16～20事業年度】 

① 危機管理に対する本学の方針として「危機管理体制整備に関する基本的

な考え方」及び「島根大学危機管理指針」を定めた。 

② 上記の指針等に基づき、大学が直面する危機についてそのリスク内容を

調査・分類するとともに、３段階の危機レベルを設定し、総合的な危機対

応マニュアルとして「危機管理マニュアル」を作成した。また、危機管理

マニュアルに基づき、個別の危機に対応するものとして、災害・事故に関

する「災害対策マニュアル」を作成した。 

③ 国民保護法に基づく島根県の原子力防災に係る情報伝達訓練、緊急避難

訓練に関連機関と連携して参画した。 

④ 松江キャンパスで、地震発生等の初期対応及び火災発生時の初期消火、

通報、避難誘導等について、災害対策本部等の活動体制の確立を図るため、

防災・防火総合訓練を実施した。また、附属学校、附属病院、学生寮等の

団地ごとにおいて、それぞれの実情に応じた訓練を実施した。 

⑤ 情報セキュリティ対策として、「情報セキュリティ対策基準」、「実施手

順書」及び個人情報の安全管理に関する「個人情報安全管理マニュアル」

を作成するとともに、学内説明会を実施して学内関係者の意識啓発を図っ

た。 

【平成 21事業年度】 

  ① 附属病院への患者の救急搬送を想定した離着陸訓練、地上警戒訓練、医

療資機材の確認等を島根県の防災ヘリコプターを使用し、医師等が実機に
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搭乗して実施した。 

 

（２）不正経理等の防止 

【平成 16～20事業年度】 

① 業務運営に関する違法、不正・不当行為の早期発見及び是正を図り、公

正な業務運営と社会的信頼の維持に資するため、内部通報に関する規則を

整備した。 

② 研究不正防止対策について「研究活動の不正行為の防止に関する規則」

を制定するとともに、不正発生要因の把握、防止計画の策定・実施のため、

「公的研究費等不正防止計画推進室」を設置した。 

③ 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」

に沿って不正防止への取組みに関する内容（機関内の責任体制の明確化

等）を公表し、本学ホームページに掲載した。 

【平成 21事業年度】 

① 会計経理の適正な執行を行うための「発注者綱紀保持マニュアル」を作

成し、関係職員に周知するとともに、「契約事務マニュアル」の改訂を行

い、順守すべき事項を改めて周知した。 

 

【その他の特記事項】 

 

１．安全で快適な教育・研究・診療環境の確保の取組み 

【平成 16～20事業年度】 

① 環境に配慮した活動を推進し、平成 20 年３月、国公私立大学を通じて

全国初の医学部及び附属病院を含む全学での ISO14001の認証を取得した。 

② 松江キャンパス及び出雲キャンパスにＥＭＳ実施委員会を設置し、教員、

職員及び学生の代表が、それぞれの立場から対等に意見を交わす委員とし

て参画し、実施手順の内部監査などの継続的な改善に努めた。 

③ 松江キャンパスでは、外周部に自転車通行道路及び駐輪場を整備し、歩

行者が安心して通行できるよう、キャンパスの中心部に車両進入禁止区域

を設けた。 

④ 本学の環境に配慮した諸活動を推進するため、毎年、環境報告書を作成

し、学内外に公表した。 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

（１） 教育に関する目標 

① 教育の成果に関する目標 

 

中
期
目
標 

① 学部段階では幅広い教養と基礎的な専門知識を身につけ、課題探求能力と問題解決能力を涵養するとともに、修士課程及び博士前期課程では応用

力を養い、博士後期課程では専門分野の学問を修得させ、創造力及び応用力を養う。 

② それぞれの専門を活かして、自主的に進路を選択し、決定できる学生を育成する。 

③ 教育の成果・効果の検証を行い、改善に努める。 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況 

【１】 

授業の目的に応じて少人数教育、セミ

ナー形式による授業、チュートリアル教

育システムの導入やティーチング・アシ

スタント（ＴＡ）及び嘱託講師・教育支

援者の活用等、多様できめ細かな教育を

行う。英語教育については、習熟度別ク

ラス編成を導入する。 

【１－１】 

○ 平成 20 年度に策定した「初年次教育

プログラム・ガイドライン」に基づき、

各学部・学科等において初年次教育科

目を継続・新規開講する。 

○ 教育開発センターの「初年次教育プ

ロジェクト」において、初年次教育プ

ログラムの効果を検証する。 

○ 教育開発センターにおいて、「プロジ

ェクト」を立ち上げ、ティーチングア

シスタント(ＴＡ)を活用した数学補完

授業とＴＡを重点配置した物理分野の

専門基礎教育を、基礎学力向上のモデ

ルケースとして総合理工学部で試行す

る。 

 

教育の成果に関する目標を達成するための最終年度計画すべてを実施

し、中期目標を達成するための取組みを完了した。最終年度は、特に学生

が身につける学習成果や到達目標を明確に設定する視点からの必要な見

直しを、第２期中期目標期間において目指す“教育の質保証を踏まえた学

生満足度の向上”に繋げる取組みとして重点的に実施するとともに、昨年

度に引き続き、教育の成果・効果の検証を活かしたカリキュラム整備等に

取り組んだ。 

 以下、これらの点を中心に、平成 21 年度事業実績の概要を記載する。 

①学生が身につける学習成果や到達目標を明確に設定する視点からの見

直し 

ア．継続的な教育の成果・効果の検証 

教育の成果・効果の検証を継続的に実施し、その結果を教育課程や教

育方法等の改善・質向上に反映させる取組みとして、『卒業生・修了生に

対する教育成果の検証に関する調査』を引き続き実施した。本調査は“学

生は何を学んだのか”という学習成果(ラーニング・アウトカム)を重視

した調査設計としており、結果について全体概要を刊行するとともに、

各学部・学科単位の結果及びその概要についてフィードバックし、改善

に繋げている。 

  また、教育の成果・効果の継続的な検証の新たな取組みとして、平成

21 年度学部入学生を対象にした、入学時・各学年進級時・卒業時に検証

を実施する「学生パネル調査」を開始した。第１次となる入学時のパネ

ル調査(回収率 97％)の結果について、教授会等を通じて学部にフィード

【１－２】 

○ 医学部において、引き続き医学英語

教育への e-learning 導入のための準

備を進める。 

【１－３】 

○ 教育開発センターにおいて、ティー

チング・アシスタント(ＴＡ)の教育効

果を検証する。 
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【１－４】 

○ 特任教員、同窓生・地域及び民間企

業等の専門家を教育支援者として引き

続き活用した教育を実施する。 

バックするとともに、初年次教育など全学の教育プログラムの効果の検

証に充て、卒業生・修了生に対する調査と併せて質保証・向上施策に活

用している。 

イ．自主的・自律的な質保証に向けた取組み 

全学単位での基本的な教育改革及び教育の質保証の改革案の作成、推

進方策等を審議・決議する「教育改革・質保証特別委員会」を設置した(平

成 22 年２月)。 

本委員会は、学長が教育担当理事・副学長の下に設置し、基本案(構想)

を全学に提示するものであり、学部・研究科・外国語教育センターレベ

ルでの教育改革・質保証の推進に繋げるものである。 

また、学位審査に係る透明性・客観性を確保するため、医学系研究科

博士課程(高度臨床医育成コース)の学位論文審査委員に学外委員を加え

た。 

ウ．学部・学科等における、中央教育審議会答申(「学士課程教育の構築

に向けて」)を踏まえた、学生が身につける学習成果や到達目標を明確

に設定する視点からの見直し 

  法文学部ではディプロマポリシーやカリキュラムマップを策定する

とともに、中教審答申に関する理解を深めるための講演会を開催した。

また、人文社会科学系学部の中教審答申に対応した取組みの実態調査を

行い、報告書(『人文社会科学系学部における教育改善に関するアンケ

ート調査報告書』)を作成した。さらに、日本学術会議が進めている「分

野別保証」の検討状況等を把握するため、公開シンポジウム「人文社会

科学系学部における学士課程教育構築の現状と課題」を開催(参加者約

60 名)し、報告書を作成した。 

  教育学部では、教育目標と各授業科目との関連を自己点検するととも

に、学生に周知するシステムとして独自に開発した「目標参照シート」

の改訂を行うことにより、学習成果・到達目標についての必要な見直し

を実施した。 

  なお、この他の学部においても、策定したエッセンシャルミニマムの

点検・見直しや卒業時・修了時アンケート等を通じてエッセンシャルミ

ニマムの修得状況に関する調査を実施した。 

 

②教育の成果・効果の検証を活かしたカリキュラムの整備等 

ア．島根大学憲章に基づいた人材養成を行うための「初年次教育プログラ

ム」の構築 

【１－５】 

○ 外国語教育センターにおいて、効果

的な習熟度別クラス編成を推進すると

ともに、平成 20 年度より設けた、習熟

度の低い学生を対象とする「大学英語

入門」を継続的に実施する。 

【２】 

 平成１７年度末までに、各学部・学科

のエッセンシャルミニマムを策定し、そ

れを含めた教育カリキュラムを構築す

る。 

【２】 

○ 各学部・学科等において、エッセン

シャルミニマムに基づき実施している

カリキュラムについて、中央教育審議

会答申(「学士課程教育の構築に向け

て」)を踏まえ、学生が身につける学習

成果や到達目標を明確に設定する視点

から必要な見直しを行う。 

【３】 

学生が一定の範囲内で他学部開講科目

を容易に履修できるシステムを設定する

とともに、全学開放科目の充実を図る。 

【３】 

○ 新入生に対して、全学開放科目指定

システム(400 科目以上登録済み)を周

知し、重点化して取り組んできた環境

教育やフィールド学習等に関わる履修

可能な他学部・他大学開講科目を案内

する。 

【４】 

放送大学の活用、近隣大学・研究所等

との連携強化によって、単位互換制度を

拡充し、カリキュラムの多様化を図る。 

【４】 

○ 平成 20 年度に改定した放送大学と

の単位互換協定・覚書に基づき、放送

大学の学生を特別聴講学生として受け

入れる。新入生に対して、平成 20 年度

に科目を指定しカリキュラム化した放

送大学開設の基礎科目を周知する。 

○ 平成 20 年度に締結した島根県立大

学との教育の質向上に係る連携に関す

る覚書に基づき、「山陰地区ＦＤ連絡協
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議会」を立ち上げ、ＦＤプログラムの

共同開発及び実施等の活動に取り組

む。 

平成 20 年度に策定した「初年次教育プログラムガイドライン」に基づ

き、全学において 24 の初年次授業を設置し、すべての入学者が受講する

初年次教育プログラムを構築した。なお、これに関するパンフレット

『let’s START TOGETHER 島根大学初年次教育プログラム』を作成

し、新入生に対する本プログラムの理解に繋げている。 

また、教育開発センターにおいて初年次教育プログラムの効果の検証

及び評価として、学生を対象にプレポストアンケートを実施し、その結

果を集計・分析したうえで授業担当者にフィードバックし、その結果か

ら次年度へ向けたＦＤ活動を提案する、本プログラムの PDCA サイクルを

確立した。 

イ．ティーチング・アシスタントを活用した基礎学力向上に向けた試行的

取組み 

  教育開発センターにおいて、大学院生をティーチング・アシスタント

(ＴＡ)に活用したプロジェクト(「数学補完教育プロジェクト」、「物理

分野１年次教育プロジェクト」)を立ち上げ、基礎学力向上のモデルケ

ースとして試行した。 

「数学補完教育プロジェクト」に関して、その効果の検証を行い、Ｔ

Ａが基礎学力向上に大きな役割を果たしたことを確認するとともに、報

告書(『数学補完教育(MathCom)報告書』)を作成した。また、ＴＡ同士の

座談会を通じて集約した意見を教育改善案として教員に提示した。 

ウ．検証を踏まえた教育の質の向上に関するその他の取組み 

  総合理工学部では、JABEE の認定を取得した教育プログラムの質の向

上に引き続き取組むとともに、物質科学科物理分野及び化学分野におい

て中間審査を、数理・情報システム学科情報分野において継続審査を受

審した。生物資源科学部では、平成 20 年度に受審した中間審査での指

摘事項に対応し、授業間の連携の強化等の充実に取組むとともに、それ

を反映したシラバス整備等を行った。 

  また、医学系研究科博士課程と総合理工学研究科博士後期課程の間で

実施していた「医理工連携教育プログラム」に生物資源科学研究科の教

員も参加し、新たに「医理工農連携プログラム」として充実させた。な

お、医理工農連携プログラムの７科目を新たに医学系研究科医科学専攻

修士課程及び総合理工学研究科博士前期課程においても開設した。 

  この他、教育開発センター及びキャリアセンターにおいて、初年次か

らキャリア形成を高めるための方策を検討した。初年次教養教育科目

「先輩に学ぶ島根大学のこころと形」では教育目的を「高校までに修得

【５】 

 理工系分野の教育プログラムについて

は、日本技術者教育認定機構（ＪＡＢＥ

Ｅ）の認定取得が可能となるような教育

環境を整備する。 

【５】 

○ 教育開発センターにおいて、総合理

工学部及び生物資源科学部の JABEE 対

応委員会との連携を強化し、JABEE 関

連担当教員交流会を実施する。 

○ 総合理工学部において、JABEE の認

定を取得した教育プログラムの質の向

上を図るとともに、数理・情報システ

ム学科情報分野では JABEE の継続審査

を受審し、物質科学科物理分野及び化

学分野では JABEE の中間審査を受審す

る。 

○ 生物資源科学部において、JABEE の

認定を取得した教育プログラムの質の

向上を図るとともに、平成 20 年度に受

審した中間審査での指摘事項(授業間

の連携の強化等)への対応を充実させ

る。 
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【６】 

 高度専門職業人の養成を目指したカリ

キュラムを構築するため、修士課程（博

士前期課程）のエッセンシャルミニマム

の策定を含めてカリキュラムの充実を図

るとともに、研究課題遂行にあたっての

指導体制を点検し、改善する。 

【６】 

○ 各研究科において、カリキュラム及

び研究指導体制について、学生が身に

つける学習成果や到達目標を明確に設

定する視点から必要な見直しを行う。 

○ 人文社会科学研究科において、20 年

度から正式に始めた修士論文発表会を

一層充実させ、その成果と問題点を踏

まえ、学生指導の充実を図る。 

○ 教育学研究科において、新設した教

育実習科目の定着を図り、必要に応じ

て教育プログラムの改善を図る。 

○ 生物資源科学研究科において、カリ

キュラム改正にともなう授業科目のシ

ラバスの充実、特別コースのシラバス

の英語版の充実を図る。 

しておくべき力と、大学や職場で必要とされる力の相違を理解する」こ

ととし、キャリア教育の初年次科目としても位置づけられるよう内容の

大幅な変更を行った結果、学生による授業評価アンケートでは高い評価

を得るに至った。また、初年次教養教育科目「人と職業」及び「キャリ

アデザイン」では独自に学生へのアンケート調査を実施し、第２期中期

目標期間に取組むキャリア教育の充実に向け、今後のキャリア教育にお

いて“コミュニケーション能力の高め方”や“対人関係の持ち方・スキ

ル”に関する学習意欲が高いことを確認できた。 

エ．学習者の視点に立った多様できめ細かい英語教育の推進 

多様な教育目的を達成するため、引き続き習熟度別クラス編成を行い

学習者の視点に立った英語教育を行った。また、医学部では、e-learning

教材作成・管理を行うサーバを導入するとともに、ＬＬ教室に

e-learning 用端末を整備し、医学英語教育用 e-learning 導入に必要と

なる環境を整えた。 

【７】 

大学院博士後期課程においては、平成

１７年度末までに専門分野の拡大・整備、

参加教員の充実を行う。 

【７】 

○ 医学系研究科博士課程において、学

位論文審査に学外審査委員が参加でき

るよう要項の見直しを検討する。 

○ 医学系研究科博士課程と総合理工学

研究科博士後期課程において、医・理

工連携教育プログラムを引き続き実施

する。 
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【８】 

 就職・進学意識の向上を図るために、

想定される卒業後の進路や具体的な履修

推奨モデルを示し、履修指導を行う。 

【８】 

○ 各学部・学科等において、卒業後の

進路に対応した履修モデルを点検し、

必要な整備を行う。 

○ 教育学部において、サポートマイス

ター制度を活用した「面接道場」を、

引き続き行う。 

○ 総合理工学部・研究科において、学

部・研究科に関係した業界及び研究教

育機関で活躍している卒業生、修了生

を招いて就職・進学セミナー、講演会

を開催し、就職・進学意識の向上を図

る。 

○ 生物資源科学部において、卒業後の

進路に関する意欲的な取り組みを促す

ため、学外者や卒業生による就職セミ

ナーや、大学院進学セミナーを引き続

き実施する。また、免許資格等の取得

や将来の進路を考慮した履修モデルを

提示するなど、きめ細かな進路指導を

行う。 

【９】 

 就業の動機付けを図り、働くことの意

味を自覚させ、職業意識や職業倫理を高

めるよう、平成１７年度末までに授業科

目の充実を図る。 

【９】 

○ 教育開発センター及びキャリアセン

ターにおいて、初年次教養教育科目「先

輩に学ぶ島根大学のこころと形」、「人

と職業」、「キャリアデザイン」の学習

成果を検証し、初年次からキャリア形

成を高めるための方策を検討する。 

【１０】 

 「大学教育開発センター」（仮称；平成

１６年度末までに新設予定）を中心に、

教養教育を含め教育の成果・効果を検証

し、平成１８年度と平成２１年度にその

結果を公表する。 

【１０】 

○ 教育開発センターにおいて、学部初

年次修了時、学部卒業時及び大学院修

了時の各学生に対して継続的に実施し

ている教育の成果・効果の検証に関す

る調査結果に基づき、それぞれの段階

における教育の課題を明らかにし、公
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表する。 

○ 平成 21 年度学部入学生に対し、入学

時・各学年進級時・卒業時に教育の成

果・効果を継続的に検証する学生パネ

ル調査を開始する。 

【１１】 

「大学教育開発センター」及び各学部

は、上記の検証結果を基に、授業科目の

内容と担当の再検討及び科目数の精選を

行う。 

 

【１１】 

○ 上記の検証結果を踏まえ、教養教育

及び専門教育におけるカリキュラム編

成・授業科目の配置等について、中央

教育審議会答申(「学士課程教育の構築

に向けて」)を踏まえ、学生が身につけ

る学習成果や到達目標を明確に設定す

る視点から必要な見直しを行う。 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

（１） 教育に関する目標 

② 教育内容等に関する目標 

 

中
期
目
標 

① 大学の理念・目的に沿って、知的好奇心が旺盛で勉学意欲があり、目的意識が明確な学生を、多様な入学者選抜方法で受け入れるために、入試実

施体制と入試組織を整備する。 

② 入学者選抜に関する評価を推進し、その改善に努める。 

③ 教育目的･目標に即して教育課程を編成し、体系的な授業内容を提供する。 

④ 社会・地域の多様なニーズに対応した教育システムを整え、グロ－バルな視点から社会にコミットできる学生を育成する。 

⑤ 教育の質を保証する厳格な成績評価を実施する。 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況 

【１２】 

 入学試験の企画・広報・実施・評価等

入試業務を行う「入試センター」（仮称）

を平成１６年度末までに新設する。 

【１２】 

(16 年度に設置後、20 年度まで体制の整

備・充実に取り組んできたため、21 年度

は年度計画なし) 

 

 教育内容等に関する目標を達成するための最終年度計画すべてを実施

し、中期目標を達成するための取組みを完了した。以下、①入学者選抜

関連、②学生が身につける学習成果や到達目標を明確に設定する視点か

らの見直し、③教育の理念・目的に沿った教育課程の充実及び社会・地

域のニーズに対応した教育の推進、及び④教育の質保証に向けた取組み

の観点に沿って、平成 21 年度事業実績の概要を記載する。 

①入学者選抜関連 

  知的好奇心が旺盛で勉学意欲のある目的意識の明確な学生をより多

く受け入れるため、選抜方法等の検証を行い、新たな選抜方法の導入

や募集人員の変更を行った。 

  教育学部では、「子どもや教育活動に関心があり、将来教員になろう

とする強い意志を持つ学生」や「教員に求められる教育実践力を身に

つける意欲のある学生」等を積極的に受け入れるため、平成 22 年度入

試からＡＯ入試を実施した。また、学校教育課程Ⅰ類３専攻(特別支援

教育、自然環境教育及び人間生活環境教育(家政教育コース))及び同課

程Ⅱ類３専攻(健康・スポーツ教育、音楽教育及び美術教育)について

新たに推薦入試を導入した。 

  医学部では、医学科における緊急医師確保対策枠で増員計画した募

集人員枠を一般推薦枠の増員に振り替え幅広く人材を確保することと

した。また、同学部看護学科の推薦入試募集人員の見直しを行い、平

成 22年度入試において一般入試枠５名を推薦入試に振り替えるととも

【１３】 

 入学試験においては、一般選抜、３年

次編入学者選抜のほか、推薦入学者選抜、

社会人特別選抜、帰国子女特別選抜、外

国人留学生特別選抜を行う。 

【１３】 

○ 大学入試の社会的責任に応えるため、

引き続き多様な選抜方法による入試を

実施する。 

【１４】 

 大学入試に関しては、毎年入試の実施

結果を評価し、必要に応じ入学者選抜方

法、募集区分（一般選抜前期日程、後期

日程、推薦入試等特別選抜）ごとの募集

人数等の見直し・改善を行う。 

【１４】 

○ 平成 21 年度入試における志願者、合

格者、入学者等に関するデータを検証

し、選抜ごとの入試実施項目（選抜方法、

科目、配点、問題内容、面接内容、採点

評価基準、合否判定基準等）と入学者受

入方針との整合性等を点検する。 

○ 教育学部において、平成 22 年度から
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導入予定のＡＯ入試について、その選抜

方法を開発し、選抜を行う。 

○ 医学部医学科において、緊急医師確保

対策枠で選抜する募集人員を 5 名から

10 名に増員する。 

○ 医学部看護学科の推薦入試募集人員

の見直しを行う。 

に、平成 23 年度入試からはこの５名分を地域枠推薦入試の募集人員に

することを決定した。 

  その他、総合理工学部数理・情報システム学科の推薦入試に関して、

コースごとの募集人員を明確にするとともに、志願者、合格者及び入

学者等に関するデータの検証に基づいた募集人員の見直しとして、生

物資源科学部における編入学選抜の募集人員を減らすこととした。 

  なお、大学院入試に関して、総合理工学研究科博士前期課程におい

て実施している、留学生が海外在住のまま受験できる選抜方法を、新

たに同研究科博士後期課程においても導入した。 

 

②学生が身につける学習成果や到達目標を明確に設定する視点からの見

直し 

ア．教養教育のカリキュラムの見直し 

  第１期中期目標期間最終年度として、本学が第２期中期目標期間に

目指す“教育の質保証を踏まえた学生満足度の向上”に繋げていくた

めの教養教育案等の作成に取り組んだ。 

  共通教養科目の履修を「広く深く体系的な」ものとするため、現状

の学問分野の区分から、学際的で実社会との結びつきが明確なテーマ

別の区分へ改めるとともに、新たな履修方法として、広さを担保する

「均等履修」、ある程度の深さを担保する「集中履修」を採用する教養

教育案を作成した。 

イ．学部教育における見直し等 

  教育学部では、平成 19 年度卒業生を対象に同学部ＦＤ戦略センター

で実施した教育の成果・効果の検証に基づき、授業内容・方法の改善

に取組み、その結果を平成 22 年度入学生の教育課程(履修の手引)へ反

映させるとともに、在学生についても必要な事項の改善を図った。 

  その他、生物資源科学部では、大学院改組との整合性を踏まえ、学

部改組を視野に入れたカリキュラムの体系化、改善に関する検討を行

った。 

  なお、中央教育審議会答申(「学士課程教育の構築に向けて」)を踏

まえた法文学部の取組みに関しては、「教育の成果に関する目標」にお

ける平成 21 年度事業実績の概要(①ウ)を参照。 

 

③教育の理念・目的に沿った教育課程の充実及び社会・地域のニーズに

対応した教育の推進 

【１５】 

 大学院入試に関しては、毎年入試の実

施結果を評価し、必要に応じ入学者選抜

方法等の見直し・改善を行う。 

【１５】 

○ 現役学生・社会人・留学生等を受け入

れるための多様な入試を引き続き実施

するとともに、これまでの入試の実施状

況を検証する。 

○ 教育学研究科において、現職教員を対

象とした短期履修コース（1 年）の定着

を図り、問題点・課題等があれば必要に

応じ改善する。 

○ 総合理工学研究科博士後期課程では、

同博士前期課程と同様に、留学生が海外

在住のまま受験できる選抜方法を導入

する。 

【１６】 

 平成１７年度末までに学部・学科では、

それぞれの教育理念・教育目的を踏まえ

つつ、個々の授業科目の位置づけを明確

にした一貫性・整合性のあるカリキュラ

ムの再編成を行い、「大学教育開発センタ

ー」の下でそれらを調整する。 

【１６】 

○ 教育開発センターと各学部は協力し、

中央教育審議会答申(「学士課程教育の

構築に向けて」)を踏まえ、学生が身に

つける学習成果や到達目標を明確に設

定する視点から、授業科目間の連関の可

視化・カリキュラムの体系化について必

要な見直しを行う。 

○ 教育学部において、平成 19 年度卒業

生を対象にＦＤ戦略センターが実施し

た教育の成果・効果の検証に基づき、必

要に応じ授業内容や方法の改善に取り

組む。 
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○ 生物資源科学部において、大学院改組

との整合性を踏まえ、学部カリキュラム

の体系化、改善に引き続き取り組む。 

ア．特色ある教育プログラムの実践成果の検証及びその改善・充実 

  環境教育(フィールド学習を含む)の恒常的な改善を目的として、環

境教育作業部会では授業評価アンケートの結果のみならず、定例的に

学生が参画する形での会議を行い、学生からの意見を聴取している。

さらにそれらの意見を踏まえ、成績評価の方法・基準、シラバスの加

筆修正及び授業内容の改変について議論している。平成 21 年度には、

一部の関連講義でクリッカーを導入するなど、最新のＩＴ機器を用い

た双方向型授業への転換を試行した。 

イ．地域の人材を活用した、地域に目を向けた教育の推進 

  松江市長をはじめ、松江と縁の深い専門家を講師とする「松江のま

ちづくり」を開講し、“まちづくり”の実践的な活動を疑似体験できる

講義とした結果、学生による評価も高いものとなった。 

  また、地域医療人の育成にあたっては、多様な分野の地元知識人を

講師に活用した「島根学～島根の医学・医療と文化の歩み～」を開講

し、地域医療の歴史と文化の学習を通して地域の特徴・魅力を学べる

工夫をこらした。 

  その他、地域に目を向けた教育の取組みとして、教育学部において、

これまでの島根・鳥取両県の教育委員会や学校との連携を重視した活

動実績を踏まえ、初めて「現職教員のためのパワーアップ講座」を開

催した。今回３講座(①小学校外国語活動と中学校英語科の連携、②

小・中学校における“伝統的な言語文化”教育、③通常学級における

特別支援教育)を開催し、参加者との双方向の話し合いによって、それ

ぞれのテーマに関して理論的・実践的な理解を深める機会を提供する

ことができた。 

ウ．主体的に行動する人材の育成 

  教育開発センターにおいて、教育改善のための学生の自主的企画・

実践活動を支援する取組みを行った。平成 21 年度は、「We are 島大生！

～あなたが動けば「学生生活」は変わる！～」というテーマで実施し、

企画から開催まで学生が主体となって取り組んだ結果、参加者の満足

度も高いものとなった。 

  また、学生自らが積極的に地域の問題に取組む「４大学(島根大、山

口大、愛媛大、高知大)間学生交流自主的・実践的研究プロジェクト」

に引き続き参加し、「最優秀賞及び学生プロジェクトＥ・Ｘ賞」及び「審

査員特別賞」を受賞した(【最優秀賞及び学生プロジェクトＥ・Ｘ賞】

「継続と発展！島根ワンダーランド 2009－地域とともに成長する理

【１７】 

 「大学教育開発センター」は、普遍性・

地域性・独創性等を考慮した重点的な教

育テーマ・教育方法の開発を行う。 

【１７】 

○ 教育開発センターと各学部は協力し、

本学の教育の特色である環境教育やフ

ィールド学習等をテーマとする教育プ

ログラムの実践成果を検証するととも

に、プログラムの改善・充実に引き続き

取り組む。 

【１８】 

 「大学教育開発センター」を中心に、

平成１７年度末までに、教職科目・資格

取得関連科目の全学的な調整及び複合科

目・学際領域科目の整備を行い、効率的

な教育体系を作る。 

【１８】 

○ 教職課程運営協議会のもと、教育学部

附属教師教育研究センターを中心とす

る全学協力体制を組み、教員免許更新講

習を実施する。 

○ 学芸員の資格取得関連科目の管理運

営をミュージアムに一元化し、関係学部

と連携して学芸員資格取得コースを充

実させる。 

○ 中央教育審議会答申(「学士課程教育

の構築に向けて」)を踏まえ、学生が身

につける学習成果や到達目標を明確に

設定する視点から教養教育のカリキュ

ラムを見直し、引き続き複合科目・学際

領域科目の整備を進める。 
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【１９】 

 インターンシップ制度を活用し、教育

面においても地域を始めとする産業界と

の連携を深め、技術の習得と同時に産業

界の実情についての認識を向上させる。 

【１９】 

○ キャリア教育等の授業を充実させ、イ

ンターンシップへの参加を促し、体験学

習等を通じて社会にコミットできる学

生を育成する。 

○ 「企業との懇談会」を開催し、地域産

業界との交流を深め、キャリア教育・就

職支援に生かす取り組みを引き続き進

める。 

科・地学教育の発見と感動」、【審査員特別賞】「まち歩き観光のための

地域資源の発掘と情報発信」)。 

エ．その他の取組み 

  海外研修科目を充実させる取組みとして、昨年に引き続き「大学コ

ンソーシアム山陰」を構成する大学と連携し、それぞれの語学研修の

双方向受講を実施した(本学主催；アーカンソー大学(アメリカ)での語

学研修に鳥取大学学生３名が参加。鳥取大学主催；ウォータールー大

学(カナダ)での語学研修に本学学生３名が参加)。 

  また、教員免許更新制度への対応として、教育学部附属教師教育研

究センターにおいて、教員免許更新講習を実施した(94 講座開講)。 

  さらに、教育学部では「環境寺子屋による理科好き教師の育成」(平

成 20 年度文部科学省「質の高い大学教育推進プログラム」採択事業)

に引き続き取組み、学生スタッフとともに附属学校園の幼児・児童・

生徒に対して行う科学実験教室「サイエンス・アカデミー」を実施し

た。 

  その他、産業界との連携による体験学習・指導を通じた学生のキャ

リア形成に取り組んでいるが、キャリア教育授業等でインターンシッ

プの意義に関して学ぶ機会を設けた結果、前年比で 10％増となる 113

名の学生が体験するに至った。 

 

④教育の質保証に向けた取組み 

  法務研究科では、毎学期ごとにＧＰＡ基準による成績評価表及び順

位表を作成し、全教員及び全院生に配布した。指導教員においては、

ＧＰＡ基準による成績評価表を学生指導及びＧＰＡ基準上の修了基準

を満たすための履修指導に用いるとともに、院生各自においては自己

の到達水準の確認に利用した。また、ＦＤ会議でこの取組みに関する

改善点の有無等の点検を行った。 

【２０】 

 地域と深くかかわる内容の教育プログ

ラムを開発するとともに、地域人材の活

用によって講義内容を豊富にし、学生の

社会に対する興味と関心を喚起する。 

【２０】 

○ 環境教育、フィールド学習、キャリア

教育、島根の人と自然・歴史と文化に学

ぶ教育、地域関連学、情報教育、教員及

び地域医療人育成等において地域人材

を積極的に活用し、引き続き、地域に目

を向けた教育に取り組む。 

【２１】 

 学生が自ら企画し、実践し、成果を上

げるという学生参加型の実践的な授業を

開講する。 

【２１】 

○ 教育開発センターにおいて、授業改善

のための学生の自主的企画・実践活動を

支援する。 

○ 引き続き、教育学部の「ビビット広場」

（「1000 時間体験学修」における大学版

子どもの居場所事業）など、各学部で実

施している体験型、学生参加型授業等に

おいて、学生が自ら企画、実践する取り

組みの充実を図る。 

【２２】 

 平成１７年度末までに、海外での学習

【２２】 

○ 「大学コンソーシアム山陰」を構成す
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体験を単位として認定するプログラムを

設ける。 

る大学と連携し、それぞれの海外研修科

目の双方向受講を引き続き実施する。 

○ 学生の自主的な海外研修・学習体験等

を単位化する「海外研修・学習体験」科

目の開設を学生に周知し、履修を促す取

り組みを進める。 

【２３】 

 室内の授業のみでなく、野外、地域等

の現場での学習体験を取り入れた教育プ

ログラム（フィールド・スクール）を開

講する。 

【２３】 

○ 平成 20 年度に終了した特別教育研究

経費(教育改革)事業「島根の人と自然に

学ぶフィールド学習教育プログラムの

構築－島根大学から世界が見える教育

の展開－」の成果を評価・検証するとと

もに、島根大学におけるフィールド学習

教育プログラムの継承・発展方策を検討

する。 

【２４】 

 全ての授業科目について成績評価基準

を開示する。 

【２４】 

○ シラバスの位置づけと役割がより明

確になるように改訂したシラバス作成

要領に基づき、原則として全ての授業科

目の成績評価基準をシラバスで明示す

る。 

【２５】 

 GPA(Grade Point Average)制度の導

入を含めた、教育の成果を的確に評価す

る方法を検討する。 

【２５】 

○ 学生に対する成績通知にグレードポ

イントアベレージ（GPA）を明示するよ

うに学務情報システムを改善する。 

○ GPA に基づく学修指導を充実させる

とともに、学生が身につける学習成果や

到達目標を明確に設定する視点から

GPA の進級・卒業基準化について検討を

開始する。 

○ 個々の授業科目について、教育の成果

を評価し、単位の実質化を検証するた

め、教養教育科目について、担当科目の

クラス平均 GP（グレードポイント）、そ

の科目が属する科目群の平均 GP、その
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他教養教育科目群ごとの平均 GP を授業

担当者に提示する。併せて、これら平均

GP 等の情報を教員間で共有し、単位の

実質化について検討する場を設ける。 

○ 法務研究科において、GPA 基準に基づ

く学生指導及び教育効果の改善につい

て総括を行う。 

【２６】 

 学生からの成績評価に関する情報開示

請求に適切に応じるためのシステムを構

築する。 

【２６】 

○ 成績評価に関する情報提供システム

及び不服申し立てシステムについて、運

用実態を踏まえ、必要に応じて見直しを

行う。 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

（１） 教育に関する目標 

③ 教育の実施体制等に関する目標 

 

中
期
目
標 

① 大学の理念・目的に沿った教育を実現するために必要な教育体制及び教育支援体制を整える｡ 

② 外国語教育の企画・立案・実施体制を確立する。 

③ 附属図書館は、教育・研究及び学習を支える知的情報を提供する。 

④ 情報ネットワーク等を含む教育環境を整備する。 

⑤ 教育活動の評価システムを確立する。 

⑥ 社会の要請を踏まえ、学部及び大学院の新設・改編・充実を行う。 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況 

【２７】 

平成１７年度末までに、本学の教員選

考基準を踏まえて、各学部・研究科の細

基準を策定する。 

【２７】 

(17年度に実施済みのため、21年度は計

画なし) 

 

 教育の実施体制等に関する目標を達成するための最終年度計画すべて

を実施し、中期目標を達成するための取組みを完了した。以下、①教育方

法の改善、②外国語教育の充実、③附属図書館における知的情報提供のた

めの整備の観点に沿って、平成 21年度事業実績の概要を記載する。 

①教育方法の改善 

  「島根大学優良教育実践表彰」を引き続き実施するとともに、授業ス

キルの全学的向上を目指し、個々の表彰者の授業実施に関するノウハウ

をポスター形式で公表した。 

  また、教育方法の改善に向けた学部等におけるＦＤ活動として、授業

公開及びそれに参加した教員による相互研修(意見交換会)を法文学部

や生物資源科学部等で実施した。その他、各学科における優れた教育実

践を行った教員に対する顕彰を総合理工学部において実施した。 

  さらに、全学のＦＤ活動として、初年次教育相互研修会や JABEE関連

科目担当教員交流会等を引き続き実施するとともに、本学全体の教育

(学生の学び)の質保証及び質向上を図るため、「学生の学びを中心に据

えた教職員ネットワークの構築とＦＤの組織化 ～ 山陰地域のＦＤ拠

点化に向けて ～ 」(平成 21 年度文部科学省特別教育研究経費(教育改

革)事業採択)に取り組んだ。この取組みは、各部局独自のＦＤ活動と全

学教育改善に携わる教育開発センターによるＦＤとが連動する“全学Ｆ

Ｄネットワーク”を構築し、各部局のＦＤを向上化・効率化する支援シ

ステムを組み込むことにより、教員の日常的教育改善の努力を促進・支

【２８】 

平成１７年度末までに、新しく必要と

される教育分野に機敏に人員を配置する

ために、柔軟な教育体制のあり方を検討

する。 

【２８】 

○ 特任教員制度、特別嘱託講師制度、

臨床教授等の称号付与制度、幅広い教

育支援者の活用を継続して進める。 

【２９】 

大学院担当教員の認定及び再審査制度

を充実させる。 

【２９】 

(19 年度まで制度の充実に取り組んでき

たため、21年度は年度計画なし) 

【３０】 

 「大学教育開発センター」を中心に、

ファカルティ・ディベロップメント（Ｆ

Ｄ）を含め、大学教育方法の企画、研究

開発を進める。 

【３０】 

○ 教育開発センターを中心に、部局等

と連携して、平成 21年度文部科学省特

別教育研究経費（教育改革）事業に採

択された「学生の学びを中心に据えた

教職員ネットワークの構築とＦＤの組

織化－山陰地域のＦＤ拠点化に向けて

－」を実施する。 

○ 教育開発センターを中心に、平成 20

年度に策定した「島根大学ＦＤポリシ
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ー」に基づき、授業公開・検討会、授

業改善のための学生プロジェクト活

動、全学シンポジウム等を引き続き開

催し、教育内容・方法の改善に取り組

む。 

○ 各学部及び外国語教育センターにお

いて、部局等としてのＦＤ研修を継続

して進める。 

援するものである。また、学内におけるＦＤシステムの構築から、山陰

地域におけるＦＤの拠点形成に向けた取組みを行い、山陰地域における

教育力総体の向上・発展に寄与することを目的としている。 

  平成 21 年度においては、全学ＦＤネットワークの構築に向けて５つ

のプロジェクトを立ち上げ、それぞれ次のようなＦＤ活動に取り組ん

だ。 

  ○学生参画プロジェクト 

   ・教育改善のための学生の自主的企画・実践活動「We are 島大生！

～あなたが動けば「学生生活」は変わる！～」の開催 

   ・数学補完授業ＴＡ座談会 

 ○教育調査プロジェクト 

   ・平成 21年度入学生を対象としたパネル調査の結果報告 

  ○教養教育・教育改善プロジェクト 

   ・教養教育フォーラムの開催 

   ・リメディアル教育 UPO-NETセミナーの開催 等 

  ○ＩＣＴ活用実践プロジェクト 

   ・クリッカー講習会の開催 

   ・REAS講習会 等 

  ○地域連携プロジェクト 

   ・山陰地区ＦＤ連絡協議会設立総会、第１回協議会の開催 

   ・島根県立大学とのＦＤ合同研修会の開催 

   ・大学教育合同フォーラム in島根 2009の開催 等 

  なお、教育の質保証及び質の向上を図るため、学士課程及び大学院課

程における優れた取組み(Good Practice)に対し重点的な財政支援を行

う「教育改革推進事業《島大ＧＰ》」を創設した(平成 21 年度：４件採

択)。 

  ○《島大ＧＰ》選定の取組 

   ・「地域医療教育支援プログラム～地域に根差した医療人育成～」

(医学部) 

   ・「『教育実習』が育む高度教育実践研究力～教育学研究科における

高度専門職養成コア・プログラムの構築～」(教育学部) 

   ・「知識・技能・態度を育む理工系１年時教育～入学時の多様な学

生問題に迅速に対応する１年時教育カリキュラムの構築～」(総

合理工学部) 

   ・「ユビキタス外国語学習支援の環境づくり～ＰＣ又は携帯電話を

【３１】 

 「外国語教育センター」（平成１６年度

新設）において、外国語教育の計画・実

施を行う。 

【３１】 

○ センター長及び副センター長のリー

ダーシップのもと、学生ニーズ・社会

的ニーズに応える組織的外国語教育を

継続的に推進するとともに、補完教育

を含む正規の授業外のグループ指導・

個別指導を積極的に行う。 

【３２】 

 附属図書館は、学術資料・学術情報の

整備・充実を図り、学内の教育研究プロ

グラムと図書館サービスの一層緊密な連

携を実現し、学内利用者サービスの向上

を図る。 

【３２】 

○ 学術論文利用システム(統合検索シ

ス テ ム － ShimaneLINKS 及 び

e-Journals Access Page)と、インター

ネット上の有用な学術リソースを統合

的に利用できるポータル環境を提供す

る。また、膨大な学術論文情報の整理・

保存、ネットワーク共有や授業での活

用が可能な文献管理ツールの導入を推

進する。 
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【３３】 

附属図書館は、 電子図書館的機能及び

学術資料に関する情報流通の拠点として

の役割を充実・強化する。 

【３３】 

○ 附属図書館研究開発室の以下の事業

を推進する。 

（１）貴重資料：歴史・地理系プロジェ

クト(所蔵資料・地域資料) 

（２）貴重資料：文学・語学・漢籍系プ

ロジェクト(所蔵資料・地域資料) 

（３）ラフカディオ・ハーンプロジェク

ト(資料及びデータベース整備) 

（４）大森文庫、古医学書、西東文庫プ

ロジェクト(電子化及び公開事業) 

（５）教科書資料活用プロジェクト(調

査・整理及びデータベース化推進) 

（６）電子図書館機能の推進(システム

整備及びコンテンツ形成) 

○ 資料遡及入力を計画的に推進する。

(平成 21年度－8ヶ年計画の第 5年次) 

○ 学術情報利用システムの改善とコン

テンツ利活用の推進 

利用した大学初年次学生への外国語学習支援の取組み～」(外国

語教育センター) 

 

②外国語教育の充実 

  初年次学生の外国語学習を支援するため、携帯電話を利用した新しい

e-learning システムの開発に着手し、ハード面の整備及びコンテンツ

開発に取り組んだ。この取組みは、本学の教育改革推進事業(島大ＧＰ)

に選定し、重点的な財政支援を行い、教育の質保証及び質の向上につな

げるものである。 

  また、学生の語学自習環境を充実させるため、ネットワーク型の英語

学習プログラム(ALC Net Academy)を継続して活用するとともに、新た

に e-learning「ぎゅっと e」プログラムを試行し、成績優秀者の表彰を

行った。 

  その他、外国語教育センターワークステーションを拠点とした「ラー

ニングアドバイザー制度」による授業外の学習指導を継続実施した。平

成 21 年度においては、特に英語に対して興味関心の高い学生に対して

特別嘱託講師による「英語クラブ」と称したグループ指導を行うととも

に、初修外国語に関しては留学を希望する学生に対する留学相談・個別

指導等も実施した。 

なお、英語力が不足な学生に対する補完教育として、「大学英語入門」

(前期)及び「英語補習クラス」(後期：教育開発センターと連携)を開講

した。 

 

③附属図書館等における知的情報提供のための整備 

  学術論文利用システムとして、統合検索システム、リンクリゾルバー

及び e-Journals Access Page など各種利用支援ツールを提供するとと

もに、学術論文情報の整理・保存、ネットワーク共有や授業での活用が

可能な文献管理ツールとして RefWorks を全キャンパスで導入し、利用

講習会を開催した(ユーザー登録数 262名)。 

  また、電子ジャーナルやデータベースの利用促進を図るため、EzProxy 

ソフトを導入し、大学構成員が出張先等からも利用できるアクセス環境

を整えた。 

  さらに、附属図書館研究開発室の事業６テーマについて、貴重資料の

電子化及び展示会の開催等に取り組むとともに、教科書資料活用プロジ

【３４】 

情報環境を充実させ、全ての学生が個

人専用のパソコンを有する体制の整備を

図る。 

【３４】 

○ 医学部において、地域医療病院・健

康福祉施設実習における医学・看護学

統 合 型 地 域 医 療 教 育 遠 隔 支 援

e-learning の実施に引き続き取り組

むとともに、コンテンツの充実を図る。 

【３５】 

 平成１６年度から松江・出雲両キャン

パス間で遠隔地講義が開始できる体制を

整備する。 

【３５】 

(18 年度まで体制の整備・充実に取り組

んできたため、21年度は年度計画なし) 

【３６】 

 大学院生の増加に対応した実験・研究

スペース・必要な設備・備品を整備する｡ 

【３６】 

○ 教育設備の整備マスタープランに沿

って、設備・備品の整備を進めるとと

もに、現状と課題をアンケート調査し

て再点検する。 
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【３７】 

平成１８年度末までに、語学自習シス

テム等、学生の外国語能力、外国語学習

意欲に応じて学べる体制を整備する。 

【３７】 

○ 外国語教育センターは、平成 20年度

に整備した e-learning ソフトを活用

し、学生の語学自習を積極的に支援す

る。また、携帯電話を利用する新しい

e-learningシステム開発に着手する。 

○ 学生支援センター及び医学部と連携

し、外国語学習のための教育環境を一

層充実させる。 

ェクトでは目録データベースの作成準備を進め、その一部について目録

データの登録を行った。 

  その他、「教育課程文庫」(戦後、ＧＨＱ及び文部省から寄贈を受けて

全国 12ヵ所に開設)の総合目録データベースを作成するため、本学所蔵

の「教育課程文庫」全点(約 2,150 冊)の目録データを作成した(東京学

芸大学の科研費プロジェクトとの連携)。 

医学部では、地域医療病院実習及び臨地実習において、引き続き

e-learningシステムを活用するとともに、有用なコンテンツの作成を行

った。 

【３８】 

 「評価室」（仮称；平成１６年度末まで

に新設）において、平成１８年度末まで

に、教育活動に関する総合的な評価シス

テムを作成する。 

【３８】 

(18年度に実施し、その後 20年度まで改

善に取り組んできたため、21年度は年度

計画なし) 

【３９】 

 学生による授業評価の充実を図り、

個々の授業の改善及びファカルティ・デ

ィベロップメント（ＦＤ）に活用する。 

【３９】 

○ 教育開発センターを中心に、学生に

よる授業評価を継続実施し、その分析

結果を授業改善に活用する。また、授

業評価アンケート・プロジェクトチー

ムを中心に、各学部等における授業評

価結果の検討報告を引き続き行う。 

○ 授業評価アンケートについて、回答

率の向上方策、授業改善の取り組みの

可視化等を検討する。 

○ 「教員の教育表彰に関する取扱要項」

及び「教養教育領域における教員の教

育表彰に関する運用方針」に依拠し、

学生による授業評価結果又は大学教育

の発展に対する顕著な貢献に基づき、

「島根大学優良教育実践表彰」を引き

続き行い、優良実践の内容を教職員に

公開する。 
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【４０】 

 大学院医学系研究科に、医療工学専攻

博士課程（独立専攻）の設置を検討する。 

【４０】 

(検討の末、20 年度に医理工連携教育プ

ログラムを設け、その後もその充実に取

り組んできたため、21年度は年度計画な

し) 

 

【４１】 

 地域的特性を活かした教育・研究を県

内の関連研究機関とも連携して推進する

ための「地域創造研究推進機構」と、そ

の中核となる理系・文系融合の大学院の

設置を検討する。 

【４１】 

(20年度に実施済みのため、21年度は計

画なし) 

【４２】 

鳥取大学大学院連合農学研究科の実績

を踏まえ、生物資源科学分野の研究者・

高度専門職業人養成のための指導体制を

一層充実するために、鳥取大学及び山口

大学との連合大学院を維持する。 

【４２】 

○ 「多地点制御遠隔講義システム」に

関わる SINET3 の導入により、平成 20

年度実施の改組及び導入された課程制

の実質化を進める。 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

（１） 教育に関する目標 

④ 学生への支援に関する目標 

 

中
期
目
標 

① 学生の学習支援体制を強化する。 

② 課外活動及びボランティア活動の支援体制を整備する。 

③ 学生の生活支援体制を強化する。 

④ 学生の就職支援体制を強化する。 

⑤ 留学生の生活支援体制を強化する。 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況 

【４３】 

 各学部・学科・コースにおいて、複数

の履修推奨モデルを提示し、系統だった

学習計画を立てるように履修指導を行

う。 

【４３】 

○ №２に記載の年度計画を実施する中

で、履修モデルについても必要な見直

しを行う。 

 

 学生への支援に関する目標を達成するための最終年度計画すべてを実施

し、中期目標を達成するための取組みを完了した。以下、その取組内容に

ついて、①学習支援、②生活支援、③就職支援、及び④留学生支援の項目

に沿って、平成 21 年度事業実績の概要を記載する。 

①学習支援 

ア．学習に関する支援について 

 履修推奨モデルに基づいた履修指導を引き続き実施するとともに、学

生電子カルテシステムを活用した学生指導に取り組んだ。 

 総合理工学部では、学生電子カルテシステムを活用した「学生指導の

ためのガイドライン」による学生指導を実施した。また、生物資源科学

部では「単位修得状況が不良の学生に対する指導に関する申し合わせ」

により、対象学生に行った指導内容を速やかに学生電子カルテシステム

に記載することで、指導教員の交代等における“指導の継続性の確保”

を可能にした。同時に、学部長による学生指導の把握に活用している。 

 さらに、教育学部では、学生電子カルテシステムの機能を備え、これ

に加えて情報の継続収集・分析・学生への情報発信までを可能にした新

たな履修指導システムを開発し、試行を実施した(平成 22 年度本格実

施)。 

イ．課外活動及びボランティア活動に関する支援について 

  平成 20 年度に導入した、学生の正課外活動にインセンティブポイント

を付与する制度に引き続き取り組んだ(平成 19 年度採択の「学生の自主

的活動の評価と教育効果の向上」(新たな社会的ニーズに対応した学生支

【４４】 

 全教員のオフィスアワー設定を制度

化し、教育面・生活面での支援体制を強

化するとともに、導入ゼミの実施等によ

り、指導教員制度を充実して履修指導の

強化を図る。 

【４４】 

○ 授業担当教員は、オフィスアワーを

活用し、担当授業に係る教育指導を充

実させる。 

○ 指導教員は、「学生電子カルテシステ

ム」を活用して学生の履修状況・単位

取得状況・就職活動・課外活動等の実

態を把握し、学修・生活支援を充実さ

せる。 
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【４５】 

 平成１８年度末までに、優秀な学生に

対する表彰制度を導入する。 

 

【４５】 

(18 年度に実施済みのため、21 年度は計

画なし) 

援プログラム【学生支援ＧＰ】に関する取組)。 

 平成 20 年度に引き続き、新入生すべてにポイントカード(ＩＣカード)

を配布し、正課外活動への意識付けを行い、学生生活における正課外活

動を「ポイント」として学生個人に付与するとともに、平成 21 年度は収

集した正課外活動データを分析し、報告書を作成した。 

 

②生活支援 

ア．経済的支援について 

 学生に対する経済的支援としては、授業料免除制度のほか、本学独自

の利子補給型奨学支援制度である「島根大学授業料奨学融資制度」を引

き続き実施するとともに、大学院学生の学会発表時の旅費等を補助する

制度を運用し、53 名に支給した。また、総合理工学研究科博士後期課程

においても、大学院学生の学会発表の旅費等の補助を実施した。 

 さらに、法務研究科では成績優秀者の入学料・授業料特別免除を引き

続き実施した。 

 その他、昨年度に引き続き、「４大学(島根大、山口大、愛媛大、高知

大)間学生交流自主的・実践的研究プロジェクト」に係る調査活動費、研

修旅費等を支援した。 

イ．学生からの相談、ハラスメント等への対応について 

  保健管理センターにおける相談体制を充実させるため、月１回の学生

相談担当者連絡会を開催し情報の共有化を推進したほか、引き続き学生

からのメール相談、意見箱設置による相談に回答・対応した。 

  また、教職員一体となった学生支援の充実に向け、教職員を対象とす

るＳＤフォーラムを開催した(第３回ＳＤフォーラム「発達障害のある学

生への理解と支援」、第４回ＳＤフォーラム「組織的な学生支援のあり方

について‐教職協働に向けて‐」)。 

  その他、修学支援の一環として法文学部及び総合理工学部で毎年度実

施している、指導教員と保護者との修学・進路相談を中心とした面談・

意見交換会を引き続き開催するとともに、生物資源科学部においても新

たに保護者との個別面談会を開催し、保護者との協働による学生支援の

充実を図った。 

 

③就職支援 

不況下における対策として、これまで実施してきた個別就職相談を毎

日実施する体制へと強化した。個別就職相談は、キャリアセンター専任

【４６】 

 心身に障害のある学生の学習環境の

整備と支援体制の充実を図るため、関連

部署の連携システムをつくる。 

 

【４６】 

○ 各学部、教育・学生支援部を中心と

した関係部署の連携により、特別の支

援を必要とする個々の学生のニーズに

あった学習環境の整備と支援を行う。 

【４７】 

 課外活動及びボランティア活動を教

育活動の一環として位置づけ、地域社会

や海外との交流を促進する。 

【４７】 

○ 全課外活動サークル及び学生を対象

とする研修会を実施する。 

○ 平成 19 年度に採択された「新たな社

会的ニーズに対応した学生支援プログ

ラム」を、引き続き実施する。 

○ 課外活動サークルが活動しやすい環

境作りのための設備・器具・用具等の

整備を行い、サークル活動の活性化を

図る。 

【４８】 

 学生の意識・生活・将来展望の状況を

組織的に把握し、学生生活の支援にフィ

ードバックさせる体制を構築する。 

【４８】 

○ 学生代表組織である学生生活推進委

員会との関係を強化し、学生の意見を

反映させた学生生活支援を行う。 

○ 各種調査、アンケート結果を踏まえ、

関係部署で情報を共有し、学生生活の
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支援に反映させる。 教員を含む３人の相談員体制のもと実施しており、年間延べ 725 人の学

生が利用した。 

また、就職相談や就職に関する情報収集にあたり、学生が利用しやす

い環境とするため、学生支援センター内に「就職情報相談コーナー(キャ

リアカフェ)」を設置した。 

さらに、各学部の就職委員長や就職委員に対して、新たな求人情報を

メール配信する体制とした結果、求人情報の共有化が図られ、未内定者

に対する速やかな情報提供ができるようになり、内定者確保につながっ

た。 

その他、就職活動を控えた学生を対象に、外部就職相談員(CDA 有資格

者)による「面接特訓」を行うとともに、例年実施している合同会社説明

会を県内外の約 130 社の参加を得て開催した(参加者数 380 人)。本説明

会の他に、より実践的な取組みとして、女子学生向けガイダンスやグル

ープディスカッション等のミニガイダンスも実施した。 

  なお、既卒者への就職に関する情報提供体制を整え、それを活用した

就職支援を推進するため、キャリアセンターホームページに既卒者向け

求人情報を掲載し学外からのアクセスを可能にした。これにより最新情

報を迅速に提供し、かつ既卒者からの相談にキャリアセンター専任教員

が応じる体制を整えたことで、就職支援の強化を図ることができた。 

 

④留学生支援 

 留学生に対する修学支援として、留学生からの要望が最も多い日本語

能力向上に関する「日本語補講」(前期；初級・中級、後期；入門・初級、

日本語能力検定対策)を引き続き実施した。 

 また、留学生への経済的支援の一環として、アパート入居の際の敷金

貸付事業を実施した。 

  なお、多言語による情報提供の推進に取組み、新型インフルエンザに

関して英語及び中国語での情報発信を行った。 

【４９】 

 平成１８年度末までに常勤カウンセ

ラ－の配置、メンタルケア実施マニュア

ルの作成、指導教員制度の活用等を通し

て、不登校等問題を抱えている学生への

支援を強化する。 

【４９】 

○ 不登校を未然に防ぐため、常勤カウ

ンセラーを中心に新入学生に対するグ

ループワークを実施する。 

○ 「学生電子カルテシステム」を有効

利用し、指導教員、保健管理センター

医師、学生相談担当者が連携しメンタ

ルケアを行う。 

【５０】 

 セクシュアルハラスメント等、学生に

対するあらゆるハラスメントに対応す

るシステムを一層充実する。 

【５０】 

○ 学生に対するあらゆるハラスメント

を防止するため、指導教員、相談員間

の情報の共有化を図り、適切に対応す

る。 

○ 学生の悩みやハラスメント等に関す

るテーマで、教職員に対する研修会を

引き続き実施する。 

【５１】 

 学生からの苦情・相談に対応する体制

を充実する。 

【５１】 

○ 学生からの相談、意見、苦情をメー

ル相談、意見箱への投書等により把握

し、適切な助言等を行う。 

○ 保健管理センターにおける相談体制

を充実させるため、定期的に学生相談

担当者連絡会を開催し、情報を共有化

する。 
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【５２】 

保護者との系統的な連携を強化し、保

護者とともに学生を支援する体制を充

実する。 

【５２】 

○ 各学部において保護者と教員との面

談、意見交換会等を引き続き開催する。 

○ 引き続き保護者に対し、前年度の成

績を通知することにより履修状況等の

情報を共有化し、保護者と共に学生支

援を行う。新たに新入生については、

前期の成績を後期の早い時期に通知す

る取組みを開始する。 

○ 保護者に対して、カルト集団からの

勧誘・対策等についての情報提供を引

き続き行う。 

【５３】 

 学生の生活環境を適切に整備するた

め、福利厚生施設の改善充実を図り、建

物内外のアメニティ空間をさらに整備

する。 

【５３】 

○ 学生食堂等の福利厚生施設について

設備・機器の更新を行い、学生の生活

環境を整備する。 

○ 学生と職員が一体となり、学内環境

整備（運動場・体育館等の課外活動施

設の草刈り・ゴミ拾い・清掃）を実施

する。 

【５４】 

子供を持つ学生のために学内保育環境

を整える。 

 

【５４】 

(20 年度まで保育環境充実に取り組んで

きたため、21 年度は年度計画なし) 

【５５】 

優秀で意欲的な学生や経済的に困難

な学生を支援していくため、大学独自の

奨学金や授業料免除制度を創設すると

ともに、学生への経済支援に関連した情

報の円滑な提供を図る。 

【５５】 

○ 島根大学独自の奨学金制度の創設を

行うため、島根大学支援基金への寄附

募集を学内外で引き続き行う。 

○ 法務研究科において導入した成績優

秀者入学料・授業料特別免除制度の創

設２年目に当たり、制度の広報活動を

強化する。 

【５６】 

 学内環境整備、図書館業務、福利厚生

【５６】 

○ 大学業務等への学生アルバイトの活
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施設の運営等学内業務に、学生アルバイ

トの活用を促進する。 

用を図る。 

【５７】 

 学生が、学会発表や他大学等での研修

を行う際の旅費等を補助する支援制度

を整える。 

【５７】 

○ 「４大学（島根大、山口大、愛媛大、

高知大）間学生交流自主的・実践的研

究プロジェクト」に対して調査活動費、

研修旅費等の支援を引き続き行う。 

○ 大学院学生の学会発表の旅費等を奨

学金として補助する制度を充実させ

る。 

○ 総合理工学研究科博士後期課程で

は、引き続き、大学院学生の学会発表

の旅費等の補助を実施する。 

【５８】 

 「就職支援センター」（仮称；平成１

７年度末までに新設）において、就職指

導、就職試験対策、就職分野の開拓等の

支援活動に関し、全学的連携を強化し、

就職率の更なる向上を図る。 

【５８】 

○ 不況下における対策として、個別相

談を充実させ、求人情報を迅速に提供

するとともに、新規求人開拓を積極的

に行う。 

○ 新設する学生支援センター内にキャ

リアカフェを設置し、就職相談・就職

情報調査等において学生が利用しやす

い環境を整える。 

【５９】 

既卒者に対する就職支援を強化するた

め、就業状況や求人情報を取りまとめた

情報システムを整備する。 

【５９】 

○ キャリアセンターが整備した就職相

談・求人情報提供の情報システムを既

卒者に周知する広報活動に取り組み、

システムの活用を促進する。 

【６０】 

「国際交流センター」（仮称；平成１

８年度末までに新設）に「留学生部門」

を設置し、教育及び学生支援を担当する

副学長と協力し、留学生の就学指導・生

活支援を強化する。 

【６０】 

○ 国際交流センター留学生交流部門を

中心に、留学生の諸相談に応じ、各部

局及び各センターと連携して、必要な

修学指導・生活指導を引き続き行う。 
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【６１】 

 留学生のための外国語による情報サ

ービスの向上を図る。 

【６１】 

○ 国際交流センターにおいて、多言語

による情報発信の一環として、学内イ

ンフォメーションの多言語化を引き続

き推進する。また、国際交流センター

ホームページのコンテンツの充実化と

多言語による情報提供を引き続き推進

する。 

【６２】 

 留学生に対する奨学金の確保と資金

的援助を強化する。 

【６２】 

○ 留学生後援会の寄附金を有効活用

し、留学生への経済的支援を引き続き

行うとともに、島根県留学生等交流推

進協議会など関連団体に新規の奨学金

の創設についての依頼を引き続き行

う。 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

（２） 研究に関する目標 

① 研究水準及び研究の成果等に関する目標 

 

中
期
目
標 

① 地域における知の拠点として、社会の要求に応えられる多様な学問分野を育成するとともに、特色ある研究を強化し、国際的に評価される研究拠

点を構築する。 

② 研究成果を学内研究者で共有するとともに、積極的に社会に還元する。 

③ 国内外のトップレベルの水準として評価される研究を維持・創出することを目指す。 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況 

【６３】 

 学部・大学院及び学内共同教育研究施

設がカバーする多様な学問分野を活か

し、本学の設置理念・目的、人的あるい

は物的条件、地理的歴史的条件等を考慮

した特色ある分野の研究体制、分野横断

的な重点研究プロジェクト並びに産学官

連携研究の推進強化を図る。 

 

【６３】 

○ 平成 20 年度からの第２期プロジェ

クトの２件の重点研究プロジェクトに

ついて、 その成果を十分に検証し、本

学の特色ある研究として実施するとと

もに、引き続き産学官連携研究の推進

を図る。 

 

 研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための最終年度計

画すべてを実施し、中期目標を達成するための取組みを完了した。第２期

中期目標期間では地域貢献を特に重視していることから、最終年度も引き

続き、地域再生及び地域の知の拠点形成に向け、①第２期重点研究プロジ

ェクト(医理工連携プロジェクト)及び島根県等と協議して立ち上げた連

携融合プロジェクトの推進、並びに②本学の研究成果の社会へのさらなる

広報・普及を重点に取り組んだ。 

 以下、この２つの重点項目に沿って、平成 21 年度事業実績の概要を記

載する。 

①第２期重点研究プロジェクト及び島根県等と協議して立ち上げた連携

融合プロジェクトの推進 

ア．第２期重点研究プロジェクト(平成 20～22年度)について 

  本学の特色ある研究として推進すべきテーマに再構築した「第２期重

点研究プロジェクト」に引き続き取組み、次のような成果を得た。 

 １）「Ｓ－匠ナノメディシンプロジェクト」(医理工連携プロジェクト) 

   本プロジェクトでは、安全、安価で高機能な島根大学発の蛍光標識

剤と薬物送達システムの開発及び診断・治療の基礎技術開発を行うた

め、初年度(平成 20 年度)に、がんの早期診断などに応用できる「酸

化亜鉛ナノ粒子」の開発に成功するなど、ナノ材料系の特性や機能等

についての基礎的な可能性を示すことができた。 

これを踏まえ平成 21年度は、臨床応用の可能性や安全性の検証に取

組み、主に次のような成果を得た。 

【６４】 

大学として重点的に取り組む領域につ

いて、次の分野の強化を図る。 

・ 地域社会の課題に対応し、産学官が

連携して学術的・文化的・経済的価値

を創出する研究を推進する。 

・ 統合後に新たな展開が期待される医

学系と人文社会科学系、自然科学系、

工学系の連携融合によって、過疎・高

齢化等の諸問題の解決をめざした研究

を推進する。 

・ 本学の研究業績の蓄積・立地条件等 

【６４】 

○ 地域再生及び地域の知の拠点形成の

視点から、島根県等と協議して立ち上

げた連携融合プロジェクト、第２期重

点研究プロジェクトの「S－匠ナノメデ

ィシンプロジェクト」及び「地域資源

循環型社会の構築－持続可能で活力あ

る地域を目指して－」を引き続き推進

する。 
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を活かして、国際的に通用する独創的

な研究分野を強化・育成する。 

 

   a. 酸化亜鉛蛍光標識剤の開発 

昨年度開発した酸化亜鉛蛍光標識剤に改良を加え、それを用いて

標識した細胞をマウスの肺臓内で観察することに成功した。これに

より酸化亜鉛によるがん検診など臨床応用への展望が開けた。 

  b. ナタデココペーパーポイントを用いた創傷の治療や機能回復 

ナタデココペーパーの作製法を確立し、既存の歯科治療材ペーパ

ーポイントと比較した材料工学的評価を行った。吸水による膨張性

評価の結果、既存ペーパーは膨張しないのに対しナタデココは３～

５倍に膨張することを確認するとともに、吸着性、引張強度につい

ても優位性を検証した。 

  c. 新規チタン酸バリウムの医療応用技術の開発 

ドラッグデリバリー(薬物輸送)システムの構築のためにはナノ粒

子の作製が望まれていたが、本プロジェクト独自の方法で 10％ＫＦ

添加 BaTiO3ナノ粒子の合成に成功し(特願 2009-63809)、この粒子を

用いてスパークプラズマ(SPS)焼成で緻密セラミックスを作製した。 

  d. ナノ物質の安全性評価 

酸化亜鉛ナノ粒子及び官能基付酸化亜鉛の細胞毒性試験を行い、

毒性のないことを確認した。さらに、顕微ラマンイメージングを用

いた新しい生体細胞への影響評価手法を見出した。 

このように臨床応用に結び付く可能性のある研究成果が得られたほ

か、昨年に引き続き本プロジェクトに関連する研究論文がサイエンス

誌に掲載されるなど、学術論文の掲載数も増加した(学術論文掲載数；

平成 21年度は前年度から 19件増の 56件となった)。 

また、文部科学省の都市エリア産学官連携促進事業(平成 21～23 年

度)に採択され、医療食品応用に関して地域の産業界との連携が進展す

るとともに、一層の新技術開発を推進すべく、産学官関係者の研究交

流を目的とした「島根発ナノテクノロジーシンポジウム」を開催した。

平成 22年３月には、今後の事業化に繋げていくための成果報告会(「平

成 21年度 都市エリア産学官連携促進事業成果報告会」)を開催した。 

さらに、研究成果を広く社会へ普及する取組みを推進し、「イノベー

ション・ジャパン 2009-大学見本市」(平成 21年９月 16日～18日：東

京国際フォーラムで開催)への出展、世界最大のナノテク展示会「nano 

【６５】 

 教員ごとに研究状況の内容・成果 

をまとめたホームページをさらに充実さ

せ、積極的に学内外に公表する｡ 

【６５】 

○ 引き続き研究者情報を、一層充実さ

せる。 

【６６】 

 平成１７年度から、隔年ごとに各研究

組織の主要な研究成果並びに分野横断的

な重点研究プロジェクトの研究成果を総

説の形で冊子にまとめ、ホームページに

掲載し学内外に公表する。 

【６６】 

○ 各研究組織の主要な研究成果並びに

分野横断的な重点研究プロジェクトの

研究成果を総説の形で冊子にまとめ、

ホームページに掲載し学内外に公表す

る。 

【６７】 

 研究支援の連携調整機能及び知的財産

の創出・管理機能を強化するために、平

成１６年度末までに、知的財産・特許取

得・利益相反に関わる学内諸規則を整備

し、周知を図る。 

【６７】 

(16年度に整備し、20年度まで体制の見

直し・充実に取り組んできたため、21

年度は年度計画なし) 

【６８】 

 平成１６年度末までに、既存の共同研

究センターを改組し、リエゾン・知的財

産等に関する専門能力を有する人材を整

備して、「産学連携・支援センター」（仮

称）を設置し、研究成果や発明等の知的

財産の創出と社会への還元を効率的かつ

積極的に推進する。 

【６８】 

○ 引き続き STORE（JST)及び特許流通

DB（INPIT)に、特許情報を掲載し効率

的な活用を図る。 
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【６９】 

 重点的研究プロジェクトや特色あるプ

ロジェクトを育成し、国際的な研究拠点

を形成するため、研究戦略会議において

全学的戦略及び方針等を計画し、推進す

る。 

【６９】 

○ 研究戦略会議において策定した、第

２期重点研究プロジェクト等を推進す

る。 

tech 2010 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議」及び併せて開催

された「ナノバイオ Expo 2010」(平成 22年２月 17日～19日；東京ビ

ックサイトで開催)に出展した。 

 ２）「地域資源循環型社会の構築―持続可能で活力ある地域を目指して

―」 

   本プロジェクトは、島根県内の優れた地域資源を発掘し、その持続

可能な循環利用のあり方を考究し、将来の持続可能な地域資源循環型

社会の構築に資することを目的としている。６グループ(汽水域環境

再生、流域統合管理、水環境修復技術、施設機能保全、バイオマス及

び環境調和・地域特産農産物)で連携を図りながら取組み、平成 21年

度は主に次のような成果を得た。 

  a. 水環境修復と貴重資源循環利用技術に関する研究の推進 

水環境修復技術として、ピラー導入型ハイドロタルサイト(HT)が

リンを選択的に吸着除去できることを明らかにするとともに、フッ

素に対して吸着能力を持つ機能性無機材料：Si-Al-Mg系複合含水酸

化物の合成法も新たに確立した。 

また、産業副産物・地域未利用資源である廃瓦を用いて開発した

廃瓦複合機能性覆砂材の水環境における実用性評価を行い、水質浄

化に有効であり，安全性も確保できていることを明らかにした。 

  b. 施設機能保全に関する多面的な取組み 

再補修や再生材料を活用した補修補強工法の設計手順を体系化し

たほか、再補修を実施するうえでの問題点を明確にした。 

また、背面空洞によって変状を来たした水路トンネルを対象とし

て、空洞充填を行って応力状態を改善し継続使用を可能とする工法

の開発を行った。構造物自体に補修・補強を行うことなく耐用期間

を延ばすという新しい概念に基づく本研究について、数値解析、模

型実験及び現地実験により実現性を確認した。 

この他、日本を代表する汽水域である宍道湖・中海をフィールドに

した国内最大規模の水産資源生物 DNA バンクを構築するなど、地域の

資源に目を向けた研究を推進した。こうした研究推進の結果、学術論

文の掲載数も増加した(学術論文掲載数；平成 21年度は前年度から 13

件増の 84件となった)。 

また、「Ｓ－匠ナノメディシンプロジェクト」と同様に研究成果を広

く社会へ普及する取組みを行い、「イノベーション・ジャパン 2009-大

学見本市」(平成 21年９月 16日～18日：東京国際フォーラムで開催)
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に出展するとともに、「山陰(鳥取・島根)発新技術説明会」(平成 21年

12月８日：(独)科学技術振興機構で開催)において発表し、参加企業担

当者との共同研究推進等に関する懇談を行った。 

 なお、これらの重点研究プロジェクトについて、次年度以降に向けた研

究の更なる進展を図るため、プロジェクト研究推進機構「平成 21 年度研

究成果報告会」を実施し、外部評価委員を含む評価委員による、今年度の

目標に対する達成度等の評価を行った（評価結果については、次年度の研

究費配分に反映させた）。 

 

イ．島根県等と協議して立ち上げた連携融合プロジェクトの推進 

  平成 20 年度に島根県等と協議のうえ立ち上げた、連携融合プロジェ

クト「オープンソース・ソフトウェアの安定化とビジネスモデル構築に

関する研究」に取組み、大学評価情報データベースシステムを Ruby で

開発するとともに、オープンソース・ソフトウェアとして無償公開する

などの成果を上げた。 

  このプロジェクトの研究概要及び平成 21 年度の進捗状況は次のとお

りである。 

【研究概要】 

  オープンソース・ソフトウェアの開発が企業や組織の枠を超えたコ

ミュニティ中心に進んでいることから、本研究では、プログラミング

言語 Ruby を中心にオープンソースの安定化・高度化のための手法の

検討を進めるとともに、オープンソースの開発スタイルに関して、ビ

ジネスモデルと生産性に関する実証的・理論的研究を国内外のオープ

ンソース研究機関と連携して行うものである。 

【進捗状況】 

   Ruby のビジネス仕様確立のため、「Ruby ビジネス活用研究会」(中

国経済産業局主催)に参画するとともに、島根県と協力し他言語と比

較した Rubyの生産性の測定を行った。 

   また、島根県、松江市をあげて取り組む地域資源としての Ruby 言

語の振興、普及に向け、大学評価情報データベースシステムを Ruby

で開発し、オープンソース・ソフトウェアとして無償公開した。 

   その他、オープンソースのビジネスモデルの検討に関して、国内外

の研究者(国連大学技術経済研究所、韓国延世大学等)を招聘しシンポ

ジウムを開催するなど、オープンソースの生産性に関する理論的研究

と実証的研究を推進した。また、研究成果については、国際学会の The 
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5th International Conference on Open Source Systems(Sweden)で

発表を行った。 

   なお、Ruby開発者を客員教授として迎え、開発コミュニティによる

Rubyの安定化と高度化の検討を共同で推進した。 

 

②研究成果の社会へのさらなる広報・普及に関する取組み 

本学で取り組んでいる実績ある研究を、「島根大学お宝研究(特色ある島

根大学の研究紹介)vol.４」として発刊し、ホームページに公開した。 

 また、専門分野、科学技術相談に対応可能な研究領域及び共同研究可能

なテーマを紹介する「島根大学研究者情報 VOL.５」を発刊しホームページ

に公開するとともに、本学で行っている研究内容を地域に分かりやすく紹

介する「研究シーズ集」(掲載テーマ 36 件)を発刊し、ホームページに公

開した。 

 さらに、本学の特許情報について、JST の J-STORE 公開特許に８件及び

特許流通ＤＢ（INPIT)に８件を掲載した。 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

（２） 研究に関する目標 

② 研究実施体制等の整備に関する目標 

 

中
期
目
標 

① 研究体制を整え、研究目的・目標の達成に結びつける。 

② 研究目的と規模に応じて、適切な研究支援体制と研究環境を整備する。 

③ 研究活動等の状況や問題点を把握し、研究の質の向上及び改善を図るための評価システムを整備する｡ 

④ 組織の改組転換を含め、教育機能、研究機能を再検討し、教育研究の進展や社会的要請に柔軟に対応する。 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況 

【７０】 

 平成１８年度末までに、学部･研究科等

を越えた研究ユニットの編成方法や全学

的な支援方法に関する検討を行い、順次

可能なところから具体化する。 

【７０】 

(18 年度までに実施済みのため、21 年度

は年度計画なし) 

 

 研究の実施体制等の整備に関する目標を達成するための最終年度計画

すべてを実施し、中期目標を達成するための取組みを完了した。以下、平

成 21年度事業実績の概要を記載する。 

①第２期重点研究プロジェクトへの重点的な研究費配分等 

  第２期重点研究プロジェクトとして研究戦略会議で選定した、「Ｓ－

匠ナノメディシンプロジェクト」及び「地域資源循環型社会の構築―持

続可能で活力ある地域を目指して―」の２件に対して、重点的な研究費

配分を行った。 

  また、次年度以降に向けた更なる研究の進展を図るため、プロジェク

ト研究推進機構「平成 21年度研究成果報告会」(平成 22年３月１日)を

実施し、外部評価委員を含む評価委員による今年度の目標達成度等の評

価を行い、その結果を次年度の研究計画と研究費配分に反映させた。 

  なお、第１期中期目標期間は、分野を融合した学際的組織体制の整備

として、プロジェクト研究推進機構における重点研究プロジェクトを立

ち上げ、医理工農連携を中心とした研究等に取組み、本学の特色となる

研究成果を生み出してきた。第２期中期目標期間においても引き続きこ

の研究の強化を図り、研究成果の社会への還元に取り組むこととした。 

 

②研究環境の整備及び全学共有スペースの有効活用 

ア．研究環境の整備 

  昨年度に引き続き「サバティカル研修制度」を運用し、研修者を選考

【７１】 

 重点研究プロジェクトに特化した時限

付きの研究組織を設置する。 

【７１】 

(17 年度に実施済みのため、21 年度は年

度計画なし) 

【７２】 

 優れた成果や特色ある成果が期待でき

る学問領域（重点研究プロジェクト）を

設定し、重点的な研究費配分を行う。こ

の重点研究プロジェクトは３年ごとに見

直す。 

【７２】 

○ 平成 20 年度から見直した第２期重

点研究プロジェクトに対して、平成 21

年３月に実施した研究成果の評価結果

に基づき、重点的な研究費の配分を行

う。 
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【７３】 

平成１８年度末までに、人材派遣会社

等との提携により、研究支援に関わる人

材を確保し、効果的に活用できる体制を

確立する。 

【７３】 

(18 年度に実施済みのため、21 年度は年

度計画なし) 

した(法文学部から１名：研修期間 平成 22年７月 20日～平成 23年３

月 20日)。 

  また、サバティカル研修制度を利用した研修者(法文学部から１名：

研修期間 平成 21年７月 20日～平成 22年２月５日)の報告から、一部

の研究テーマについて関係史料の網羅的収集が完了するなどの成果を

確認することができた。 

イ．全学共有スペースの有効活用 

  全学的な見地から教育・研究のニーズに応じた施設の有効活用に取組

み、引き続き生涯学習教育研究センター、島根大学・寧夏大学国際共同

研究所島根大学分室、男女共同参画推進室、産学連携センター分室及び

その他新規プロジェクト用として全学共有スペースの活用を図った。 

  さらに、地域連携及び産学官連携に関する事項を一元的に所掌する体

制として「地域貢献推進室」を立ち上げ、全学共有スペースに設置した

(平成 21年７月)。 

 

③研究功労者表彰の実施 

優れた研究実践を顕彰することで、研究実績に対する功労を大学とし

て評価するとともに、研究方法及び研究意欲の向上を図ること等を目的

として、引き続き研究功労者の表彰を実施した（受賞者５名）。 

また、平成 20 年度の研究功労賞受賞者による特別講演を、地域住民

も対象に開催している「島大サイエンスカフェ」において実施した(平

成 21年度：４回実施)。 

 

④総合情報処理センターの教育研究体制の充実 

  外部資金を活用して総合科目「Rubyプログラミング」、「情報と地域－

オープンソースと地域振興－」を引き続き開講するとともに、平成 21

年度から独立行政法人情報処理推進機構(ＩＰＡ)公募による「オープン

ソフトウェア利用促進事業」に採択された科目(「開発フレームワーク」)

を新設した。これは島根大学・宮崎大学・東京農工大学で共同提案した

「地域大学におけるＩＴ基礎教育のＯＳＳ活用による強化」が採択され

たもので、地域大学連携による効率的なＯＳＳ技術教育の実現を目指す

取組みである。総合情報処理センターが開講するこれらの総合科目で

は、国内外の第一線で活躍する研究者等を嘱託講師として招聘し、教育

研究体制の充実を図り、実践的な教育を行った。 

【７４】 

 一定の期間特定の教員が研究に専念で

きる、研究専念・役職免除制度を策定す

る。 

【７４】 

○ 平成 19 年度に制定した、「サバティ

カル研修」制度の円滑な運用を引き続

き図る。 

【７５】 

 教職員・学生の海外派遣を推進するた

めの大学独自の経済的支援体制の構築を

図る。 

【７５】 

(18 年度に実施済みのため、21 年度は年

度計画なし) 

【７６】 

平成１８年度末までに、「総合科学研究

支援センター」を中心として、研究機器

及び研究設備の整備計画を策定し、これ

らを集中管理し共同利用できる体制を整

える。 

【７６】 

(18 年度に実施済みのため、21 年度は年

度計画なし) 

【７７】 

 「評価室」において、大学評価・学位

授与機構等が定める評価基準に対応し

た、多面的に研究業績を評価するシステ

ムを確立する。 

【７７】 

(18年度に実施し、その後 20年度まで改

善に取り組んできたため、21年度は年度

計画なし) 

【７８】 

 全学共有スペースをさらに整備し、競

争的資金を獲得した教員や学部・研究科

等を越えた研究ユニット等のための実

験・研究スペースとしての活用を図る。 

【７８】 

○ 「島根大学共用スペース運用要領（平

成 19年９月 20日学長決裁）に基づき、

20年度末にまとめた利用計画により、

全学共有スペースの有効活用をすすめ

る。 



島根大学 

100 

【７９】 

 平成１７年度末までに、特に顕著な功

績のあった研究者に対して、功績賞等を

授与する表彰制度を確立する。あわせて、

受賞者の公開特別講演会を実施する。 

 

【７９】 

○ 引き続き研究表彰制度による表彰を

実施するとともに、受賞者による公開

講演会を開催する。 

  また、昨年度に引き続き、島根県産業技術センターや関連する企業の

支援を得て、３次元デジタルコンテンツあるいはコンピュータインタフ

ェースに興味をもつ学生に対し、実務的視点から必要な技能が修得でき

るように支援する、実務的システム開発ラボラトリー「３次元コンテン

ツ＆インタフェース開発ラボ」を実施した。 

  さらに、プログラミング言語 Ruby の開発者として世界的に著名なま
．

つもとゆきひろ
．．．．．．．

氏を本学の客員教授として称号授与するとともに、総合

科目を通して受講者に強いインパクトを与えることができた。 【８０】 

島根大学と島根医科大学との統合により

新生される医学と工学・基礎生物学をは

じめ、他分野との複合・融合領域の教育

研究体制の整備拡充を積極的に進める。 

 

【８０】 

○ 複合・融合領域の研究プロジェクト

として、プロジェクト研究推進機構で

の第 2 期重点研究プロジェクトを引き

続き推進する。 

【８１】 

 情報処理技術の進展に伴い、研究内容

や成果を含めた多様な情報サービスの提

供、教育研究体制の充実を図るため、情

報関連組織を平成１７年度末までに再編

整備する。 

【８１】 

○ 総合情報処理センターとしての教育

研究体制を充実させるため、引き続き

外部の人材や外部資金を導入する。 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

（３） その他の目標 

① 社会との連携、国際交流等に関する目標 

 

中
期
目
標 

① 「地域とともに歩む大学」として、生涯学習社会に対応した社会貢献の推進、地域産業界・地方公共団体との連携を強化し、学内外の研究組織･機

関との連携･協力を図る。 

② 独自の国際貢献に関する目標を明確にし、推進する。 

③ 外国人留学生の積極的な受入を図るとともに、受入体制の整備を推進する。 

④ 海外の大学・研究機関等との連携・交流を推進するとともに、国際共同研究を推進する。 

⑤ 外国人研究者の受入体制を整備する。 

⑥ 海外先進教育研究実践支援プログラム等、教職員の海外派遣体制を整備する。 

⑦ 学生の海外派遣を推進する。 

⑧ 附属図書館は地域社会との連携及び国際化への対応を推進する。 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況 

【８２】 

 全学的な大学公開講座の実施体制を強

化し、「生涯学習教育研究センター」がそ

の中心的な役割を果たす。 

【８２】 

○ 生涯学習教育研究センターを中心

に、学部横断的な大学公開講座及び市

民大学等との連携講座を引き続き開設

する。 

 

 社会との連携、国際交流等に関する目標を達成するための最終年度計画

すべてを実施し、中期目標を達成するための取組みを完了した。最終年度

においては①生涯学習社会に対応した社会貢献の推進、②地域貢献に向け

た産学官連携活動の推進、及び③「島根大学の国際交流戦略」に基づく交

流の推進に重点的に取り組んだ。 

 以下、この３つの重点項目に沿って、平成 21 年度事業実績の概要を記

載する。 

①生涯学習社会に対応した社会貢献の推進 

ア．公開講座の実施体制の確立 

  本学では、地域における教育・研究・文化の拠点として地域社会の発

展に貢献するため、これまで地域の生涯学習の推進及び市民の学習機会

の拡充に取り組んできた。 

  大学公開講座の実施体制として、医学部や附属病院が実施する市民向

け公開講座については医学部市民生涯学習支援室が一元的に集約し、全

学の生涯学習教育研究センターと連携を図ることにより、生涯学習教育

研究センターを中心とする全学的な実施体制を確立した。 

  このような体制のもと、平成 21 年度には前年度を上回る 52 講座(う

ち医学部市民生涯学習支援室のもと 15 講座)を実施した(平成 20 年度： 

【８３】 

平成１７年度に、地域の生涯学習推進

に資する大学のあり方を検討するため、

大学と地域の関係機関・団体からなる「島

根生涯学習推進協議会」（仮称）を設置す

る。 

【８３】 

○ 「島根大学生涯学習教育研究センタ

ーと島根県教育委員会との生涯学習推

進のための連携・協力に関する協議会」

における協議に基づき、生涯学習指導

者研修事業を引き続き推進する。 

【８４】 

 「大学教育開発センター」において、

教養教育科目を中心に、一般市民及び高

校生への授業公開を推進するための実施

体制を整備する。 

【８４】 

○ 教育開発センターにおいて、「社会人

の学び直しニーズ対応教育推進プログ

ラム」（最終年度）を履修証明プログラ

ムとして実施し、その成果を公表する。 

○ 社会人特別課程として、生物資源科

学研究科において、平成 19 年度に採択

された科学技術振興調整費「地域再生 
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 人材創出拠点形成改革プログラム」に

関連した「地域人材育成リカレント特

別コース（非修士 1 年）」を設置し、履

修証明プログラムとして実施する。 

○ 高等学校の大学見学やスーパー・サ

イエンス・ハイスクール（SSH）事業の

実施に積極的に対応するとともに、そ

の効率的な運営について検証する。 

40 講座(うち医学部市民生涯学習支援室のもと 12 講座)を実施)。開講に

あたっては、学部横断的な大学公開講座６講座を実施するとともに、市

民への教育サービスを充実させるため、松江市民大学、出雲科学アカデ

ミー等の学外機関と連携・協力のもと、11 講座を連携講座として実施し

た。 

イ．地域人材育成リカレント特別コース(非修士１年)の設置 

  島根県の地域産業や地域社会を活性化させる意欲のある社会人を受

入対象とした「地域人材育成リカレント特別コース」を生物資源科学研

究科に設置した。本コースはＭＯＴ特論、中山間地域経営特論、地域再

生システム特論から２科目を選択必修とするなど合計 120時間以上の履

修を修了した者に履修証明書を交付するプログラムで、春季４名、秋季

２名の履修生を受け入れた。 

 

②地域貢献に向けた産学官連携活動の推進 

ア．包括連携協力に関する協定の締結について 

地域社会の発展や人材育成に寄与することを目的とした「包括連携協

力に関する協定」を新たに島根県邑智郡邑南町との間で締結した。 

本学ではこれまでに島根県、松江市、雲南市及び鳥取県日野郡日南町

の自治体４機関、並びに国土交通省中国整備局、山陰合同銀行グループ

と同協定を締結してきており、今回７機関目となる。邑南町は島根県西

部の石見地方に位置し、この協定の締結により島根県西部における今後

の地域貢献のための活動拠点を確立した。 

イ．地域産業の活性化に向けた取組みについて 

 包括連携協力協定を締結している山陰合同銀行グループと本学との

連携企画として、昨年度に引き続き「ビジネスサイエンスサロン」を開

催した。 

 平成 21 年７月 10 日開催の第３回ビジネスサイエンスサロンでは「食

品」をテーマに、身近な食材を用いた食品開発に応用可能な技術につい

て最新の研究成果を発表した。大学や金融機関との連携による食品関連

分野での産学官連携及び新ビジネスの創出について意見交換を行った。 

 また、これまで大学によるシーズ発表を中心としていたビジネスサイ

エンスサロンに工夫を加え、第４回の開催にあたっては「事例から学ぶ

産学連携のイロハ」をテーマに、具体的な産学連携事例について研究者

と連携企業それぞれの視点からの講演を実施した(平成 22 年１月 19 日

開催)。その結果、実用化までの道のりや連携にあたってのポイント、 

【８５】 

 一般市民の大学に対するニーズに応え

るため、大学相談窓口の開設を検討し、

教職員と学生の共同によって、教育相談、

学習相談、法律相談等に対応する市民相

談体制を整備するとともに、地域住民か

ら大学に対する要望等を聞く体制を整え

る。 

【８５】 

○ 整備した市民相談体制について、さ

らなる機能の向上を目指し、社会のニ

ーズに迅速かつ的確に対応するうえで

の改善点がないか、第１期中期目標期

間最終年度としての検証を行う。 

【８６】 

 「産学連携・支援センター」において、

リエゾン機能を強化し、研究成果の産業

界への移転を推進し、地域産業界の活性

化に資する。 

【８６】 

○ 地域の中小企業と大学との連携を促

進するため、日本政策金融公庫、商工

中金及び山陰合同銀行グループと締結

した協定等を活用し、引き続き地域産

業の活性化に資する。 

【８７】 

 「産学連携・支援センター」が中心と

なり、総合的相談の窓口機能の拡充によ

り科学技術相談を年間１５０件に、また、

リエゾン活動の強化により共同研究を年

間１００件まで増加させる。 

【８７】 

○ 引き続きリエゾン活動を推進すると

ともに、島根県のコーディネータと協

議し、平成 21 年度以降の新たな連携融

合プロジェクトとして、都市エリアプ

ロジェクト計画を進め、共同研究の増

加を図る。 
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【８８】 

 平成１９年度末までに、共同研究を前

提としてポストドクトラルフェロー(Ｐ

ＤＦ)を地域企業等に派遣し、研究成果が

確実に地域産業の振興に反映できる制度

を検討する。 

【８８】 

(19 年度までに試行派遣を含め制度の検

討を尽くしたことにより、21 年度は年度

計画なし) 

さらには企業・大学双方で実用化に向けて進めていく姿勢の重要さ等を

参加者へ広めることができた。 

 その他、本学が主催団体となり山陰地域の大学、国立工業高等専門学

校及び産業技術センターにシーズ発表を呼びかけ「山陰発技術シーズ発

表会 in 島根 2010」(平成 22 年３月５日：松江)を開催した。今回は「食

品・健康」、「ものづくり・ＩＴ」及び「生活・環境」の３分野における

参加機関の最新の研究成果、地元での活用・実用化が期待される技術シ

ーズ 10 件の発表を行った。なお、本学からは食品・健康分野２件、も

のづくり・ＩＴ分野１件、生活・環境分野２件の計５件の発表を行った。 

ウ．その他の産学官連携推進に関する取組について 

 平成 20 年度都市エリア産学官連携ＦＳ調査事業の中で共同研究を実

施するとともに、島根県のコーディネータと協議のうえ、島根県可能性

試験を実施し応募した「平成 21 年度都市エリア産学官連携促進事業【一

般型】」が採択された。 

  なお、研究成果が地域産業の振興に反映できる制度として、共同研究

を前提としたポストドクトラルフェローの地域企業等への派遣制度を

検討していた。 

これに関して、島根県経済団体との懇談会において、博士研究員(ポ

ストドクトラルフェロー)派遣による企業等との研究協力について提案

し、包括的な提携に向けた協議を進め、島根県商工会議所連合会、島根

県商工会連合会、島根県中小企業団体中央会及び島根経済同友会との間

で「島根大学博士研究員等派遣研究事業に関する協定書」を締結し派遣

制度を確立した(平成 22 年３月 25 日協定締結)。 

エ．その他地域に根ざした「知の拠点」としての活動 

コホート研究体制の拠点(疾病予知予防研究拠点)を立ち上げ、雲南

市・佐田町等の中山間地域の自治体・地域住民とのネットワークを構築

し、島根大学独自の 4,000 名のコホートデータ(平成 21 年 12 月現在)を

整備した。 

 

③「島根大学の国際交流戦略」に基づく交流の推進 

ア．国際交流重点分野の取組 

 平成 20 年度に国際貢献のための重点分野として選定した３分野(「環

境」、「ナノテク」及び「人材育成」)について、それぞれ３つのサブプ

ロジェクトを立ち上げ、具体的な活動に着手した。「環境」及び「ナノ

テク」分野については、プロジェクト研究推進機構第２期重点研究プロ 

【８９】 

 ホームページやマスメディアを活用し

て、地域住民・企業・地方公共団体に向

けての広報活動・情報発信の強化を図る。 

【８９】 

○ 策定した広報プランに基づき、地域

住民・企業・地方公共団体等に対する

広報活動の強化を図る。 

○ 島根県経済団体との懇談会を開催

し、情報発信や広聴活動を行う。 

【９０】 

 ｢大学コンソーシアム山陰｣活動を充実

強化し、教員・学生の交流を積極的に進

める。 

【９０】 

○ 国際交流部門の事業は継続して行う

ほか、加盟公立大学の統合・法人化へ

の対応、更に地域との連携を視野に入

れた、新たな｢コンソーシアム｣のあり

方を引き続き検討する。 

【９１】 

新設を計画している「疾病予知研究セ

ンター」（仮称）において、「健やかな長

寿社会の形成に関する研究」、特に高齢者

の疾病・生活習慣病・小児の障害の予知・

予防に関する研究を推進し、地域社会・

国際社会との連携を強化する。 

【９１】 

○ 「疾病予知予防研究センター」設置

に向けたコホート研究体制の拠点を整

備するとともに長期的な疾病予防を推

進する研究プロジェクトに取り組む。 

【９２】 

 新設を計画している医学部附属の「生

涯学習研究支援センター」（仮称）におい

て、「医食同源」の視点からの地域住民・

公的機関・企業等への医療相談・薬相談・ 

【９２】 

○ 地域に対する社会貢献の成果を高め

るため、平成 20 年度に引き続き、「医

学部市民生涯学習支援室」を中心に島

根県内各地において公開講座を実施す 
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技術相談等の実施、講演会・シンポジウ

ム等の開催を通して、地域社会との連携

を強化する。 

る。 ジェクトを国際交流の面から強化するものとなっており、ネパールにあ

る海外協定校トリブバン大学の研究者を招聘し共同研究を実施するな

どの取組みを行った。 

イ．実効的な国際交流推進のための交流協定校の選択と集中 

 交流協定の更新・新規締結について、これまでの交流実績等を国際交

流センターで厳格に審査し、大学全体での締結希望があったものを交流

が限定されることから部局単位としての協定に変更して締結(１件)す

るなど、実効性のある協定締結を実施した(なお、更新しなかったもの

は、３件である)。 

ウ．国際交流に関するその他の主な取組 

 戦略的な国際交流を推進するため、本学独自の「国際開発協力に係る

教員データベース」を作成するとともに、島根大学国際交流事業基金を

活用した教員派遣事業として帰国留学生のためのフォローアップ事業

(３件)を実施した。本事業の実施にあたっては、国際交流の拡大や戦略

的交流分野の特定の可能性について調査業務を付加し、その結果を国際

交流センターで一元管理することにより、今後の国際交流戦略に活かす

こともできる体制としている。 

 また、本学では帰国外国人留学生のネットワーク作りに支援を行って

いるが、昨年度に引き続きネパール帰国留学生の要請に基づき、帰国留

学生同窓会結成のための準備支援を行った。 

 その他、国際交流・国際貢献に関して、先進的取組みを行っている私

立大学(立命館アジア太平洋大学等)へ職員を派遣し、派遣留学生の拡大

策や海外からの留学生増加の取組みを調査した。さらに、国際交流に携

わる教職員の「内なる国際化」を推進するため、国際交流実践力向上の

ための研修会を実施した。 

 

④その他の「社会との連携」の推進 

附属図書館による地域社会との連携として、島根県立図書館、松江市立

中央図書館との合同企画展示・講演会「江戸を旅する、明治に学ぶ」を開

催した。なお、島根大学開学 60 周年行事にあわせ本学を会場に開催し、

一般市民あわせ 400 名の入場者があった。 

また、地域住民の生涯学習を支援するため、島根県内図書館蔵書横断検

索システムを用いた資料の統合検索や物流システムにより、引き続き資料

の貸出サービスを実施した。 

 さらに、「遺跡資料リポジトリ」に関する遺跡調査報告書の電子化に取 

【９３】 

 「国際交流センター」において、国際

貢献・国際交流に関する役割等を、学部

や研究センター等の教育研究領域ごとに

明確にするとともに、平成１９年度末ま

でに、本学の国際貢献に関して規範とす

べき基準を策定する。 

【９３】 

○ 国際貢献や内なる国際化に関して、

学部・センターごとに明確化した役割

に沿った国際交流を推進する。 

【９４】 

「国際交流センター」において、外国

人留学生の受入体制及び奨学金制度等の

支援体制を整備する。 

【９４】 

○ №62 に記載の年度計画に併せ、留学

生実態調査結果による留学生の要望事

項である経済的支援に対して、奨学金

の公募情報・アルバイト情報の周知を

通じた生活支援を引き続き行う。 

【９５】 

平成１７年度末までに、日本語教育、

日本文化理解のための支援体制を充実さ

せる。 

【９５】 

○ 国際交流センターと外国語教育セン

ターの連携による日本語補講や日本文

化研修事業、日本語能力試験への受験

支援を引き続き実施するほか、留学生

実態調査結果による留学生の困窮度が

高分野の支援・指導を引き続き行う。 

【９６】 

 「国際交流センター」において、帰国

外国人留学生に対し、それぞれの研究条

件に応じた教育・研究活動の支援、学術

情報提供等のシステム（データベースの

整備等）を構築し、活用する。 

【９６】 

○ 国際交流センターにおいて、帰国留

学生ネットワークの拡大支援に取り組

む。 
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【９７】 

ホームページ外国語版の充実、英文概

要の内容の検討等、国際的な研究交流を

促進するために、海外に向けた本学の広

報活動の充実に取り組む。 

【９７】 

○ 日本学生支援機構が主催する留学フ

ェア等に継続して参加し、積極的な広

報活動を引き続き実施するとともにコ

ンテンツの充実化を図る。 

組み、中国５県域から全国 12 府県域に対象を拡大し、当初の予定を上回

る 3,632 件(389,039 頁)の電子化を行った。 

【９８】 

県や市町村の国際交流機関との連携を

強化し、留学生を地域の伝統工芸等の体

験学習へ参加させる等、地域住民との交

流の場を通して国際理解を深めるプログ

ラムづくりを促進する。 

【９８】 

○ 自治体との連携を保ちながら、国際

理解を深めるため地域住民との交流に

よる各種体験プログラムを引き続き実

施する。 

【９９】 

交流協定校との間の実績を評価し、協

定内容をより実効的なものにするととも

に、交流協定校を３０校に拡大する。 

【９９】 

○ 協定の更新や新規の協定締結時の審

査制度を機能させ、交流協定校の重点

化を図り、実効的な国際交流を推進す

る。 

【１００】 

教職員を対象に、国際交流プロジェク

ト実施に関する各種の調査手法、企画提

案書作成、外国語によるプレゼンテーシ

ョン及び契約書作成等の研修を実施す

る。 

【１００】 

○ 国際交流・国際貢献の実施に関して

必要な研修を引き続き実施する。 

【１０１】 

「国際交流センター」は、教職員を対

象に、国際交流プロジェクト実施に関す

る支援体制を整える。 

【１０１】 

○ 国際交流センター学術交流部門を中

心に、国際交流に関する情報収集を行

い、教職員に対する情報提供を強化す

るとともに、国際交流プロジェクトを

継続して支援する。 
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【１０２】 

平成１８年度末までに、外国人研究者

の招聘資金、任用形態、宿舎等、国際共

同研究を推進するための外国人研究者の

受入体制を整備する。 

【１０２】 

○ 島根大学国際交流事業基金等を活用

し、外国人研究者の招聘経費の援助を

引き続き行う。 

 

【１０３】 

外国人客員研究員の招聘を推進すると

ともに、期限付きポストを設けて、多様

な分野での教育研究及び交流を推進す

る。 

【１０３】 

○ 重点プロジェクト研究に関連した外

国人研究者を、引き続き期限を付して

招聘し、学術研究交流を推進する。 

【１０４】 

 海外先進教育研究実践支援プログラム

等の制度をより積極的に活用するととも

に、大学独自の資金による海外派遣体制

を整備する。 

【１０４】 

○ 島根大学国際交流事業基金等を活用

した教職員の海外派遣プログラムを引

き続き推進する。 

【１０５】 

 平成１８年度末までに、外国の教育機

関からの派遣依頼、海外教育支援活動へ

の参加、外国への技術指導者派遣等の依

頼に対応できる体制を整備する。 

【１０５】 

(18 年度に実施済みのため、20 年度は年

度計画なし) 

【１０６】 

 国際協力事業団（ＪＩＣＡ）を含む国

際援助機関の国際開発協力プロジェクト

に積極的に貢献するため、データベース

（組織、教員）を構築していく。 

【１０６】 

○ 国際交流センター学術交流部門が中

心となって、外部機関の国際交流デー

タベースへの登録推奨を引き続き行う

ほか、本学独自の国際交流データベー

スを活用して国際交流、国際貢献を引

き続き推進する。 

【１０７】 

 平成１８年度末までに、学生の海外研

修引率教員を支える体制を整備する。 

【１０７】 

(18 年度に実施済みのため、21 年度は年

度計画なし) 
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【１０８】 

講義等に国際情報を積極的に活用する

ようにし、外国人留学生との交流の促進

等、学生の国際的関心を高めるための方

策を検討する。 

【１０８】 

○ 国際交流センターと外国語教育セン

ターが連携して、入学間もない時期か

ら海外留学に関する情報提供や留学生

との交流会を引き続き実施するととも

に、教養教育の展開科目「国際理解」

のジャンルで異文化理解を深める講義

を提供する。 

 

【１０９】 

 留学を希望する学生を対象とした期間

限定の語学学習等の支援体制を整える。 

【１０９】 

(19 年度に実施済みのため、21 年度は年

度計画なし) 

【１１０】 

 海外の大学との交流協定等を活用し、

短期交換留学生増加を図るための支援体

制を強化する。 

【１１０】 

○ 留学生を活用した派遣留学説明会等

を引き続き開催するほか、海外留学を

経験した学生で構成したサークル

（GOHG)と国際交流センターが連携し

て留学情報を提供する。 

【１１１】 

 私費による外国の大学等への留学を支

援する体制を検討する。 

【１１１】 

○ 国際交流センター学生交流部門が中

心となって、私費留学を希望する学生

に対し、海外留学における安全管理指

導を行うほか日本学生支援機構からの

情報提供や、留学資金の各種貸付情報

を引き続き提供する。 

【１１２】 

 附属図書館は、他機関との相互協力、

地域社会への学術情報提供等により、生

涯学習の支援、地域・市民への公開サー

ビスを充実・強化する。 

【１１２】 

○ 島根県内図書館ネットワークシステ

ムを使用して本学所蔵図書を地域住民

にも広く提供し、生涯学習支援を含め

た地域サービスを展開する。 

○ 県内の他図書館と協力し、所蔵資

料・地域資料を活用した合同の企画展

示及び講演会を開催する。 
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【１１３】 

国際化に対応した附属図書館をめざ

し、国際的な学術情報の流通や、 教育・

研究の支援体制を充実・強化する。 

【１１３】 

○ 国内外を問わず研究成果物の相互利

用を推進する枠組みである島根大学学

術情報リポジトリへの継続的な入力依

頼を行うとともに、収集タイトルの拡

大を図る。 

○ 同リポジトリ技術を基礎とし、遺跡

資料のネットワークによる相互利用体

制を中国 5 県域に拡大し推進する。 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

（３） その他の目標 

② 附属病院に関する目標 

 

中
期
目
標 

① 専門医療体制を整備し推進する。 

② 地域社会に還元できる先端的医療を導入する。 

③ 人間性豊かな思いやりのある医療人を育成する。 

④ 患者中心の全人的医療を実践し、安全の確保を図る。 

⑤ 管理運営体制を強化し、経営を改善する。 

 

中期計画 平成 21 年度計画 
進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ 

【１１４】 

「癌診療拠点病院」の認証

申請を行い、癌の集学的治療

体制を確立する。 

  

Ⅳ 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

 都道府県がん診療連携拠点病院としての機能充実を図るため、新

たに３名の医師の「がん治療認定医」資格取得により、全体で 14 名

の認定医体制とした。 

集学的治療・相談支援体制の充実を図るため、放射線治療品質管

理士１名を養成し、新設の「放射線治療品質管理部門」にがん薬物

療法認定薬剤師の新規資格取得者１名を、抗ガン剤ミキシング部門

にがん相談員（放射線治療コーディネーター）１名を採用し、新設

した放射線治療部の「患者さん相談室」にそれぞれ配置した。 

鳥取大学、広島大学及び本学の３大学コンソーシアムによる「が

んプロフェッショナル養成プラン」を基盤に３大学合同症例検討会

を実施するとともに、学内外のがん関連医療従事者を対象とした「島

根大学医療従事者研修会」を開催した(延べ 454 名(うち学外 59 名参

加))。ＴＶ会議システム(E-conference)を活用し、これらの研修会

等を県内地域がん診療連携拠点５病院に同時配信し、専門医療研

修・教育及び診療支援体制を確立・稼動させた。 

「島根県地域がん登録」の発展拡充を図るため、県内拠点病院等

を対象に「がん登録に関する研修会」を開催し、県内１６病院が参

加した。また、登録データ分析から県内で発症頻度が高い腫瘍の新

治療戦略を確立するため、腫瘍センターが中心となって消化器内科、

腫瘍生物学及び公衆衛生学等の分野で構成する臨床研究プロジェク

トチームを立ち上げた。 
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 【１１４】 

○ 都道府県がん診療連携拠点病院とし

て、診療、治療、相談支援体制の充実を

図る。また、地域がん診療連携拠点病院

と連携し、専門医療研修・教育を実施す

る。 

○ 院内がん患者データ登録項目を「島根

県地域がん登録」と統一し、県内全域と

の比較分析等を行うとともに、科学的根

拠に基づいた治療を推進する。 

○ 腫瘍センターにおいて、各診療科間の

横断的連携を図り、集学的治療の推進と、

がんに関する診療、研究部門の機能強

化・充実を図る。 

 （平成 21 年度の実施状況） 

○ 都道府県がん診療連携拠点病院として質の高いがん診療及び相

談体制の充実を図るため、腫瘍センターを中心に、各診療科、が

ん治療関係部門及び相談部門が相互に連携する体制を整えた。 

また、学内・学外のがん関連医療従事者を対象とした「がん医

療従事者研修会」を開催(12 回)するとともに、このうち２回を、

がんプロフェッショナル養成プラン事業と連携し、ＴＶ会議シス

テムを利用して関連３大学及び県内の地域がん診療連携拠点病院

(５病院)に同時配信した。 

○ 院内がん患者データ登録項目を「がん診療連携拠点病院標準登

録」と統一したデータフォーマットに作成し、電子カルテシステ

ムを構築し、県内地域がん診療拠点病院に同様のものを配布する

とともに、データ登録を新たに開始し、その一部を報告した。ま

た、｢島根県地域がん登録｣に関してもデータフォーマットの作成

及びシステム構築に努め、県内の地域がん診療連携拠点病院以外

からのがん患者データ登録の推進を図った。 

さらに、がん化学療法の治療効果と安全性の向上、並びに副作

用の軽減を図るため、各診療科より提出されたレジメンをレジメ

ン管理委員会で審議・承認し、その承認レジメンを新たに構築し

た電子カルテ内の「レジメン登録・オーダリングシステム」に登

録し、安全な化学療法の推進を図った。 

○ 本院及び県内地域がん診療連携拠点病院のがん登録データ等の

解析で膵臓がん発生が島根県東部に多いことが判明し、腫瘍セン

ターが中心となり、消化器内科、腫瘍生物学講座及び公衆衛生学

講座と共同で「プロジェクト」を立ち上げ、発生要因の解明及び

新規治療薬開発等の研究を開始した。 

また、出雲市から寄附講座として受け入れた「腫瘍臨床研究部

門」(腫瘍センター内に設置)において、がん予防及び早期発見の

推進を目指し、市民公開講座及び講演会を開催した。 
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【１１５】 

 肥満、動脈硬化、高脂血症、

糖尿病、高血圧等のメタボリ

ック・シンドローム対策を総

合的に推進する。 

  

Ⅳ 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

 メタボリックシンドローム予防について、出雲市佐田町との共同

研究で得た労働者の特定健診データ等を基に、生活習慣行動の改善

を含む「健康支援プログラム」を改善した。また、保健指導に関す

る研究を基に、生活習慣の特徴を認識し、行動変容を明確にした「社

会支援能力プログラム」を同市の健康増進課と共同で新たに開発し、

地域住民の保健指導に活用した。 

肝疾患診療連携拠点病院の指定を受け、新たに２名の相談員を配

置し、肝疾患診療に係る医療情報の提供や相談支援を行う一方、県

内の医療従事者や地域住民を対象にした研修会、市民公開講座を４

回開催し、肝疾病の予防等啓発活動を行った。 

栄養相談室を外来診療棟に新たに設置し、臨床栄養部を中心に患

者・家族に対しての栄養管理指導を開始した。また、内科のメタボリ

ックシンドローム専門外来とも連携し、メタボ健康対策を含む栄養管理

指導を強化した。 

 

 

【１１５】 

○ 地域の行政や医療機関と連携し、メタボリ

ックシンドローム対策を継続して推進する。 

○ 臨床栄養部を中心に診療科との連携を図

り、メタボリックシンドローム対策を推進す

る。 

（平成 21 年度の実施状況） 

○ 中山間地域では全国で初めて、地方公共団体(雲南市)と本院及

び公立病院等が連携し、市民を対象とした糖尿病予備軍にＷｅｂ

を使った健康データ管理や個人の健康に合わせた食事の改善など

の情報を提供する実証試験を開始した。 

臨床栄養部を中心に関連診療科、地域医療施設、福祉施設と連

携し地域住民等を対象に講演会・研修会等(18 回)を開催し、メタ

ボリックシンドロームの病態と改善のための指導及び啓発活動を

積極的に行った。 

○ 生活習慣病の早期診断と治療を目的に設置した「メタボリック

シンドローム専門外来」において、入院・外来患者を対象に臨床

栄養部と連携し、食生活を踏まえた健康管理の指導及び治療の推

進を図った。 

  また、臨床栄養部のホームページに病態別栄養食事献立を掲載

し、保健所や栄養士を雇用していない地域の診療施設において、

ホームページの内容を参考に基本的な栄養指導が提供できるシス

テムを構築した。 
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【１１６】 

 専門性を考慮し医療従事者

を流動的に配置する。 

  

Ⅳ 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

診療科を専門分野別に再編し、治療・診療体制の充実を図るため、

「化学療法内科外来」の設置や小児疾患における患者相談体制の充

実を図るため、外来診療部門に「小児療養相談室」を開設した。 

専門看護師資格取得を推進するため、研修費用補助金制度を活用

し、感染管理認定看護師等の養成を開始するとともに、新たに緩和

ケア認定看護師、手術看護認定看護師各１名を養成し配置した。更

に、附属病院女性スタッフ支援室に、保育士２名を採用し、病児・

病後児保育の開始、学会等開催時の一時託児の開始、及び２病棟で

看護師の２交代制勤務の施行を開始するなどにより、就業環境の改

善等を積極的に行った。 

病院再開発計画による平成 23 年度新病棟稼働を見据えて、臓器・

疾患機能別フロア化や集中治療体制強化及び救急救命医療体制の整

備・充実等を目指して、医師等の流動的配置の検討を行う一方、増

員募集を開始した。 

 

【１１６】 

○ 効率的かつ質の高い医療を提供できるよ

う、集学的・横断的診療に向けた医師の流動

的配置について、継続し検討をする。 

○ 女性スタッフ支援室の支援機能の強化・充

実を図ると共に、今後のあり方を検討する。 

○ 認定看護師、専門看護師資格認定のための

研修費用補助金制度の活用を推進するとと

もに、看護師のキャリアアップ支援体制の充

実を図り看護師の定着を促進する。 

（平成 21 年度の実施状況） 

○ 各診療科等において必要とする教育・研究者の確保及び特殊な

臨床技術等を有する専門医の人材確保を目的に、病院収入及び管

理経費の効率化等により捻出した経費を基に、病院共通定員とし

て医師等を雇用することを可能としたフレキシブルな人事システ

ムを構築し、今年度２名の医師を採用し配置した。 

  また、質の高い医療の提供を目指し、本院及び学外の医療従事

者を対象に医療技術の習得、向上を図ることを目的として「クリ

ニカルスキルアップセンター」を新設し、専任の講師１名を新規

に採用し配置した。このセンター稼働に伴い、臨床シミュレータ

ー教育の一層の向上が推進された。 

さらに、本院敷地に病院予算を投じてヘリポートを新設し、県

西部地域医療機関を中心に防災ヘリコプターによる救急患者搬送

を開始した。これに関して島根県と連携しドクターヘリ導入に向

けた検討に着手した。 

○ 女性スタッフ支援室で、フレキシブルな時間帯で勤務する採血

専任看護師を増員して中央検査部採血室に配置し、採血待ち時間

の大幅な短縮(40 分以上から５分以内へ短縮)を行い、患者さんか

ら大変好評を得ている。 

 文部科学省の新しいキャリア継続モデル事業(ＧＰ)の一環で実 



島根大学 

113 

   施している「病児・病後児保育」事業を更に発展させるため、新

たに病院で経費を捻出し平成 22年度以降も事業を継続することと

した。 

 院内施設「うさぎ保育所」を増築し、入所定員を 25 名から 50

名に倍増し、働きながら子育てする職員の支援強化を図った。ま

た、24 時間保育実施に向けて検討を重ね、平成 22 年４月から一部

開始することとした。 

○ 研修費用補助金制度を活用し、１名の看護師が「感染管理認定

看護師」の資格を取得し感染対策看護業務の指導及び病院での感

染リスク低減に向けて活動を開始した。また、就業看護師のキャ

リアアップ支援のため、糖尿病認定看護師を講師に糖尿病研修コ

ースを新たに構築し６名が研修を修了した。なお、平成 22 年度か

らは緩和ケア、手術看護、感染対策専門の３コースを開設するこ

ととした。 

その他、認定看護師、専門看護師資格認定を推進するため、「が

ん化学療法看護認定看護師」及び「皮膚・排泄ケア認定看護師」

資格取得に向けて院内での看護教育支援を開始した。 

さらに、看護専門領域のキャリアアップを図るため大学院前期

博士課程の進学を推進し、「がん専門看護師養成コース」１名、「不

妊症看護認定看護師教育課程」１名がそれぞれ進学することとな

った。 

 

【１１７】 

 最近増加している糖尿病等

の複合合併症を有する腎機能

障害の治療に必要な専門的設

備・技術を具備した「血液浄

化治療部」（仮称）を設置する。 

  

Ⅳ 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

 患者さんの個々の身体的、社会的状況を考慮した「持続的携帯型

腹膜透析療法」を用いた治療を推進するため、腎臓内科と血液浄化

治療部との連携体制を構築し、横断的治療に着手した。 

 生体腎移植にあたっての手術前後の血液浄化の集学的治療の推進

を図るため、集中治療部と血液浄化治療部とのチーム医療体制を構

築した。 

 血液浄化治療部に臨床工学技士１名を専任配置し、治療スタッフ

の充実を図るとともに、より質の高い血液浄化治療を提供するため、

「個人用多用途透析装置」２台を最新型に更新した。 
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 【１１７】 

○ 血液浄化治療部において、臨床工学技

士の継続的配置等治療スタッフの充実と

透析機器の整備充実を図り、より質の高

い医療の提供を継続する。 

 

 

（平成 21 年度の実施状況） 

○ 血液浄化治療部に臨床工学技士２名を常駐させ、複合合併症を

有する腎機能障害者に対し安全で質の高い血液浄化治療を開始す

るとともに、ＩＣＵと麻酔科による連携体制を構築し、血液透析

以外に腹水濾過濃縮再靜注療法、顆粒球吸着療法、ＬＤＬ吸着療

法を年間 150 例以上行い、より充実した血液浄化治療を提供した。 

また、平成 21 年３月に県内で唯一の献腎移植登録施設となった

ことにより今後増大が予想される腎移植の術前術後の管理を見据

え、病院組織横断的な腎移植ワーキンググループを立ち上げ移植

体制を整備した。 

○ 高度で専門的な最新設備を具備した血液浄化治療部の設置に向

けて、病院再開発事業に絡め検討部会を設置し、平成 24 年度外来

中央診療棟での血液浄化治療部完成を目指して、施設の狭隘化の

解消、設備の更なる最新化等について具体的な整備計画の検討を

進めた。 

 

【１１８】 

 治験協力者に対する診療、

検査等を集中的に担当する治

験専門外来を設置する。 

  

Ⅲ 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

 病院外来診療施設が狭隘で、治験専門外来診察室が当面確保（病

院再開発事業で確保する。）できないため、ＣＲＣ(治験コーディネ

ーター)、治験担当医師及びコメディカルスタッフによる組織的な連

携体制を構築し、各診療科診察室で患者対応を行った(月平均のプロ

トコール(治験実施計画書)：13 件、被験者数：27 人)。 

 治験管理センターの拡充及び治験専門外来のための診察室の設置

については、「病院再開発事業」の中で新たに確保するため、具体的

な検討を行い「平成 21 年度策定の外来・中央診療棟再開発基本設計」

に反映させることとした。 

 

【１１８】 

○ 治験件数の増加を目指し、CRC（治験コー

ディネーター）外来を中心に、引き続き治験

担当医師及びコメディカルスタッフによる

組織的な連携体制を強化・充実する。 

○ 患者・医療従事者等に対する治験に関する

情報提供体制を充実させ、治験の活性化を図

る。 

（平成 21 年度の実施状況） 

○ 治験件数の増加を目指し、ＣＲＣ(治験コーディネーター)外来

を中心に、定期的に関係診療科を含めた連絡会議を開催し治験担

当医師及びコメディカルスタッフとの連携体制の強化を図った。 

○ 本院の治験受託体制等の情報提供を治験管理センターＨＰ上で

積極的に行い受託強化を目指すこととし、本院診療科で調査した

最新の治験可能な疾患及び治験実施率等の情報を公開した。また、

最新情報を掲載した治験パンフレットを本院外来受付コーナー等

に置き、治験の必要性等について啓発活動を行った。 

○ その他、治験管理センターの拡充と治験専門外来の設置につい 
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   て、病院再開発事業における「外来・中央診療棟再開発基本設計」

に組込むこととし、診療施設の確保等について具体的な検討を進

めた。 

 

【１１９】 

難治疾患の原因解明・診

断・治療技術の開発等、継続

的な高度先進医療を実現す

る。 

  

Ⅳ 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

小児科では、小児の障害発生予防を目的とした「拡大新生児代謝

異常マススクリーニング」の厚生労働省研究班の班長として、全国

の検査実施機関の中心となって、新技術を導入した研究を進めた。

平成 20 年には全国の出生数 109 万のうち 21 万人の新生児の検査を

行い、新技術導入の意義を明らかにした。新しい新生児マス・スク

リーニング検査の全国実施に向けて、パイロット研究への参加医療

機関や検査機関と連携して引き続き研究推進を図った。 

地域社会に還元できる高度な先進医療の取組として、歯科口腔外

科で「インプラント義歯」治療、泌尿器科で「ホルミウム・ヤグレ

ーザーを用いた内視鏡レーザー」治療(島根県内医療機関では初)、

乳腺内分泌外科で「悪性黒色種又は乳がんにおけるセンチネルリン

パ節の同定と転移の検索」による治療、眼科で多焦点眼内レンズを

用いた「白内障手術」、「水晶体超音波乳化吸引術」及び「眼内レン

ズ挿入」治療、光学医療診療部で「カプセル内視鏡とダブルバルー

ン内視鏡を導入した小腸内視鏡診療」を開始した。 

歯科口腔外科に「顎顔面インプラントセンター」を新設し、一般

医療機関ではできない高度な手術を伴うインプラント医療の提供を

開始した。 

呼吸器・化学療法内科では、「難治性呼吸器疾患に対するＥＷＳを

用いた気管支充填術」を、また、産科婦人科では、「マイクロ波子宮

内膜アブレーション」の先進医療認定に向けて、これらの新たな治

療を開始した。 

 

【１１９】 

○ 地域医療機関の指導的役割を有する病院

として、継続的に高度先進医療の実践を図

る。 

○ 大型医療機器等の整備充実を行い、先端治

療技術等の研究・開発を進める。 

（平成 21 年度の実施状況） 

○ 先進医療の充実として、婦人科において「マイクロ波子宮内膜

アブレーション」治療、乳腺・内分泌外科で「乳がんにおけるセ

ンチネルリンパ節生検」がそれぞれ厚生労働省から先進医療とし

て承認されるとともに、放射線治療科では副作用が尐なく安全な

治療方法として注目されている強度変調放射線治療(ＩＭＲＴ)の

本格稼働を開始した。 

また、さらなる高度先進医療の実践を目指し、呼吸器・化学療 
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   法内科で「難治性呼吸器疾患に対するＥＷＳを用いた気管支充填

術」を、皮膚科で「悪性黒色腫におけるセンチネルリンパ節の遺

伝子診断」を、産科婦人科で「胎児心超音波検査」を、肝・胆・

膵外科で「膵腫瘍に対する腹腔鏡補助下膵切除術」を、眼科で「多

焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」を、それぞれ先進医療と

して申請するための諸準備を開始した。 

  その他、泌尿器科において骨盤内臓器手術や出産、老化などに

より、骨盤底筋の弱まりにより起きる「失禁」の予防に音楽ＣＤ

を用いた「骨盤底筋体操」の新たな試みを、またリハビリテーシ

ョン部で慢性腰痛軽減を図るためヒノキベッドを民間業者と共同

開発し、「ウッドアロマ」の新たな取組みを開始した。 

  さらに、小児科において、小児の障害発生予防を目的とした「拡

大新生児代謝異常マス・スクリーニング」の厚生労働省研究班の

班長として、全国の検査実施機関の中心となって新技術を導入し

た研究を進めるとともに、新しい新生児マス・スクリーニング検

査の全国実施に向けて、引き続きパイロット研究への参加医療機

関や検査機関と連携した研究を推進した。 

○ 高性能ＣＴシステム、密閉小線源リモートアフターローディン

グシステム、温熱療法システム、救急生体監視・治療システムな

ど大型医療機器の整備充実を行い、先端治療技術等の研究・開発

の推進を図った。 

○ その他、島根大学医学部と中華人民共和国寧夏医科大学附属医

院との間に新たに医療交流協定を締結し、寧夏医科大学附属医院

に整形外科交流センターを設置し、研究者交流による高度医療の

推進を図るとともに、全国では初めてとなる研究と医療面をそれ

ぞれが分担して行う双方向型学術医療交流を開始した。 

 

【１２０】 

 自己細胞による再生医療と

肝臓・腎臓等の移植医療を確

立する。 

  

Ⅲ 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

 文部科学省「再生医療の実現化プロジェクト」に採択の「重度先

天性骨代謝疾患に対する細胞移植治療の臨床応用の確立」((独)産業

技術総合研究所セルエンジニアリング研究部門と共同実施)に関し

た研究を開始した。 

 死体腎移植治療推進に向けた(財)日本臓器移植ネットワークに加

入し、平成 21 年度からの献腎移植が可能な体制の整備を行った(県

内唯一の腎移植施設となる。)。 
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 【１２０】 

○ 島根県唯一の献腎移植手術実施に向けて

体制構築を図る。 

○ 病院再開発事業を踏まえて、腫瘍センター

内の再生医療・移植センター機能について、

体制の整備・充実を検討する。 

 （平成 21 年度の実施状況） 

○ 平成 21年３月に(財)日本臓器移植ネットワークに加入した島根

県内唯一の施設として、献腎移植手術実施に向け、泌尿器科を中

心に病院組織横断的な移植ワーキンググループを設置した。 

○ 腫瘍センターにおける再生医療・移植センター機能の取込みを

含め専門部会等で検討を行い、「附属病院再開発事業」で平成 23

年度に完成する新病棟に腫瘍センターを移設することとし、移植

医療実施に向けた高度無菌室の設置及び各科連携したチーム医療

体制などの運用体制について検討を進めた。 

 

【１２１】 

医療人の生涯教育、研修等

に必要な「病院医学教育セン

ター」（仮称）を設置する。 

 

  

Ⅳ 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

「地域医療教育研修センター」を新設し、県内地域医療機関及び

県市町村行政との連携・協力のもと、卒前・卒後から生涯教育まで

の一貫した地域医療人育成の教育システム構築に着手した。 

また、「病院医学教育センター」を新設し、医療従事者に対して各

種研修会等の情報共有一元化や、医療安全、院内感染対策等に関す

る各種委員会への支援活動を開始するとともに、病院をフィールド

とする医療技術の向上等を目的とした、病院医学教育研究事業の評

価・検証に着手した。 

医療従事者及び学生等の実践的教育が行える環境を整備するた

め、「内視鏡手術トレーニングセンター」に手術シミュレーターなど

各種トレーニング機器を導入し、利用を開始する一方で機能の拡充

を図るため、内視鏡手術ウェット・ラボ及び外科系手術スキル・ラ

ボ機能を付加するための整備を開始した。 

 

【１２１】 

○ 「病院医学教育センター」を中心に、医療

安全管理・教育と病院医学教育研究の強化・

充実を図る。 

○ 「内視鏡手術トレーニングセンター」内に、

更に「内視鏡トレーニングシステム」を増設

し、院内の医療関係者への教育の強化・充実

を図るとともに、地域医療機関との連携を持

ったトレーニング教育を検討する。 

（平成 21 年度の実施状況） 

○ 病院医学教育センターを中心に、職員を対象とした医療安全講

習会・講演会を 16 回及び新型インフルエンザ対策研修会等を３回

実施し、医療安全管理・教育の推進を図った。 

  また、病院医学教育センターにおいて、医師を含む医療従事者

を対象に、病院をフィールドとして医療の質の向上を図ることを

目的に公募により採択した、医学研究 42 件及び研修経費 39 件に

対して「病院医学教育研究経費」の助成を行った。 

○ 内視鏡手術トレーニングセンターにおいて、実践的に教育が行

える環境をさらに充実させるため、バーチャルリアリティー手術

シミュレーター、内視鏡手術スキル・ラボ設備を導入した。この 
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   ように実践的教育のための環境整備に継続的に取り組んだ結果、

医師・研修医等が 24 時間利用可能となるとともに、高度で総合的

な教育研修トレーニングの開始に繋げることができた。 

さらに、地域医療人の技術向上等を目指し、地域医療機関の医

療従事者が本院関係者と共同でシミュレーター等を使用できる体

制を整備し運用を開始した。 

 

【１２２】 

 「卒後臨床研修センター」

を拡充整備し、学外の関連教

育病院との連携を強化する。 

  

Ⅳ 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

文部科学省の「大学病院連携型高度医療人養成推進事業」に、「山

陰と阪神を結ぶ医療人育成プログラム＜島根大学、神戸大学、鳥取

大学、兵庫医科大学の４大学連携＞」が採択され、卒後臨床研修セ

ンターと地域医療教育研修センターを中心に研修システムを構築

し、９名の研修者が大学間の研修を開始した。また、同事業に「都

会と地方の協調連携による高度医療人養成＜東京医科歯科大学、秋

田大学、島根大学の３大学連携＞」が採択され、東京医科歯科大学

を中心に、首都圏の医療と地方の地域医療が体験できる研修システ

ムを構築し、３名の研修者が大学間の研修を開始した。 

 研修医の効率的な研修及び定着化を図るため、卒後臨床研修セン

ターを中心に、各診療科臨床研修指導教員との定期的会議の開催や

研修医との面談及び島根県から研修医等定着特別対策事業の受託を

受け、島根県及び県内の関連医療機関と連携し、若手医師等の地域

定着やキャリア形成の取組の強化・推進を図った。 

 

【１２２】 

○ 卒後臨床研修センターと地域医療教育研

修センターを中心に、県内の医療機関及び他

大学との間で連携強化を図り、研修医の相互

交流を踏まえ効果的な卒後臨床研修を目指

し、引き続き取組の強化を図る。 

○ 大学病院連携型高度医療人養成推進事業

（都会と地方の協調連携による高度医療人

養成）を、関係大学と連携を図り、効果的な

交流のもとに、引き続き医療人養成事業を推

進する。 

○ 大学病院連携型高度医療人養成推進事業

（山陰と阪神を結ぶ医療人育成プログラム）

を、関係大学と連携を図り、効果的な交流の 

（平成 21 年度の実施状況） 

○ 卒後臨床研修センター、地域医療教育センター及び県の行政機

関等が引き続き連携し、県内の若手医師育成・定着に向け研修事

業を展開した。また、臨床研修病院の研修実施担当者及び指導医

に対しての講演及び実習研修を地域医療機関へ出向いて実施し

た。この結果、指導法の統一と連携強化、並びに相互交流の円滑

化を図ることができた。 

○ 大学病院連携型高度医療人養成推進事業(都会と地方の協調連

携による高度医療人養成)に取組み、３大学(島根大学、東京医科

歯科大学、秋田大学)のコーディネーターを中心にテレビ会議等に

よる会議を開催し、本院から６名が６箇所の大学及び関連病院で

研修を実施するなど計画的に事業を推進した。なお、３大学の連

携プログラム参加登録者総数は 165 名となり、計画的に事業を展

開している。 
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 もとに、引き続き医療人養成事業を推進す

る。 

 ○ 大学病院連携型高度医療人養成推進事業(山陰と阪神を結ぶ医

療人育成プログラム)に取組み、４大学(島根大学、神戸大学、鳥

取大学、兵庫医科大学)のコーディネーターを中心に会議及び大学

合同ＦＤ並びに大学診療科情報交換会を実施し、４大学で 13 名が

大学及び関連病院で研修を実施するなど計画的に事業を推進し

た。なお、４大学の連携プログラム参加登録者総数は 567 名とな

り、計画的に事業を展開している。 

○ その他、大学病院連携型高度医療人養成推進事業において、国

際的視野を持ったグローバルな医師を育成するため、海外におけ

る短期地域医療研修を開始し、アメリカ、中国、ベトナムの３か

国の大学病院等 10 施設へ総勢 25 名の若手医師及び指導者を派遣

し、目的の達成を図った。なお、平成 17 年度大学改革推進事業(夢

と使命感を持った地域医療人育成ＧＰ)日本版ＷＷＡＭＩプログ

ラムの取組みを開始して以降、延べ 189 名の医学・看護学生、医

師及び指導者等をアメリカ等の大学・病院へ研修で派遣し、地域

医療人養成を着実に推進した。 

さらに、県内の地域医療に携わる医師の教育・育成や配置調整、

プライマリケア、ＥＲ教育の調整等を目的として、島根県の「地

域医療再生計画」に参画し、寄附講座(地域医療支援学講座)を平

成 22 年４月から平成 26 年３月(計画)の間、受入れることとし体

制整備に着手した。また、医学部の「地域医療教育学講座」との

連携体制構築の諸準備を進めた。 

 

【１２３】 

病院情報の公開を推進す

る。 

  

Ⅳ 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

 先進医療と健康啓発活動の一環で、地元のケーブルテレビ放送を

通じ、いきいき健康講座「まめなかくらぶ」と題した健康番組を制

作し、各診療科の最新治療等について引き続き紹介し、併せて、県

内５箇所のケーブルテレビにも配信するとともに、新たに定期的な

報道発表(月１回程度)を開始した。 

本院ホームページの診療案内欄を利用者の使いやすさの観点から

改良を加え、最新治療研究成果、担当医の専門一覧及び講座ホーム

ページへのリンク等も配置し、診療情報が得やすいものにした。さ

らに、看護部のホームページを新たに作成し、医師・看護師連携に

よる医療活動や働きやすい職場環境での看護業務の現状等、情報発

信を推進した。 

なお、情報公開の推進とともに、個人情報保護の認識向上に取組 
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   み、国立大学法人の附属病院では全国２番目となるプライバシーマ

ーク(JIS Q15001)2006 年度版の更新審査に合格した。 

 

【１２３】 

○ 情報公開について、本院のホームページや

診療案内 2009で医療業績等を含めた医療情

報を公開する等、引き続き診療情報を積極的

に発信する。 

○ 地域住民を対象とした健康教育番組の継

続とともに、講演会などを定期的に開催し、

引き続き一般社会に向けた医学情報の公

開・普及を図る。 

○ 本院の患者情報を含む個人情報について、

プライバシーマーク制度の趣旨に沿って、的

確な情報管理を継続して行う。 

（平成 21 年度の実施状況） 

○ 附属病院の最新医療情報を積極的に公表することとし、先進医

療の開発や先進治療の開始、並びに最新鋭医療機器導入に伴う治

療の開始等の情報を定期的に報道機関へ提供し、地域あるいは全

国版のニュース番組・新聞等で幅広く報道・掲載願う取組みを開

始した。 

また、「診療案内 2009」を作成し、県内の病院、医院、診療所及

び関係市町村等の医療関係施設(1,207 か所)全てに配付し、本院の

各診療科の診療体制及び医療業績等について、引き続き情報提供

を行った。 

○ 地域医療への貢献を目指し地方大学病院で取組む研修医の現状

や高度医療機関で働く看護師の現状と人材育成を広く広報するた

め、研修医の広報ビデオ制作に着手するとともに、看護師の広報

ビデオ６編を作りホームページや、いきいき健康講座「まめなか

くらぶ」と題した県内のケープルテレビの健康番組に併せ放映し

好評を得ている。この外、地元新聞社の特集広報誌(リビエール)

に、本院で日夜活躍する看護師を「看護師探訪シリーズ(ナース輝

いて)」と題し、６回に亘り連載するなどし、地域のニュース番組・

新聞等を活用した広報活動を行っている。 

また、情報公開をより一層積極的に行うため、本院ホームペー

ジをリニューアルし、先進医療の取組状況と研究成果、現在進行

中の「病院再開発事業の進捗状況」、医員・研修医の研修内容等に

ついて、最新情報を親しみやすい内容で継続的に掲載することと

した。 

その他、地域住民を対象とした健康教育番組である、いきいき

健康講座「まめなかくらぶ」と題した健康番組を出雲ケーブルビ

ジョンで毎月継続して放映している(９年前から継続実施)。なお、

この放送は、県内５か所のケーブルテレビに配信され県内に広く

放映されている。 

○ 平成 21 年２月に更新審査に合格したプライバシーマーク 2006

年度版による新マネジメントシステムに基づき、全病院従事者を

対象とした研修会の実施及び各部署における個人情報の管理状況

の点検等、プライバシーマーク制度の趣旨に沿った的確な情報管 
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   理に継続して取り組んだ。  

【１２４】 

安全管理を担当する医療人

を配置し、安全管理部門の機

能強化を図る。 

  

Ⅳ 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

新型インフルエンザ発生など緊急時を想定し、病院長及び安全管

理担当副病院長をホストとする携帯電話を介した電話会議システム

を導入し、休日・夜間でも情報収集・意思決定・決定事項の伝達等

が可能となる体制を構築した。 

臨床工学技士を増員し、組織的に医療機器の集中管理の促進と安

全管理支援体制を構築するため、従来のＭＥ機器管理室を独立させ、

特殊診療施設として「ＭＥセンター」を設置することとした(平成 21

年４月設置)。 

医療リスク軽減とよりよい医療の提供等を推進するため、全国で

も初の医師と看護師が同等に扱える看護電子パスを加えた電子クリ

ニカルパスを構築し、運用を開始する一方、医療安全管理室を中心

に、年間 13 回の医薬品・医療機器を含む医療安全研修会を開催した。 

本院の感染対策室が中心となって、県内の医療関係者の感染対策意

識向上を目的とした「島根感染対策セミナー」を新たに設立し、第

１回のセミナーを開催して関係者との連携強化を図った。 

 

【１２４】 

○ 医療安全体制を強化するため、インシデン

トレポートの電子登録システムを高度な解

析可能システムに更新し、詳細な解析を基

に、症例検討会（MMC）を積極的に指導し、

解析データのフィードバックを推し進め医

療事故防止対策を継続して行う。更に

e-learning システムを導入して職員教育を

充実する。 

○ 病院医学教育センターを中心に、各部署が

実施した教育・研修会を一元化し評価・検証

を行い、効率的な教育・研修の実施が図れる

よう支援強化を図る。 

○ 「ＭＥセンター（仮称）」を設置して、医

療機器の安全管理と臨床工学技士の効率的

な業務運営を行う。 

（平成 21 年度の実施状況） 

○ 医療安全管理体制を強化するため、新たにインシデントレポー

トデータベースやe-learning等と連携した医療安全集中管理シス

テム「セーフマスター」を導入し、更に詳細な解析を可能とした。

また、各部署に解析した結果をフィードバックし、問題事例につ

いては症例検討会(ＭＭＣ)を開催することにより再発防止を図っ

た。 

  また、病院システム上の「インシデントレポートシステム」に、

新規に e-learning システムを構築することにより、関係職員が医

療安全研修会や講演会の内容(資料)を自由に学習できるように改

善を図った。さらに、医療安全及び感染対策研修として、講演会、

研修会を 12 回実施するとともに、未受講者に対しはＤＶＤでの受

講を実施した。 

○ 病院医学教育センターが中心となり、附属病院で行う年間の講

演会等スケジュールを統括管理するシステムを構築し、各部署で

行う講演会、研修会、セミナー等が効率的に開催されるよう改善

を図った。また、その研修会等の開催時期・場所等を本院のホー

ムページ上に新たにコーナーを設け掲載し、関係者へ広く周知す 
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   ることとした。 

○ 特殊診療施設として新たに「ＭＥセンター」を設置し、臨床工

学技士長ポストの新設及び３名の技士を増員し８名体制とした。

これにより、医療機器の集中管理(21 品目)を進めるとともに、医

療従事者を対象とした医療機器の安全使用のための研修会を開催

(８回)し、医療機器の安全使用及び管理に向けての啓発を行った。 

○ この他に、患者の安全を確保するため、インフルエンザ等感染

患者の大発生時及び震災等災害時などを想定し、救急診療施設に

転用可能な機能を有する外来患者用立体駐車場(２階建 458 台収

容)を整備した。 

 

【１２５】 

 地域医療連携センターの役

割を強化し、患者サービスと

地域医療人との提携に最大限

に活用する。 

  

Ⅳ 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

地域医療連携センターのＭＳＷ(メディカル・ソーシャル・ワーカ

ー)を５名体制(２名増員)とし、地域医療機関との連携強化を図ると

ともに、新たに総合待合ホールの一角に設けた「入院総合相談室」

で、入院予定患者・家族に対して早期退院に向けた支援を開始した。 

本院の医療情報システム(ＨＩＳ)上に、島根地域医療情報ネット

ワークシステムで作成された紹介状の各種情報が展開できる機能を

新たに追加した。これにより、紹介元の地域医療機関に患者診療情

報の提供を切れ目なく行う体制が整備され、病診連携と患者サービ

スがより一層強化され、本院への患者紹介率も 48.1％(平成 19 年度)

から 56.5％に向上した。 

地域医療の充実と地域病院の機能の役割分担及び密接な協力関係

の構築に向けて、島根大学医学部附属病院関連病院長会議及び出雲

圏域の８病院で構成する「地域医療連携会議」を開催した。 

 

【１２５】 

○ 県内関連医療機関等との間で設置された

会議等を積極的に活用し、地域医療機関等と

の相互理解・協力体制を推進する。 

○ 地域医療情報ネットワークシステムを活

用した、患者サービスの強化と充実を継続す

る。 

○ 地域医療連携センターの MSW(メディカル

ソーシャルワーカー)を増員し、地域医療機

関と連携し患者支援等のサービスの充実を

図る。 

（平成 21 年度の実施状況） 

○ 第６回島根大学医学部附属病院関連病院長会議を開催し、県内

33 関連病院の病院長が出席し、地域医療の充実及び地域の病院と

の機能的な役割分担と連携体制の更なる構築を図ることとした。 

さらに、本院が中心となり、近隣の医療機関で構成する医療連

携会議、大学病院、保健所等で構成するクリニカルパス会議等を

活用し、本院と関連病院間で「脳卒中地域連携クリニカルパス」

の運用を開始した。 

○ 病院医療情報システムの「初診紹介患者予約システム」の機能

拡充を図り、インターネットを介して 24 時間直接、紹介元医療機

関からの診療予約を行える体制を整備し運用を開始した。 



島根大学 

123 

   とにより、診療予約調整時間の短縮が図れ、地域医療機関から好

評を得ている。 

○ 地域医療機関等との連携強化を図るため、地域医療連携センタ

ーのＭＳＷを３名増員し７名体制にするとともに、附属病院に新

設した「入院総合相談室」にＭＳＷを中心とした「退院支援チー

ム」を組織し、入院予約時の患者・家族に対して「スクリーニン

グ」を行い、早期に退院支援ができる取組みを開始した。この取

組みにより、在院日数の短縮や患者サービスの向上を図ることが

できた。 

 

【１２６】 

 外部有識者を加えた戦略企

画室を中心とした効率のよい

運営体制を確立する。 

  

Ⅳ 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

 外部有識者を加えた平成 19・20 年度開催の「附属病院経営懇談会」

での意見等を踏まえて、「コメディカル(ＭＥ、ＭＳＷ)を増強するこ

ととし、ＭＥ４名及びＭＳＷ２名の増員を図った。また、現在附属

病院で取組を行っている各種医療人育成事業、病院再開発事業及び

経営改善事項等について適正との評価を得たことにより、整備・充

実に向け推進することとした。 

毎月開催している「病院経営企画戦略会議」において、病院が抱

える諸課題について多方面から審議・検討し、特殊診療施設の設置、

診療科等の体制の整備・充実、医療機器の整備・充実等経営改善を

積極的に推進した。 

全国の大学病院で初めて医員及び研修医に対する年俸制を導入

し、常勤化と医員のパート勤務を実現するなど処遇改善と管理体制

の改善を図った。 

 

【１２６】 

○ 経営企画戦略会議を中心とする運営体制

の効率性を高めるとともに、外部有識者を加

えた附属病院経営懇談会の意見を参考に、よ

り一層の経営改善を行う。 

（平成 21 年度の実施状況） 

○ 平成 20 年度に開催した附属病院経営懇談会での意見を参考に、

患者サービスの向上と診療業務の効率化及び収入確保を目指し

て、外来患者を対象にＭＲＩの早朝検査を開始した。また、取組

みを評価された「医療人の育成、地域医療との連携、コメディカ

ルスタッフの増員・強化による経営改善等」について、引き続き

病院経営企画戦略会議の下に推進を図った。 

○ 経営改善の取組み及び運営体制の効率性の検証等を行うため、

３回目となる外部有識者を加えた「附属病院経営懇談会」を開催

し、意見等を踏まえ、医療職員(看護師等)の増強と離職対策の改

善について検討を行った。 
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【１２７】 

患者サービスの向上につな

がる各種業務の外部委託の導

入を図る。 

 

 

 

Ⅳ 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

よりよい医療の提供とリスク軽減及び患者サービスの推進を図る

ため、医師サイドの電子クリニカルパス構築に加え、医師と看護師

が同等に扱える全国初の看護電子パスを完成させ運用を開始した。 

業務の効率化による患者サービスの向上を図るため、医事業務の

根本的な見直しと検証を行い、入院・外来患者の診療報酬請求業務

等を平成 21 年４月から外部専門業者に全面委託することとした。さ

らに、患者サービスの向上を目指して、次の取組を行った。 

・第三者評価機関の「ささえあい医療人権センターＣＯＭＬ（コ

ムル）による病院探検隊」に依頼、仮想患者を受診させた患者

満足度の調査を実施し、改善に着手 

・患者図書室に一般向け医学書及び闘病記など、310 冊の新刊図書

を受入 

・入院患者さんの慰安等の目的で、多彩なジャンルの院内ボラン

ティアコンサートを毎月１～２回実施 

・女性スタッフ支援室と連携し、検査部にパート採血要員を繁忙

時間帯に投入し、採血待ち時間を解消 

・地域医療機関から送付された紹介状、放射線フィルム画像デー

タを、病院情報システム上で共有化できる体制を構築し運用す

ることで紹介元への情報提供による病診連携の向上 

 

【１２７】 

○ 外部委託業務の検証に基づき、附属病院に

おける外来担当及び入院担当業務の全面外

部委託を行うとともに、「レセプトデータ電

算チェックシステム」を導入し、精度管理を

行うなど患者サービスの推進と業務の効率

化を図る。 

○ 島根地域医療情報ネットワークシステム

等を活用し、地域医療機関等との連携を強化

し、患者サービスの充実を図る。 

○ 入院患者やその家族の癒しを目的に、病院

内コンサート等の催し物を積極的かつ定期

的に企画する。 

○ 患者図書室の整備充実を進める。 

（平成 21 年度の実施状況） 

○ 附属病院における外来・入院業務及び診療報酬請求業務を外部

専門業者に全面委託し、より精度の高い診療報酬請求ができるよ

う体制を整備した。併せて、「レセプト電算チェックシステム」を

導入し、診療報酬請求の精度管理の向上を図った。 

○ 本院が構築し地域医療機関が利用している地域医療情報ネット

ワークシステムに電子カルテとの連携機能を追加し、全ての紹介

状情報を電子カルテ上に表示するよう改善を図った。このことに

より、紹介・逆紹介が促進され病診連携と患者サービスがより一

層強化された。 

○ 入院患者やその家族の癒しを目的に開始した「院内ボランティ

アコンサート」が定着し、出演希望の団体も増加したことにより

毎月１～２回実施しており、入院患者やその家族から大変好評を

得ている。 

○ 患者図書室「ふらっと」において、新刊図書の購入や職員から 



島根大学 

125 

   の寄付等による蔵書の充実、並びに医療について分かりやすい図

書の整備に努め、患者サービスの充実を図った。 

○ その他、診療料金の収納体制を整備し未収額の改善を図るため、

債権回収業者への業務委託やコンビニエンスストア決済の導入の

検討を開始した。また、極力、未収金を発生させないという観点

から、ＭＳＷの早期介入により、公的制度(高額療養費の現物支給

制度や委任払い制度)について患者・家族に説明を行う体制を確立

した。 

 

【１２８】 

 医療材料等の購入と使用の

両面において効率的な管理体

制を確立する。 

  

Ⅳ 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

 院内物流中央管理システム(ＳＰＤ)のより効率的な運用を図るた

め、医療材料担当者１名の増員を行った。 

 大型医療機器の更新整備として、内視鏡診断治療システム、腹部

血管造影診断・治療Ｘ線システム、リニアック、洗浄・滅菌システ

ム等の更新を行った。 

 その他、引き続き他大学等の納入実績及び契約実績等を調査し、

メーカー等と定期的な価格交渉を行うことにより診療経費削減に取

組み、医薬品の値引きで年間約 13,580 千円、医療材料費で年間約

1,998 千円を削減した。さらに、請負契約の複数年化を推進し、年間

約 2,063 千円の削減と、病棟水道蛇口に節水コマを取り付けし、年

間約 1,414 千円の上下水道料金の経費節減を行った。 

 

【１２８】 

○ 医療材料管理室を中心に、院内物流中央管

理システム（SPD)の活用と検証を行い、医療

材料のより効率的な管理体制を推進する。 

○ 各種経費の削減を行うため、医薬品・医療

材料等の購入内容を再点検し、安価な製品へ

の切替等を図る。 

○ 購入契約前後の市場調査や価格交渉の強

化、及び他大学との連携を持った価格交渉等

により、診療経費削減を図る。 

○ 老朽化した医療機器の計画的な更新を実

施する。 

（平成 21 年度の実施状況） 

○ 院内物流中央管理システム(ＳＰＤ)を活用し、病院各部署にお

ける医療材料の適切な在庫数の管理と定数配置の見直しを行い、

効率的な材料管理を行った。また、期限切れ材料が発生しないよ

う医療材料担当署員が定期的に現場調査を行うシステムを構築し

た。 

○ 医薬品費削減に係る取組として、中四国地区の４大学病院(島根

大学、岡山大学、愛媛大学、高知大学)で進めている「医薬品購入

の共同交渉」のため、６回に亘り関係会議を開催するとともに、

ゼネリック製品の採用推進を図った結果、医薬品費 6,549 千円の

削減を図った。 

また、検査用機器のリース契約変更に伴い、安価な検査試薬の

採用を行い、12,551 千円の試薬経費の削減を図った。 
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   ○ 診療経費削減を図るため、他大学の医薬品契約実績等の情報収

集を行い、それを基に価格交渉を行い 9,629 千円を、また、既存

医薬品の規格見直し(100 ㎎→50 ㎎)により 9,386 千円の医薬品費

をそれぞれ削減した。 

また、医療材料費削減に向けて、外部専門業者(ネゴシエータ)

に価格交渉を委託し、医療材料の品目整理及び医療材料の切り替

え並びに会計課契約担当職員の価格交渉手法について実践教育を

行うなどし、9,882 千円の医療材料費削減を図った。 

○ 注射薬自動払出システム、救急生体監視・治療システム、高性

能ＣＴシステム、密閉小線源リモートアフターローディングシス

テム、温熱療法システムなど大型医療機器の整備充実を図った。 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

（３） その他の目標 

③ 附属学校に関する目標 

 

中
期
目
標 

① 幼児・児童・生徒に確かな基礎学力と「自ら学び、自ら考える力」を育む附属学校を創る。 

② 教育学部とともに歩み、教員養成学部を支える新たな教育観・教職観に満ちた附属学校を創る。 

③ 地域に開かれ、地域を育み地域に育まれる附属学校を創る。 

④ ２１世紀の教育を実践するに相応しい附属学校の組織及び施設設備を創る。 

 

中期計画 平成 21 年度計画 
進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ 

【１２９】 

尐人数教育（教科、教科外活

動における尐人数学級編成、複

数教員による指導、大学院生に

よるチームティーチング（ＴＴ）

教育等）に関する実践的研究活

動を推進する。 

 

 

 

Ⅳ 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

 「幼・小・中一貫教育」の本格実施に合わせ、幼稚園１学級 20

人、小学校１年生 30 人、中学校１年生 35 人という尐人数学級編

成を実現した(年次進行)。 

 また、附属学校と大学・学部との連携を強化するため、附属学

校部長職を置き、学部教員を充てることとした(併任)。さらに、

学校経営の改善を図るため、幼・小・中全体を統括する専任校長

制を採用するとともに、副校長、主幹教諭および指導教諭という

新たな職制を導入した。 

 

【１２９】 

(20 年度に実施済みのため、21 年度は年度

計画なし) 

（平成 21 年度の実施状況） 

 

【１３０】 

新教育課程、新カリキュラム

に対応した、総合的学習等の実

践的教育研究活動を推進する。 

  

Ⅳ 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

 

 

【１３０】 

(19 年度に実施済みのため、21 年度は年度

計画なし) 

（平成 21 年度の実施状況） 
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【１３１】 

 「幼－小－中」一貫教育に関

する実践的教育研究活動を推進

する。 

  

Ⅳ 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

 

 

【１３１】 

(19 年度に実施済みのため、21 年度は年度

計画なし) 

（平成 21 年度の実施状況） 

 

【１３２】 

 「特別支援教育推進室」の機

能を充実させ、多様な教育相談

に対応できる環境を整備する。 

  

Ⅳ 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

 

 

【１３２】 

(19 年度に実施済みのため、21 年度は年度

計画なし) 

（平成 21 年度の実施状況） 

 

【１３３】 

平成１８年度末までに、入学

者選抜の在り方について検討

し、結論を得る。 

  

Ⅲ 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

 「幼・小・中一貫教育」に対応した入試方法について、平成 20

年度に実施した入試方法の問題点や改善点を検討し、その結果を

踏まえ平成 21 年度からの本格実施に向けた入試体制を整えた。 

 

【１３３】 

○ 平成 20 年度に策定した幼・小・中一

貫教育を実現するにふさわしい入試方

法を本格的に実施する。 

（平成 21 年度の実施状況） 

 各附属学校・園における入学(園)に際し、受験者の保護者を対

象に、一貫教育の趣旨を徹底するとともに、学力検査だけでなく、

面接を重視した新たな入試方法に基づく選考を実施した。 
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【１３４】 

 学生の「教育実習」担当教育

機関として、年間を通して教育

実習生の受入を行うとともに、

「学部教育支援センター群」と

協働して教育実習プログラム開

発に関する実践的研究を推進す

る。 

  

Ⅳ 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

 教育学研究科の改組に伴い、大学院生を対象とした「教育実習

プログラム」を開発、試行実施し、高度かつ専門的な教育的実践

力育成プログラムを構築した(「学校教育実践研究」、「教科内容構

成実践研究」の開設)。 

 

【１３４】 

○ 平成 20 年度に開発、試行を行った大

学院生を対象とする「教育実習プログラ

ム」を大学院のカリキュラムに明確に位

置づけ、本格的に実施する。 

（平成 21 年度の実施状況） 

 大学院教育学研究科一年次生を対象に、「課題研究」科目を大学

院における「研究的教育実習」と位置づけ、学部教員と附属学校

教員の協同による運営委員会を設置して、年間を通じた実践的指

導を行った。 

【１３５】 

 「特別支援教育体験」（１年次

必修）の実施等、学生の教育体

験、子ども体験活動に資する多

様なプログラムを開発し、教育

学部学生の資質形成に有効なフ

ィールドを提供する。 

 

 

 

 

Ⅳ 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

 教育学部生を対象とする取組みとして、「特別支援教育体験プロ

グラム」(１年次必修)の開発、附属学校の子ども達を対象とした

サイエンスアカデミー(平成 20 年度から実施)、及び附属幼稚園の

園児とその保護者を対象とした放課後保育プログラムを開発、実

施した。 

 

【１３５】 

○ 平成 20 年度までに開発した「特別支

援教育体験」ならびにサイエンスアカデ

ミーや放課後保育プログラム（そら）を

活用して、教育学部学生の教員に必要な

資質を向上させる取り組みを本格的に

実施する。 

（平成 21 年度の実施状況） 

 「特別支援教育体験」プログラム、保健室を利用した子ども達

へのメンタルフレンド体験実習、サイエンスアカデミー、放課後

保育プログラム(そら)及び部活動の指導など、教育学部で実施し

ている 1000 時間の体験学修と関連させて、教育学部学生の資質向

上に必要な体験的活動を年間を通じて実施した。 
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【１３６】 

 大学院生の教育実践研究に積

極的に対応し、学校経営、教科

指導、教科外指導等あらゆる教

育領域にわたる研究活動を支援

する。 

  

Ⅲ 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

 中期計画【１３４】の『平成 20 年度の実施状況概略』を参照。 

 

【１３６】 

○ 平成 20 年度に実施した大学院の改組

によって新設した科目「学校教育実践研

究」及び「教科内容構成実践研究」等に

よって、大学院生の教育を行い、指導的

教員の養成を行う。 

（平成 21 年度の実施状況） 

 指導的教員の養成を行うため、大学院教育学研究科一年次生を

対象に、新設科目「学校教育実践研究」及び「教科内容構成実践

研究」等を大学院における「研究的教育実習」と位置づけ、学部

教員と附属学校教員の協同による運営委員会を設置して、年間を

通じた実践的指導を行った。 

【１３７】 

 積極的に「調査研究指定校(文

部科学省)」等に取り組み、学校

教育改革に資する実践的研究を

推進するとともに、地域の公立

学校等に対し研究成果の公表、

指導・助言を行う。 

  

Ⅲ 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

 「幼・小・中一貫教育」の成果を公表する「第１回幼・小・中

一貫教育研究発表協議会」を開催した。そこでは、「小・中一貫教

育」に取り組む松江市、出雲市教育委員会等の協力のもと、学校

経営、生徒指導、特別支援教育などのテーマ別分科会を実施し、

山陰地域はもとより、中国地方各県からの参加者に一貫教育の成

果の公表を行った。 

 

【１３７】 

○ 幼、小、中一貫教育を着実に進め、第

２回の幼、小、中一貫教育研究発表協議

会を開催し、公開授業・保育、授業・保

育分科会やシンポジウムなどを行い、一

貫教育の実施による成果を公表し、さら

に地域の学校の教育力の向上に貢献す

る。 

（平成 21 年度の実施状況） 

 豊かな「学び」をつくる子どもの育成を目指した幼小中一貫教

育の研究実践に取組み、一貫教育の成果の公表及び地域の公立等

の学校の教育力向上に資するため、第２回幼小中一貫教育研究発

表協議会を開催した(平成 21 年 11 月 20 日開催)。 

 本協議会では、公開授業・保育、授業・保育分科会、さらに実

践発表や講演等のシンポジウムを実施し、地域で学校教育に携わ

る参加者の学びの場を提供した。 
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【１３８】 

 教育学部、県教育委員会、県

立教育センター等と連携し、現

職教育プログラムの開発に協力

するとともに、研修の場を提供

する。 

  

Ⅳ 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

 大学院教育学研究科に新設された「現職教員１年短期履修コー

ス」への附属学校教員の派遣計画を策定し、平成 21 年度から２名

を派遣することとした。 

 

【１３８】 

○ 大学院の改組に伴う現職教員の１年

短期履修コースの教育内容を検討し、改

善を図った現職教育プログラムを附属

学校園において実施し、大学院教育の充

実のための取り組みを行う。夏季に特別

支援教育、国語、算数・数学、理科のミ

ニ研究会を実施し、授業改善のための研

修の場を提供する。 

（平成 21 年度の実施状況） 

 大学院の改組によって整備した「１年短期履修コース」に在籍

する現職教員のための研修として、夏季に特別支援教育、国語、

算数・数学、理科の研究会を実施した。 

 県内の現職教員のために教育学部が主催した「現職教員のため

のパワーアップ講座」の中で、附属学校園の教諭が特別支援教育

の講師を勤め、研修の充実に貢献した。 

【１３９】 

 教育学部に学部教員及び附属

学校教員によって組織する「附

属学校部」を設置し、「附属学校

部長」を置いて、「学部－附属」

及び附属学校・園間の連携を一

層強化する。 

 

  

Ⅳ 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

 

 

【１３９】 

(17 年度に実施済みのため、21 年度は年度

計画なし) 

（平成 21 年度の実施状況） 

 

【１４０】 

 有能で多様な人材を確保する

ために、教員人事交流に関する

協定を締結している島根県及び

鳥取県の各教育委員会と教員の

人事交流の円滑化を図る。 

  

Ⅲ 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

 

 

【１４０】 

(19 年度に実施済みのため、21 年度は年度

計画なし) 

（平成 21 年度の実施状況） 
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【１４１】 

 学部教員組織との人事交流を

促進するため、派遣人事制度を

創設する。 

  

Ⅳ 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

 

 

【１４１】 

(19 年度に実施済みのため、21 年度は年度

計画なし) 

（平成 21 年度の実施状況） 

 

【１４２】 

平成１７年度末までに、ユニ

バーサルデザイン、環境保全等

の社会的要請と安全対策に十分

に配慮した附属学校の施設設備

の長期構想を策定する。 

  

Ⅲ 

（平成 20 年度の実施状況概略） 

 附属学校の施設設備に関する改善の取組みとして、これまでの

施設利用計画実施に伴う問題点や課題等を分析した結果、幼稚園

と小学校１、２年生からなる初等部前期ブロックの教育活動をよ

りスムースに実施するため、幼稚園と小学校との連絡通路を設け

た。さらに、学部生と大学院生の教育実習における研究活動を充

実させるため、附属小学校の校舎を改修し、実習生用の研究室及

び模擬授業などを行える教室の充実を図った。 

 

【１４２】 

○ 幼稚園舎と附属中学校の養護棟の改

修を行い、環境とともに安全性に配慮し

た学習環境をつくる。養護棟の改修にと

もなって、附属中学校での教育実習を充

実できるように、教材研究や模擬授業を

行える研究室を確保する。 

（平成 21 年度の実施状況） 

 附属学校・園全体について小修繕、改修等の必要箇所の点検を

行い、重要度・緊急度の高い箇所から順次整備した。また、学生

の教育実習に必要な「教育実習生研究室」を小・中学校に整備し

た。 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況に関する特記事項  

１．教育に関する特記事項 

○ 教育の成果に関する事項 

【教育の成果・効果の検証等】 

① 教育の成果・効果の継続的な検証の新たな取組みとして、平成 21年度学

部入学生を対象にした、入学時・各学年進級時・卒業時に検証を実施する「学

生パネル調査」を開始した。第１次となる入学時のパネル調査(回収率 97％)

の結果について、初年次教育など全学の教育プログラムの効果の検証に充て、

質保証・向上施策に活用した。 

② 全学単位での基本的な教育改革及び教育の質保証の改革案の作成、推進方

策等を審議・決議する「教育改革・質保証特別委員会」を設置した。 

③ 学位審査に係る透明性・客観性を確保するため、医学系研究科博士課程(高

度臨床医育成コース)の学位論文審査委員に学外委員を加えた。 

 

【Ｗｅｂを用いたクリニカルクラークシップ評価の実施】 

① 医学部医学科では、Ｗｅｂを用いて臨床実習であるクリニカルクラークシ

ップ(ＣＣ)の評価を実施した(ＣＣ-Ｗｅｂ)。Ｗｅｂによる評価システムは、

学生と指導医双方による評価のフィードバックに有効であり、また、実習記

録等をＷｅｂに蓄積することでポートフォリオとしても活用できた。この評

価システムは、極めて先進的であり全学生及び全診療科での活用実績は、国

内でも他に例をみないものである。 

 

【特色ある教育プログラムの充実】 

① 「初年次教育プログラムガイドライン」(平成 20年度策定)に基づき、全

学において 24の初年次授業を設置し、すべての入学者が受講する初年次教

育プログラムを構築した。 

② 医学系研究科博士課程と総合理工学研究科博士後期課程の間で実施して

いた「医理工連携教育プログラム」に生物資源科学研究科の教員も参加し、

新たに「医理工農連携プログラム」として充実させた。また、医理工農連携

プログラムの７科目を新たに医学系研究科医科学専攻修士課程及び総合理

工学研究科博士前期課程においても開設した。 

③ 行政、法律、生活環境に関わる地域医療の諸問題をサポートするため、医

学系研究科医科学専攻(修士課程)に地域医療支援コーディネータ養成コー

スを設置し地域の医療・福祉を担当する行政職員を含む４名の学生を受入れ

た。 

○ 教育内容等に関する事項 

【教養教育のカリキュラムの見直し】 

① 共通教養科目の履修を「広く深く体系的な」ものとするため、現状の学問

分野の区分から、学際的で実社会との結びつきが明確なテーマ別の区分へ改

めるとともに、新たな履修方法として、広さを担保する「均等履修」、ある

程度の深さを担保する「集中履修」を採用する教養教育案を作成した。 

 

【地域の人材を活用した教育の推進】 

① “まちづくり”の実践的な活動を疑似体験できる講義として、松江市長を

はじめ、松江と縁の深い専門家を講師に迎えた「松江のまちづくり」を開講

した。 

② 地域医療人の育成にあたって、地域医療の歴史と文化の学習を通して地域

の特徴・魅力を学べる講義として、多様な分野の地元知識人を講師に迎えた

「島根学～島根の医学・医療と文化の歩み～」を開講した。 

 

【地域に目を向けた教育の推進】 

① 教育学部において、島根・鳥取両県の教育委員会や学校との連携を重視し、

初めて「現職教員のためのパワーアップ講座」を開催し、参加者との双方向

の話し合いによって、テーマに関する理論的・実践的な理解を深める機会を

提供した。 

② 将来の島根県の医療を支える人材を育成するため、本学医学部の教職員、

医師、学生と島根県教育委員会とが連携し医療体験実習「高校生夢実現進学

チャレンジセミナー」を行い、県内 17の高校から 67名の高校生を受入れた。 

 

【主体的に行動する人材育成の成果】 

① ４大学(島根大、山口大、愛媛大、高知大)間教育研究交流協定に基づき、

学生自らが積極的に地域の問題に取組む「４大学間学生交流自主的・実践的

研究プロジェクト」を引き続き支援した結果、本学のプロジェクトが「最優

秀賞及び学生プロジェクトＥ・Ｘ賞」及び「審査員特別賞」を受賞した。 

 

【教員免許更新制度への対応】 

① 中国五大学教職支援機構の事務局校として「教員免許更新講習管理システ

ム」の導入と運用に向け協議を進め、同制度の導入にあわせ、中国・四国地

域の国立６大学(鳥取大学、島根大学、岡山大学、広島大学、山口大学、高

知大学)が中心となって教員免許状更新講習共同ホームページを開設し、Ｗ

ｅｂによる利用者登録や講習申込等を実現した。 
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② 教育学部附属教師教育研究センターにおいて、教員免許更新講習を実施し

た(94講座開講)。 

 

○ 教育の実施体制等に関する事項 

【ＦＤ活動の多様な取組み】 

① 「学生の学びを中心に据えた教職員ネットワークの構築とＦＤの組織化 

～ 山陰地域のＦＤ拠点化に向けて ～ 」(平成 21 年度文部科学省特別教育

研究経費(教育改革)事業採択)の取組み 

全学ＦＤネットワークの構築に向けて５つのプロジェクトを立ち上げ

様々なＦＤ活動に取り組むとともに、教育の質保証及び質の向上を図るため、

学士課程及び大学院課程における優れた取組み(Good Practice)に対し重点

的な財政支援を行う「教育改革推進事業《島大ＧＰ》」を創設した(平成 21

年度：４件採択)。 

② 山陰地域における教育の質保証及び質向上を図ることを目的に、島根県立

大学と「山陰地区ＦＤ連絡協議会」を設立し、共同事業としてＦＤ合同研修

会を開催した。 

③ 地域における人材育成の拠点としての役割を果たすため、大学教育合同フ

ォーラム in 島根 2009「島根県の高等教育の未来を考える」を開催し、島根

県知事による基調講演をはじめ、本学、島根県立大学及び松江工業高等専門

学校によるＧＰ等の先進事例報告等を行った。 

④ 教育開発センターにおいて、大学院生をティーチング・アシスタント(Ｔ

Ａ)に活用したプロジェクトを立ち上げ、基礎学力向上のモデルケースとし

て試行した。その内の「数学補完教育プロジェクト」に関して、効果の検証

を行うとともに、ＴＡ同士の座談会を通じて集約した意見を教育改善案とし

て教員に提示した。 

 

【大学教育改革支援プログラム採択事業等にみられる特色ある取組】 

① 《「大学病院連携型高度医療人養成推進事業」(平成 20年度採択事業)》 

「山陰と阪神を結ぶ医療人養成プログラム」について、主幹校として４大

学(島根大学、神戸大学、鳥取大学、兵庫医科大学)合同ＦＤを開催し、各大

学の取組状況、今後の課題及び事業に参加する若手医師からの報告等を「４

大学プログラムの運用と地域医療再生への展望」と題したパネルディスカッ

ションにおいて実施した。 

② 《「特色ある大学教育支援プログラム」(平成 19年度採択事業)》 

「確かな教師力を育む多角的評価の実現」について、学生が「1000時間体

験学修」から学んだことを発表し自らの教師としての力量を可視化するとと

もに、教師を目指すにあたりさらに身につけるべき課題を発見するための機

会として、事業を総括する「学生フォーラム」を開催した。 

 

【新英語教育プログラムの構築】 

① 初年次学生の外国語学習を支援するため、携帯電話を利用した新しい

e-learning システムの開発に着手し、ハード面の整備及びコンテンツ開発

に取り組んだ(教育改革推進事業(島大ＧＰ)選定事業)。 

② 教養教育における英語教育の改革に取組み、習熟度別コース制による英語

力に応じた学びやすいカリキュラムや e-learning導入による主体的かつ意

欲的に英語を学べる環境を提供する、新しい英語教育プログラムを構築した

(平成 22年度より実施)。 

 

 【附属図書館における知的情報提供のための整備】 

① 学術論文情報の整理・保存、ネットワーク共有及び授業での活用が可能な

文献管理ツールとして RefWorks を全キャンパスで導入し、利用講習会を開

催した(ユーザー登録数 262名)。 

 

○ 学生への支援に関する事項 

【学生支援体制の充実】 

① 学生電子カルテシステムを活用した学生指導に引き続き取り組むととも

に、教育学部において、学生電子カルテシステムの機能を備え、さらに情報

の継続収集・分析・学生への情報発信までを可能にした新たな履修指導シス

テムを開発し、試行を実施した(平成 22年度本格実施)。 

② 修学支援の一環として法文学部及び総合理工学部で毎年度実施している

指導教員と保護者との修学・進路相談を中心とした面談・意見交換会を引き

続き開催するとともに、生物資源科学部においても新たに保護者との個別面

談会を開催し、保護者との協働による学生支援の充実を図った。 

③ 法務研究科において、島根・鳥取両県弁護士会に所属する若手弁護士に、

日常的な学習支援や学習相談等を仰げる「アカデミックアドバイザー制度」

を創設した。 

④ 先輩学生が新入生をサポートする「メンター制度」の導入に向け、教育開

発センターがコーディネートに取組み、総合理工学部においてメンターの組

織化や試行運用を行った(平成 22年度から本格実施)。 

⑤ 学生の満足度向上の観点から、大学運営の参考にするため、学長が直接学

生の意見を聴く機会を設けた(毎月２回開催)。 
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【修学環境の整備】 

① 学内外からの寄附による島根大学支援基金等をもとに、学生の修学環境整

備の一環として、可動式ステージやＬＡＮ接続対応机、大型プロジェクター

など最新の視聴覚機器を備えた「大学ホール」(380席)を竣工した。 

 

【就職支援体制の充実】 

① 不況下における対策として、キャリアセンター専任教員を含む相談員に

よる個別就職相談(予約制)を毎日実施する体制へと強化した(年間延べ 725

人の学生が利用)。 

② 就職相談や就職に関する情報収集にあたり、学生が利用しやすい環境と

するため、学生支援センター内に「就職情報相談コーナー(キャリアカフェ)」

を設置した。 

③ 各学部の就職委員長や就職委員に対して、新たな求人情報をメール配信

するなど、学生に必要な情報の収集と共有する体制を整備した。 

 

２．研究に関する特記事項 

○ 研究水準及び研究の成果等に関する事項 

【特色ある研究プロジェクトの推進】 

① 本学の特色ある研究として推進すべきテーマに再構築した「第２期重点研

究プロジェクト(平成 20～22 年度)」に引き続き取組み、次のような成果を

得た。 

「Ｓ-匠ナノメディシンプロジェクト」(医理工連携プロジェクト) 

安全、安価で高機能な島根大学発の蛍光標識剤と薬物送達システムの開発

及び診断・治療の基礎技術開発を行うため、初年度にナノ材料系の特性や機

能等についての基礎的な可能性を示せたことを踏まえ、平成 21 年度は臨床

応用の可能性や安全性の検証に取組み、次のような成果を得た。 

《酸化亜鉛蛍光標識剤の開発》 

昨年度開発した酸化亜鉛蛍光標識剤に改良を加え、それを用いて標識した

細胞をマウスの肺臓内で観察することに成功し、酸化亜鉛によるがん検診な

ど臨床応用への展望を開くことができた。 

《新規チタン酸バリウムの医療応用技術の開発》 

ドラッグデリバリー(薬物輸送)システムの構築のためにはナノ粒子の作

製が望まれていたが、本プロジェクト独自の方法で 10％ＫＦ添加 BaTiO3ナ

ノ粒子の合成に成功し(特願 2009-63809)、この粒子を用いてスパークプラ

ズマ(SPS)焼成で緻密セラミックスを作製した。 

 

《ナノ物質の安全性評価》 

酸化亜鉛ナノ粒子及び官能基付酸化亜鉛の細胞每性試験を行い、每性のな

いことを確認した。さらに、顕微ラマンイメージングを用いた新しい生体細

胞への影響評価手法を見出した。 

 

「地域資源循環型社会の構築―持続可能で活力ある地域を目指して―」 

将来の持続可能な地域資源循環型社会の構築に資することを目的として、

６グループ(汽水域環境再生、流域統合管理、水環境修復技術、施設機能保

全、バイオマス及び環境調和・地域特産農産物)で連携を図りながら取組み、

主に次のような成果を得た。 

《水環境修復と貴重資源循環利用技術に関する研究の推進》 

水環境修復技術として、ピラー導入型ハイドロタルサイト(ＨＴ)がリンを

選択的に吸着除去できることを明らかにするとともに、フッ素に対して吸着

能力を持つ機能性無機材料：Si-Al-Mg 系複合含水酸化物の合成法も新たに

確立した。 

また、産業副産物・地域未利用資源である廃瓦を用いて開発した廃瓦複合

機能性覆砂材の水環境における実用性評価を行い、水質浄化に有効であり、

安全性も確保できていることを明らかにした。 

 

② 平成 20年度に島根県等と協議のうえ立ち上げた、連携融合プロジェクト

「オープンソース・ソフトウェアの安定化とビジネスモデル構築に関する研

究」に取組み、大学評価情報データベースシステムを Rubyで開発し、オー

プンソース・ソフトウェアとして無償公開するなどの成果を上げた。 

 

【研究成果を広く社会へ普及する取組の推進】 

① 第２期重点研究プロジェクトの２件につき、「イノベーション・ジャパン

2009-大学見本市」(東京国際フォーラムで開催)へ出展するとともに、「Ｓ-

匠ナノメディシンプロジェクト」については世界最大のナノテク展示会「nano 

tech 2010 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議」及び併せて開催された

「ナノバイオ Expo 2010」(東京ビックサイトで開催)に出展した。 

② 文部科学省「都市エリア産学官連携促進事業(平成 21～23年度)」に採択さ

れたことを受け、一層の新技術開発を推進すべく、産学官関係者の研究交流

を目的とした「島根発ナノテクノロジーシンポジウム」を開催した。また、

今後の事業化に繋げていくための成果報告会(「平成 21年度 都市エリア産

学官連携促進事業成果報告会」)を開催した。 
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３．その他の特記事項 

○ 社会との連携，国際交流等に関する事項 

【社会との連携】 

① 地域社会の発展や人材育成に寄与することを目的とした「包括連携協力に

関する協定」を新たに島根県邑智郡邑南町との間で締結した。本協定締結７

機関目となる邑南町は島根県西部の石見地方に位置し、同地域における今後

の地域貢献のための活動拠点を確立した。 

② 島根県商工会議所連合会、島根県商工会連合会、島根県中小企業団体中央

会及び島根経済同友会との間で「島根大学博士研究員等派遣研究事業に関す

る協定書」を締結し、共同研究を前提としたポストドクトラルフェローの地

域企業等への派遣制度を確立した。 

 

【“地域に根ざした大学”としての貢献】 

① コホート研究体制の拠点(疾病予知予防研究拠点)を立ち上げ、中山間地域

が直面している課題の解決を目指して雲南市・佐田町等の自治体・地域住民

とのネットワークを構築し、島根大学独自の質の高い 4,000名のコホートデ

ータ(平成 21年 12月現在)を整備、持続的な疫学研究の推進を図った。 

② 島根県の地域産業や地域社会を活性化させる意欲のある社会人を受入対

象とした「地域人材育成リカレント特別コース(非修士１年)」を生物資源科

学研究科に設置した。 

 

【国際交流の重点分野における教育研究活動の推進】 

① 重点領域として選定した３分野(「環境」、「ナノテク」及び「人材育成」)

ごとに、国際交流の戦略強化に繋がる重点プロジェクトを立ち上げ、教育研

究活動を開始した。 

 《環境分野》 

  「廃棄物処理」、「水管理・水質浄化・土壌汚染」、「アジアにおける保健衛

生」 

 《ナノテク分野》 

  「酸化亜鉛プロジェクト」、「ハイドロジェルプロジェクト」、「新規材料開

発プロジェクト」 

 《人材育成分野》 

   「国際的視野に立った教師育成」、「国際連携に基づく地域医療人の育成」、

「英語による地球教育」 

 

 

４．附属病院に関する特記事項 

１．特記事項 

○ 一般の病院とは異なる大学病院固有の意義・役割を含め、教育研究診療の質

向上や個性の伸長、地域連携や社会貢献の強化、運営の活性化等を目指した特

色ある取組 

【平成 16～20事業年度】 

① 「地域医療教育研修センター」を設置し、県内地域医療機関及び県市町村

行政との連携・協力のもと、卒前・卒後から生涯教育まで一貫した地域医療

人育成の教育システムの構築に着手した。 

② 「病院医学教育センター」を設置し、医療従事者のスキルアップのための

研修会、講習会、セミナー等を開催した。 

③ 平成 19年３月に全国の大学病院では２番目となるプライバシーマーク

(JIS Q 15001：1999年版)の認証を取得し、平成 21年２月には国立大学法人

の附属病院では全国２番目となる更新審査(JIS Q 15001：2006年版)に合格

した。 

④ 平成 20年３月に、附属病院を設置する総合大学としては国公私立大学を通

じて全国初となる「環境マネジメントシステム(ISO 14001)」の認証を取得し

た。 

⑤ 平成 19年３月に、全国の病院で６番目、大学病院では初めてとなる「働き

やすい病院」の認証を取得するとともに、平成 20年３月には、(財)日本医療

機能評価機構が行う「病院機能評価(Ver.5.0)」の更新認定を受けた。 

⑥ 地元のケーブルテレビ放送で、いきいき健康講座「まめなかくらぶ」を毎

週放映するとともに、地域コミュニティセンターに専門医師と医療ソーシャ

ルワーカーが出向き、身近な生活習慣病などをテーマに住民と直接対話する

「まめなか座談会」を開催した。 

【平成 21事業年度】 

① 島根大学医学部と中華人民共和国寧夏医科大学附属医院の間で医療交流協

定を締結し、寧夏医科大学附属医院に新設された整形外科交流センターを中

心に、全国では初めてとなる研究と医療面をそれぞれが分担して行う双方向

型学術医療交流を開始した。 

② 出雲市から寄附講座として受け入れた腫瘍センター内の「腫瘍臨床研究部

門」が中心となり、がん登録データ等の解析を基に、消化器内科、腫瘍生物

学講座及び公衆衛生学講座と共同で「プロジェクト」を立ち上げ、島根県東

部に多いことが判明した膵臓がん発生要因の解明及び新規治療薬開発等の研

究を開始した。 

③ 県内がん患者データ登録を推進するため、院内がん患者データ登録項目を
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「がん診療連携拠点病院標準登録項目」と統一し、県内の地域がん診療連携

拠点病院以外からのがん患者データ登録を開始した。 

 

○ 特に、社会的・地域的なニーズや重要かつ喫緊の政策課題等への対応として

顕著な取組 

【平成 16～20事業年度】 

① 平成 19年度から出雲市と共同研究したデータ等を基に、メタボリックシ

ンドローム予防プログラムについて社会支援能力を強化したプログラムに

改善し活用を図った。 

② 「肝疾患診療連携拠点病院」の指定を受け、相談員を配置し、肝疾患診療

に係る医療情報の提供や相談支援を開始するとともに、県内の医療従事者や

地域住民を対象に研修会、市民公開講座を開催した。 

【平成 21事業年度】 

① 本院敷地内にヘリポートを新設し、島根県西部地域医療機関を中心に防災

ヘリコプターによる救急患者搬送を開始した。また、島根県と連携しドクタ

ーヘリ導入に向けた検討に着手した。 

② 中山間地域では全国で初めて、地方公共団体(雲南市)と本院及び公立病院

等が連携し、市民を対象とした糖尿病予備軍にＷｅｂを使った健康データ管

理や個人の健康に合わせた食事の改善などの情報を提供する実証試験を開

始した。 

③ 外来患者用立体駐車場を新設し、患者サービスの向上を図るとともに、災

害時などを想定し、救急対応施設にも利用できる機能を付加した。 

 

○ 大学病院に関連する制度改正等の動向やその影響、或いは各々の地域におけ

る大学病院の位置づけや期待される役割など、病院の置かれている状況や条件

等を踏まえた、運営や教育研究診療活動を円滑に進めるための様々な工夫や努

力の状況 

【平成 16～20事業年度】 

① 卒後臨床研修センター(平成 14年４月設置)に、専任の講師及び事務補佐

員を配置し、定期的に関連病院等を訪問し、研修医との面談等を行い教育体

制の充実強化を図った。 

また、島根県から研修医等定着特別対策事業の受託を受け、本院を中心に

島根県及び県内の関連医療機関とともに、若手医師等の地域定着やキャリア

形成の取組状況を説明し連携強化を図った。 

② 島根大学、鳥取大学、広島大学の３大学コンソーシアムによる「がんプロフェ

ッショナル養成プラン」を基盤に、高度な知識・技術を持つがん専門医及びコメ

ディカルの養成に着手した。 

また、「がんプロフェッショナル養成プラン」と連動し、学内外のがん関

連医療従事者を対象とした研修会を開催するとともに、３大学合同症例検討

会及び県内がん診療連携拠点病院カンファレンスを実施した。 

【平成 21事業年度】 

① 本院が中心となり、近隣の医療機関で構成する医療連携会議、大学病院、

保健所等で構成するクリニカルパス会議等を活用し、本院と関連病院間で

「脳卒中地域連携クリニカルパス」の運用を開始した。 

② 地域医療連携センターのＭＳＷを３名増員し７名体制とし、「入院総合相

談室」を新設し、入院予約時の患者・家族に対して「スクリーニング」を行

い、早期に退院支援ができる取組みを開始した。 

 

○ その他、大学病院を取り巻く諸事情(当該大学固有の問題)への対応状況等、

当該項目に関する状況 

【平成 16～20事業年度】 

① インターネットを利用した「島根地域医療情報ネットワークシステム」による

24時間患者紹介予約受付システムを構築し、運用を開始した。 

② 本院医療情報システム(ＨＩＳ)上に、島根地域医療情報ネットワークシス

テムで作成された紹介状の各種情報が展開できる機能を追加し、紹介元の地

域医療機関に患者診療情報の提供を切れ目なく行う体制を整備した。 

③ 全国の大学病院としては初めて、医員及び研修医に対して年俸制を導入し、

常勤化と医員のパート勤務を実現するなど処遇改善を図った。 

【平成 21事業年度】 

① 医療安全集中管理システム「セーフマスター」を導入し、インシデントレ

ポートの詳細な解析を行い、再発防止対策の強化を図るとともに、同システ

ムに e-learning機能を付加し、関係職員が再発防止対策や医療安全研修会・

講演会の内容(資料)を自由に学習できる体制を整備し、医療安全教育の充実

を図った。 

② 女性スタッフ支援室で登録されている、フレキシブルな時間帯で勤務でき

る看護師、保育士等コメディカルスタッフの活用を図り、混雑時の検査部採

血待ち時間の解消、小児病棟の付添母親の交代支援及び病児・病後児保育室

の保育士支援を行うなど支援業務の拡充を図った。 

③ 「ＭＥセンター」を設置し、臨床工学技士長ポストの新設及び３名の技士

増員により８名体制の組織とし、医療機器の安全使用及び管理の充実を図っ

た。 
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２．共通事項に係る取組状況 

○ 質の高い医療人育成や臨床研究の推進等、教育・研究機能の向上のための取

組 

【平成 16～20事業年度】 

① 「地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援プログラム」に採択され

た「夢と使命感をもった地域医療人の育成―日本版ＷＷＡＭＩプログラム－」実

践のため、オーストラリアのメルボルン大学、米国のハワイ大学及びコロラド大

学等へ指導医、研修医等を派遣した。 

② 「地域医療等社会ニーズに対応した医療人教育支援プログラム」事業で導入し

た「高精細遠隔診療教育システム」を使用して、県内医療機関と遠隔診療補助事

業や共同カンファレンス事業、遠隔診療教育を推進した。 

また、本院の研修医を対象に各診療科等による「卒後臨床研修センター早朝

セミナー」を実施するとともに、「高精細遠隔診療教育システム」を使用して、

臨床協力病院に定期的に中継し、地域医療の教育推進を図った。 

③ 「大学病院連携型高度医療人養成推進事業(山陰と阪神を結ぶ医療人育成プ

ログラム)＜島根大学、神戸大学、鳥取大学、兵庫医科大学の山陰４大学連携

＞」事業に採択され、卒後臨床研修センターと地域医療教育研修センターが

中心に研修システムを構築し、大学間(関連病院を含む。)での研修をスター

トさせた。 

④ 「大学病院連携型高度医療人養成推進事業(都会と地方の協調連携による高

度医療人養成)＜島根大学、東京医科歯科大学、秋田大学の３大学連携＞」が

採択され、東京医科歯科大学を中心に研修システムを構築し、同大学(関連病

院含む。)で研修を実施した。 

⑤ 整形外科(「健康長寿社会を創出するための医工農連携プロジェクト」骨格系グ

ループ)を中心に、産学共同で自家骨から骨製ネジを作製する技術を開発し、骨折

手術に応用するため世界初の画期的な手術法を開発し臨床応用に着手した。 

⑥ 眼科において、平成 19年２月島根県内では初めて「加齢黄斑変性症に対する光

線力学療法」を実施した。 

【平成 21事業年度】 

① 20年度採択され取組みを行っている「大学病院連携型高度医療人養成推進事

業」２件のうち、３大学連携の「都会と地方の協調連携による高度医療人養

成」に、今年度本院から６名が６箇所の大学及び関連病院で研修を実施し、

３大学の連携プログラム参加登録者総数は 165名となった。また、４大学連

携の「山陰と阪神を結ぶ医療人育成プログラム」に４大学で 13名が大学及び

関連病院で研修を実施し、４大学の連携プログラム参加登録者総数は 567名

となり、高度医療人養成に向けて全国でも先進的な事業を実施した。 

② 大学病院連携型高度医療人養成推進事業において、アメリカ、中国、ベト

ナムの３か国の大学病院等 10施設に総勢 25名の若手医師及び指導者を研修

で派遣し、画期的な海外短期地域医療研修を開始した。 

③ 本院の医療従事者及び医学生・看護学生を対象に、医療技術の習得、向上

を図ることを目的として「クリニカルスキルアップセンター」を新設し、全

国に先駆けて専任の講師１名を採用し、臨床シミュレーター教育の向上を図

った。 

④ 内視鏡手術トレーニングセンターでシミュレーター教育の充実を図るため、

本院医療関係者が 24時間シミュレーター機器の利用を可能とし、また、地域

医療機関の医療従事者が本院関係者と共同で使用できる体制を整備し運用を

開始した。 

⑤ 高度医療に対応する認定看護師及び専門看護師の養成を図るため、資格取得を

目的とした研修費用補助金制度を病院独自に創設し、認定看護師の養成を行

った。 

⑥ 臨床技術等を有する専門医の人材確保を目的に、病院収入による臨床系教

員雇用を可能とした全国でも珍しいフレキシブルな人事システムを導入し、

今年度２名の医師を採用した。 

 

○ 質の高い医療の提供のための取組 

【平成 16～20事業年度】 

① がん治療専門の「腫瘍科」を新設して集学的治療体制を整備し、平成 17年１月

に「がん診療拠点病院」の認証を受けた。さらに、がん相談部門を備えた「医療

相談支援室」を設置し医療相談機能の強化を図り、平成 20年２月に「都道府県が

ん診療連携拠点病院」の指定を受け、県内地域がん診療連携拠点病院との支援体

制の構築と関係者を対象にした医療教育・研修を開始した。 

② 腫瘍センターを設置(平成 19年４月)し、「腫瘍診療部門」及び「腫瘍臨床研究

部門」の２部門体制へと充実を図り、関連診療科間で相互支援を行える集学的治

療体制を構築した。 

③ 抗癌剤ミキシング室の設置やがん専門薬剤師の配置を実現し、日本病院薬剤師

会「がん専門薬剤師研修施設」として認定された。 

④ (財)日本臓器移植ネットワークに加入し、死体腎移植に向けた体制を整備

した(島根県内で唯一の腎移植施設である)。 

⑤ 出雲市と出雲圏域の医療機関が策定した地域連携パスを基に、本院の電子カル

テ上で脳卒中及び大腿骨骨折のクリニカルパスを作成し、県内関連医療機関へ送

付し病院間連携の強化を図った。 

⑥ 平成 18年度に診療科を再編し、臓器別診療科体制に移行するとともに、診療科
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長を各々の専門医を持つ講師以上に分担させる病院長任命制とした。その後も治

療・診療体制の充実に向けた再編、並びに放射線治療品質管理部門、患者さん

相談室、化学療法内科外来、小児療養相談室及び顎顔面インプラントセンタ

ー等の専門部門を設置し、質の高い診療を行うための基盤整備に取り組んだ。 

⑦ 歯科口腔外科において、インプラント義歯(顎骨の過度の吸収により、従来

の可撤性義歯では咀嚼機能の回復が困難なものに限る。)が先進医療として承

認され、治療を開始した(平成 20年度)。 

⑧ 泌尿器科において、前立腺肥大症や尿路結石症などの治療に、県内医療機

関では初めてホルミウム・ヤグレーザーを用いた内視鏡レーザー治療を開始

した(平成 20年度)。 

【平成 21事業年度】 

① 本院の小児科が、全国の検査実施機関の中心となって、新生児マス・スク

リーニング検査の全国実施に向けて、体制整備を図った。 

② 放射線治療科において大型医療機器を導入し、強度変調放射線治療(ＩＭＲ

Ｔ)及び温熱療法ハイパーサミアの治療を開始した。 

③ 泌尿器科において、骨盤内臓器手術や出産、老化などにより、骨盤底筋の

弱まりにより起きる「失禁」の予防に、音楽ＣＤを用いた「骨盤底筋体操」

を行い、治療効果の有用性を検証した。 

 

○ 継続的・安定的な病院運営のための取組 

【平成 16～20事業年度】 

① より一層の経営改善を図るため、外部有識者２名を加えた「附属病院経営懇

談会」を設置した。 

② 学外有識者を加えた「看護職員確保対策島根大学医学部附属病院連絡会」を設

置し、看護職員の確保及び復職に係る教育支援体制の強化に取組むとともに、「医

学部附属病院女性スタッフ支援室」を設置し、女性医師や看護職員の定着と復

職支援の構築に向けた取組を推進した。 

③ 附属病院女性スタッフ支援室で保育士２名を採用し、病児・病後児保育や

学会等開催時の一時託児を開始した。また、病棟看護師の２交代制勤務の施

行開始など、看護師等女性スタッフの就業環境の支援強化を行った。 

【平成 21事業年度】 

① 院内施設「うさぎ保育所」を増築し、入所定員を 25名から 50名に倍増し、

働きながら子育てする職員の支援強化を図った。また、24時間保育を開始す

ることとした。 

② 院内ボランティアコンサートが定着し出演希望の団体も増加したことによ

り、毎月１～２回実施し入院患者やその家族から大変好評を得ている。 

③ 医薬品費削減に係る取組として、中四国地区の４大学病院(島根大学、岡山

大学、愛媛大学、高知大学)が共同で、外部専門業者の支援を受け、後発医薬

品への切り換えや安価な医薬品への切り替えを行った。 

 

５．附属学校に関する特記事項 

(１)学校教育について 

○実験的、先導的な教育課題への取組状況 

【平成 16～20事業年度】 

① 幼稚園、小学校および中学校による附属学校園の一貫教育校を実施するた

め、教育課程等の検討を行い、平成 20年度より、本格的な一貫教育校を実

現した。 

 

 ○地域における指導的あるいはモデル的学校となるような、教育課題の研究開

発の成果公表等への取組状況 

【平成 16～20事業年度】 

① 教育一貫校としての取り組みの成果を、平成 18年度と平成 19年度には、

「幼小中一貫教育を語る会」として公開した。平成 20年度には「豊かな社

会生活を創造する幼小中一貫教育の追及」と題する第 1回の幼小中一貫教育

研究発表協議会を開催した。 

【平成 21事業年度】 

① 第２回の幼小中一貫教育研究発表協議会を開催し、研究成果を公表すると

ともに、取り組みの成果をまとめた附属学校園全体の研究紀要を作成した。

文部科学省主催の学校体育研究会の研究発表校として８つの分科会を担当

し、幼小中の一貫教育の視点から、体育の授業公開ならびに研究発表を行っ

た。 

 

(２)大学・学部との連携 

○大学・学部の間における附属学校の運営等に関する協議機関等の設置状況 

【平成 16～20事業年度】 

① 平成 16年度に、附属学校経営の改善と学部・附属の連携の強化を目的と

して、「附属学校部」を設置、統括責任者として「附属学校部長」(学部教員)

を置いた。 

② 平成 16年度に、学部と附属学校の連携のあり方を検討する協議機関とし

て「附属学校部運営協議会」を設置した。 

③ 附属学校・園を統括する附属学校・園長職を従来の学部教員併任職から、

専任職に転換。統一学校園長として１名配置とした。また、大学と附属の双
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方から附属学校主事職を各２名設けた。 

 

○大学・学部の教員が一定期間附属学校で授業を担当したり、行事に参加した

りするようなシステムの構築状況 

【平成 16～20事業年度】 

① 大学教員の中で附属学校園の教育研究および学校運営に関わる附属学校

主事を２名設け、恒常的に授業や行事等に参加するシステムを構築した。 

【平成 21事業年度】 

① 通常の授業のみならず、土曜講座として位置づけているサイエンスアカデ

ミーに、大学教員が講師として積極的に児童生徒の指導にあたった。また、

中学校の選択教科の指導(数学、英語)に大学教員が担当するシステムを設け、

実際に指導にあたった。 

 

○ 附属学校の大学・学部のＦＤの場としての活用状況 

【平成 16～20事業年度】 

① 大学・学部のＦＤの取り組みにおいて実施された「全授業科目の公開制度」

と連動して、ほとんどの授業を公開可能とした。 

② 学部３回生を対象にした「面接道場」(外部評価委員による学生面接)に附

属学校教員が参加することによって、附属学校園での学生指導の在り方につ

いて、学部教員と共通理解を行い、教育実習指導等に成果を上げた。 

 

①大学・学部における研究への協力について 

○大学・学部の教育に関する研究に組織的に協力する体制の確立及び協力の実

践状況 

【平成 16～20事業年度】 

① 大学院の実践研究を行う組織として位置づけ、大学院生、学部教員および

附属学校教員の３者が連携協力し、各大学院生の実践研究指導に当たる体制

を確立した。また、実践研究発表会にも附属学校教員が参加するシステムと

して平成 20年度から実施した。 

【平成 21事業年度】 

① この実践研究に取り組む大学院生は１学年が約 30名であり、２年間にわ

たって取り組むので、平成 21年度は、約 60名の大学院生が附属学校園にお

いて、各教科、心理学分野、教育学分野等において実践研究に取り組んだ。 

 

 

 

○大学・学部と附属学校が連携して、附属学校を活用する具体的な研究計画の

立案・実践状況 

【平成 16～20事業年度】 

① 学部学生の 1000時間の体験学習の場として、保健室におけるメンタルフ

レンド、各教室における児童・生徒支援などの活動状況とその評価を調査研

究し、1000時間体験学習の充実に活かした。附属学校園の子ども達に給食や

弁当などを通して実施している食育の取り組みの立案、実践等に指導助言し

てきた。 

【平成 21事業年度】 

① これまでの共同研究の領域に加えて、さらに体育の武道、理科の自然認識

の発達の調査など拡大させた。 

 

②教育実習について 

○大学・学部の教育実習計画における、附属学校の活用状況 

【平成 16～20事業年度】 

① 学部生の教育実習は、１年から４年に渡って段階実習を実施するシステム

と実習校を附属幼稚園、附属小学校および附属中学校の３校という異校種実

習を附属学校園で実施するというシステムを確立した。さらに、ストレート

マスターの大学院生においても、附属学校園において教育実践研究を遂行す

る中で、教育実習を行うシステムを確立した。医学部の養護実習も実施した。 

 

○大学・学部の教育実習の実施協力を行うための適切な組織体制の整備状況 

【平成 16～20事業年度】 

① 学部と附属学校園の教員からなる教育実習部会を設置して、実習期間中お

よびその前後の期間は毎週会を開催した。 

学部に役職として設けた附属学校主事および附属学校園の教員である附

属学校主事の各１名を実習担当に充て、学部と附属学校園が緊密な連携をと

って実習指導ができるように整備した。 

 

(３)附属学校の役割・機能の見直し 

○附属学校の使命・役割を踏まえた附属学校の在り方に関する検討状況 

【平成 16～20事業年度】 

① 附属学校経営の改善と学部との連携強化等を目的として「附属学校部」を

設置するとともに、附属学校部長を統括責任者とする「経営会議」を設置し、

幼小中一貫教育の教育課程や人事計画など附属学校の管理、運営、組織にか

かる重要事項を検討するシステムを整備した。また、校長、副校長、教頭、
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主事等による「企画委員会」及び「運営委員会」を設置し、学部や地域との

具体的な連携協力を企画・立案・実践する体制も整備した。 

これら組織による検討の結果、幼小中一貫教育を実現するとともに、学

部・大学院の教育実習への協力体制の整備、島根県や松江市教育委員会との

連携による現職教員研修への協力、研修カリキュラムの開発にも着手したほ

か、幼小中一貫教育の成果を広く公開し、実践研究成果の地域等への還元も

実施した。 
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Ⅲ 予算（人件費見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 

  ※ 財務諸表及び決算報告書を参照 

 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

中 期 計 画 年 度 計 画 実  績 

１ 短期借入金の限度額 

  ２８億円 

 

２ 想定される理由 

  運営費交付金の受入れ遅延及び事故の

発生等により緊急に必要となる対策費と

して借り入れすることも想定される。 

 

１ 短期借入金の限度額 

  ２８億円 

 

２ 想定される理由 

運営費交付金の受入れ遅延及び事故の

発生等により緊急に必要となる対策費と

して借り入れすることも想定される。 

 該当なし 

 

Ⅴ 重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

中 期 計 画 年 度 計 画 実  績 

重要な財産を譲渡する計画 

１ 職員宿舎（鳥飼宿舎）の土地の一部（島

根県松江市西川津町字鳥飼６８８番４、

６６．０９㎡）を譲渡する。 

２ 職員宿舎（西川津宿舎）の土地の一部 

（島根県松江市西川津町字津嘉田６９４ 

番１、６４．９０㎡）を譲渡する。 

 

担保に供する計画 

 附属病院の施設・設備の整備に必要とな

る経費の長期借入れに伴い、本学病院の敷

地及び建物について、担保に供する。 

 

重要な財産を譲渡する計画 

なし 

 

 

 

 

 

 

担保に供する計画 

附属病院の施設・設備の整備に必要とな

る経費の長期借入れに伴い、本学病院の敷

地及び建物について、担保に供する。 

重要な財産を譲渡する計画 

 該当なし 

 

 

 

 

 

 

担保に供する計画 

附属病院の病棟新営、基幹・環境整備に必要となる経費として、独

立行政法人国立大学財務・経営センターから１，１６９百万円を借り

入れ、本学附属病院の土地を担保とした。 
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Ⅵ 剰余金の使途 

中 期 計 画 年 度 計 画 実  績 

決算において剰余金が発生した場合は、

教育研究の質の向上及び組織運営の改善に

充てる。 

 

決算において剰余金が発生した場合は、

教育研究の質の向上及び組織運営の改善に

充てる。 

 

 平成２０年度決算における剰余金として４６１百万円が発生し、平

成２２年２月１７日付けで繰り越しに係る承認を得た。 

 剰余金の使用計画として、２７１百万円を病院再開発に伴う医療機

器整備に使用し、残額は平成２２年度以降の学生寮整備に使用するこ

ととしている。 

 

 

Ⅶ その他  １ 施設・設備に関する計画 

中 期 計 画 年 度 計 画 実  績 

 

 

施設・設備の内容 予定額 

(百万円) 

財 源 

・医病団地基幹・

環境整備 

・循環器Ｘ線画像

診断治療システム 

・小規模改修 

・災害復旧工事 

総額 

 ９４１ 

施設整備費補助金 

    （３７９） 

長期借入金 

    （５６２） 

(注 1) 金額については見込みであり、中期目標を達

成するために必要な業務の実施状況等を勘案し

た施設・設備の整備や老朽度合等を勘案した施

設・設備の改修等が追加されることもある。 

(注 2) 小規模改修について１７年度以降は１６年度

同額として試算している。なお、各事業年度の

施設整備費補助金、船舶建造費補助金、国立大

学財務・経営センター施設費交付金、長期借入

金については、事業の進展等により所要額の変

動が予想されるため、具体的な額については、

各事業年度の予算編成過程等において決定され

る。 

 

 

施設・設備の内容 予定額 

(百万円) 

財 源 

・(医病)病棟 

・(医病)基幹・環

境整備(共同溝整

備等) 

・(塩冶)臨床研究

棟 

・(塩冶)臨床研究

棟Ⅱ 

・(塩冶)ライフラ

イン再生事業(防

災盤等) 

・小規模改修 

総額 

２，６０５ 

施設整備費補助

金 

（１，１９４) 

長期借入金 

（１，３５５) 

国立大学財務・

経営センター施

設費交付金 

  （５６) 

注）１．金額は見込みであり、上記のほかに業務の実

施状況等を勘案した施設・設備や老朽度合い等を

勘案した施設・設備の事業が追加されることもあ

り得る。 

２．上記には附帯事務費を含む。 

 
 

施設・設備の内容 決定額 

(百万円) 

財 源 

・（医病）病棟 

・（医病）基幹・

環境整備(共同溝

整備等) 

・（塩冶）耐震対

策事業・20補正 

・（塩冶）耐震対

策事業Ⅱ・20補正 

・（塩冶）ライフ

ライン再生事業 

・小規模改修 

・（川津）耐震・

エコ再生・21補正 

・S-匠ナノメディ

スン・21補正 

総額 

 ２，５６８ 

施設整備費補助

金   

（１，３４３) 

長期借入金 

 （１，１６９） 

国立大学財務・

経営センター施

設費交付金 

   （５６) 
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 ○ 計画の実施状況等 

 ・施設整備費補助金、長期借入金                                                                                             (単位：百万円) 

事   項   名 借入金 補助金 事   項   名 交付金 

（医病）病棟 ９２０ １０３ 営繕事業 ５６ 

（医病）基幹・環境整備(共同溝整備等) ２４９ ２８   

（塩冶）耐震対策事業・20補正  ７２５   

（塩冶）耐震対策事業Ⅱ・20補正  １９０   

（塩冶）ライフライン再生事業  ８４       

（川津）耐震・エコ再生・21補正  ４０   

Ｓ－匠ナノメディスン・21補正  １７３   

        

計 １，１６９ １，３４３ 計 ５６     

※ 施設整備費補助金については、平成 21 年度補正予算により２１３百万円の増、（医病）病棟の計画変更等により６４百万円の減となった。また、長期借入金に

ついては、同様に（医病）病棟の計画変更により１８６百万円の減となった。 

 

Ⅶ その他  ２ 人事に関する計画 

中 期 計 画 年 度 計 画 実  績 

・ 教員及び事務系職員の人事管理を学長の下に一

本化し、中期目標・中期計画に沿って柔軟かつ弾

力的に運用する。 

・ 教員については、全学での運用枠を設け、中期

目標・中期計画の実現のための人事配置方針に基

づき、重点的、戦略的な配置・活用を行う。 

・ 事務系職員については、事務・事業の見直しを

進めるとともに、就職支援や産学共同事業など高

い専門性を要する部門において、そのための専門

研修の強化及び適任者の雇用を図る。 

・ 女性教員及び外国人教員の比率の増大を図る。 

 

・ 総人件費改革の実行計画を踏まえ、引き続き平

成１７年度人件費予算相当額の概ね１％の人件

費の削減を図る。 

 「Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況（２）財務内

容の改善に関する目標を達成するための措置」 

ｐ４６：Ｎｏ．１８８を参照。 
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○ 別表１ （学部の学科、研究科の専攻等の定員未充足の状況について） 

 

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 

 

≪学士課程≫ 

(a) 

（人） 

(b) 

（人） 

(b)／(a)×100 

（％） 

法文学部    

 法経学科 ３６０ ３９８ １１１ 

 社会文化学科 ２８０ ３１９ １１４ 

 言語文化学科 ２６０ ３１０ １１９ 

 法学科        [注１] ―  １１ ― 

 社会システム学科   [注１] ―  ３ ― 

 編入学  ２０   

教育学部    

 学校教育課程 ６８０ ７０７ １０４ 

 学校教育教員養成課程 [注１] ― １ ― 

 生涯学習課程     [注１] ―  ２ ― 

 生活環境福祉課程   [注１] ―  ２ ― 

医学部    

 医学科 

 （うち編入学） 

５６０ 

(４０) 

５７４ １０３ 

 看護学科 

 （うち編入学） 

２６０ 

(２０) 

２７５ １０６ 

総合理工学部 

物質科学科 

 地球資源環境学科 

 数理・情報システム学科 

電子制御システム工学科 

 材料プロセス工学科 

編入学 

 

５２０ 

２００ 

４００ 

３２０ 

１６０ 

４０ 

 

６０３ 

２１１ 

４７１ 

３６９ 

２０１ 

 

１１６ 

１０６ 

１１８ 

１１５ 

１２６ 

    

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 

生物資源科学部 

生物科学科 

 生態環境科学科 

 生命工学科 

 農業生産学科 

 地域開発科学科 

 編入学 

 

１２０ 

１８０ 

１６０ 

１２０ 

２２０ 

４０ 

 

１３８ 

２１３ 

１７８ 

１４２ 

２５３ 

 

１１５ 

１１８ 

１１１ 

１１８ 

１１５ 

学士課程 計 ４,９００ ５,３８１ １１０ 

≪修士課程≫ 

人文社会科学研究科 

 法経専攻 

 言語・社会文化専攻 

 

 

１２ 

１２ 

 

 

１０ 

１０ 

 

 

８３ 

８３ 

教育学研究科 

 教育実践開発専攻 

 教育内容開発専攻 

 教科教育専攻     [注２] 

 

４０ 

４０ 

― 

 

３１ 

４２ 

１ 

 

７８ 

１０５ 

― 

医学系研究科 

 医科学専攻 

 看護学専攻 

 

３０ 

２４ 

 

２８ 

３１ 

 

９３ 

１２９ 

総合理工学研究科 

 物質科学専攻 

 地球資源環境学専攻 

 数理・情報システム学専攻 

 電子制御システム工学専攻 

 材料プロセス工学専攻 

 

７２ 

２８ 

５６ 

４４ 

２４ 

 

７８ 

３２ 

５０ 

６７ 

２４ 

 

１０８ 

１１４ 

８９ 

１５２ 

１００ 

３４ ３４０ 
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学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 

生物資源科学研究科 

 生物生命科学専攻 

 農林生産科学専攻 

 環境資源科学専攻 

生物科学専攻     [注２] 

生命工学専攻     [注２] 

地域開発科学専攻   [注２] 

 

４０ 

４４ 

３６ 

― 

― 

― 

 

４７ 

３５ 

３５ 

１ 

３ 

４ 

 

１１８ 

８０ 

９７ 

― 

― 

― 

修士課程 計 ５０２ ５２９ １０５ 

≪博士課程≫ 

医学系研究科 

 医科学専攻 

 形態系専攻 

 機能系専攻 

 生態系専攻 

 

 

６０ 

１６ 

３０ 

１４ 

 

 

７２ 

３１ 

２９ 

９ 

 

 

１２０ 

１９４ 

９７ 

６４ 

総合理工学研究科 

マテリアル創成工学専攻 

電子機能システム工学専攻 

 

１８ 

１８ 

 

３０ 

８ 

 

１６７ 

４４ 

博士課程 計 １５６ １７９ １１５ 

≪専門職学位課程≫ 

法務研究科 

法曹養成専攻 

 

 

９０ 

 

 

８３ 

 

 

９２ 

専門職学位課程 計 ９０ ８３ ９２ 

 

附属幼稚園 

附属小学校 

附属中学校 

 

８０ 

４８８ 

４４８ 

 

７７ 

４４４ 

４３９ 

 

９６ 

９１ 

９８ 

[注１] 法文学部及び教育学部は平成１６年度に改組しており、平成２１年度

の収容数は、過年度生である。 

[注２] 教育学研究科及び生物資源科学研究科は平成２０年度に改組しており、

平成２１年度の収容数は、過年度生である。 

 



島根大学

（平成20年度）

国費
留学生数

（Ｄ）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

大学間交流
協定等に基づく

留学生等数
（Ｆ）

（学部） (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (％)

法文学部 920 1,056 11 1 0 0 0 0 0 1,055 114.7

教育学部 680 720 0 0 0 0 0 0 0 720 105.9

医学部 810 845 0 0 0 0 0 0 0 845 104.3

総合理工学部 1,640 1,840 11 0 5 0 1 0 0 1,834 111.8

生物資源科学部 840 925 13 0 0 0 0 0 0 925 110.1

（研究科） (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (％)

人文社会科学研究科 24 21 7 0 0 0 0 0 0 21 87.5

教育学研究科 75 76 4 0 0 0 0 0 0 76 101.3

医学系研究科 174 187 27 7 0 0 1 1 1 178 102.3

総合理工学研究科 260 290 29 18 0 0 0 0 0 272 104.6

生物資源科学研究科 136 144 19 8 0 0 0 0 2 134 98.5

法務研究科 90 90 0 0 0 0 0 0 0 90 100.0

 

○　別表２（学部、研究科等の定員超過の状況について）

学部・研究科等名
収容定員

（Ａ）
収容数

（Ｂ）

左記の収容数のうち

超過率算定
の対象となる

在学者数
（Ｊ）

【（Ｂ）-（Ｄ,Ｅ,Ｆ,Ｇ,Ｉ の合計）】

定員超過率
（Ｋ）

（Ｊ）／（Ａ）×100

外国人
留学生数

（Ｃ）

休学
者数
（Ｇ）

留年
者数
（Ｈ）

左記の外国人留学生のうち

左記の留年者数の
うち、修業年限を

超える在籍期間が
２年以内の者の数

（Ｉ）
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（平成21年度）

国費
留学生数

（Ｄ）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

大学間交流
協定等に基づく

留学生等数
（Ｆ）

（学部） (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (％)

法文学部 920 1,041 10 1 0 0 0 0 0 1,040 113.0

教育学部 680 712 0 0 0 0 0 0 0 712 104.7

医学部 820 849 0 0 0 0 0 0 0 849 103.5

総合理工学部 1,640 1,855 20 0 8 0 0 0 0 1,847 112.6

生物資源科学部 840 924 14 0 0 0 0 0 0 924 110.0

（研究科） (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (％)

人文社会科学研究科 24 20 10 0 0 0 0 0 0 20 83.3

教育学研究科 80 74 5 0 0 0 0 0 0 74 92.5

医学系研究科 174 200 31 7 0 0 0 1 1 192 110.3

総合理工学研究科 260 289 34 19 0 0 0 1 1 269 103.5

生物資源科学研究科 120 125 11 3 0 0 0 0 0 122 101.7

法務研究科 90 83 0 0 0 0 0 0 0 83 92.2

 

定員超過率
（Ｋ）

（Ｊ）／（Ａ）×100

外国人
留学生数

（Ｃ）

休学
者数
（Ｇ）

留年
者数
（Ｈ）

左記の外国人留学生のうち

左記の留年者数の
うち、修業年限を

超える在籍期間が
２年以内の者の数

（Ｉ）

学部・研究科等名
収容定員

（Ａ）
収容数

（Ｂ）

左記の収容数のうち

超過率算定
の対象となる

在学者数
（Ｊ）

【（Ｂ）-（Ｄ,Ｅ,Ｆ,Ｇ,Ｉ の合計）】
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